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1. 国税庁の運営体制と構造

2. 国税庁の機能

1

2



キルギス共和国の税務機関
組織の原則、任務、機能

国税庁の運営規則及び事務処理体制
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税制

税務政策は課税の分野における国の施策の体系、すなわ
ち立法府によって制定され、行政当局によって徴収される
様々な種類の税金の体系、ならびに税金の組み方の原則と
方法である。

税務行政は納税者及び各税の支払人に関して一定の権限
を有する税務機関によって実施される税管理のプロセスで
ある。
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組織の原則、任務、機能

国税庁の運営体制及び構造

任務及び機能

権利及び義務

組織の原則、任務、機能

国税庁の運営体制及び構造

任務及び機能

権利及び義務

5

2012年2月16日付キルギス共和国

政令100号により、

– 国税庁の運営体制

– 任務及び機能

が定められた。
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国税庁の運営体制

7

長官

中央官房

高額納税者管理担当
地域別国税局

経済特区入居企業
管理担当国税局
（ビシュケク市）

地区及び単体都市
担当国税局

2011年8月22日付キルギス共和国政令473号
により、

国税庁の最大人員数（計2,229人）、内

中央官房 – 199人

60の地方支分部局 – 2,030人

が定められた。
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国税庁中央官房の組織図

国税庁長

組織体制・管理局

次長

組織体制・管理部

事務処理部

次長

法務部

キルギス共和国政府付属国税庁中央官房の組織図
2018年8月8日付キルギス

共和国政府付属国税庁指
令第136号により制定

次長 次長次長

人事部

財務部

調達・資材課

人材育成課

税務運営方法局

税務運営方法部

税務関連法令
審査部

間接税管理局

間接税部

ユーラシア経済連
合協力部

情報部
（コールセンター）

国際協力課

税務調査局

調査企画部

税務管理方法部

申告・税金・支払管
理局

納税申告課

非税金支払い・
地方税課

税金相殺・還付管
理課

内部監査局

内部監査部

腐敗予防部

収入管理局

分析予測部

管理・税務統計部

特別税待遇管理局

特別税待遇管理課

オンライン金銭登
録機管理課

納税者苦情処理部

PR・国語対応部

滞納処理管理部

税務監視、登録、
捜索局

租税監視部

登録・捜索管理部

ソフトウェアサポー
ト・情報セキュリティ

局

ソフトウェア導入・
サポート部

技術・情報セキュ
リティ部

保険料管理部

国営企業
「ITサービス」

国税庁長補佐

国税庁の業務は機能別で組織化されている

主要な業務分野
 納税者管理
 収入の管理及び申告書の処理
 滞納処理
 納税者監査
その他に、中央官房では納税者の不服申立ての
審理を行っている。
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主要業務分野別の国税庁の業務体制は

縦（中央官房－地域国税局）にも、横（各地域
国税局内）にも整理され、税務機関の構成部門

間の業務の重複を排除している。

11

職員人員100人以上の地方支分部局の組織図

12

ビシュケク市オクチャーブリ区国税局の組織図

局長

滞納処理部 収入管理・
申告書処理部

上席財務専門官 納税者捜索部

次長

強制徴収課

処理決定管理課

金銭登録機登録、事業免許発行、
厳密な報告書様式登録課

付加価値税送り状の配布・管理課

収入管理課

納税申告書処
理課

上席人事専門官

法務課

税務調査課

税務調査分
析企画課

相談・啓蒙課

税務登録課

次長

監視・分析・予測部

監視課

分析・予測課

間接税課

誤処理是正課

調査課

室内調査課

特別税待遇部

保険料管理部

納税者管理部

納税報告書・納税申告書受付課
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職員人員66人の地方支分部局の組織図

13

オシュ州カラスイ地区国税局の組織図

局長

納税者管理部 収入管理・
申告書処理部

実地調査課

上席人事専門官

税務調査部次長

相談・税登録課

納税報告書・納税申
告書受付課

金銭登録機登録、事
業免許発行、厳密な
報告書様式登録課

付加価値税送り状の
配布・管理課

収入分析・予測・管
理課

納税申告書処理課

上席財務専門官

上席法務専門官

特別税待遇部

経営状況実地調査課

滞納処理部

強制徴収課

無申告・申告

停止納税者
管理課

職員人員13人の地方支分部局の組織図

14

バトケン州バトケン市国税局の組織図

局長

納税者管理・収入管理・
申告書処理部

滞納処理・税務調査部

上席財務専門官

上席人事・法務専門官
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国税庁に以下の追加機能が移管された

 キルギス共和国のユーラシア経済連合への加入に伴い、間接税の管
理（2015年8月12日以降）

 個人の個人事業主としての国家登録（2016年1月1日以降）

 パイロット地域における保険料の管理（2015年12月1日以降）

以上に伴い、国税庁管轄の税務機関の組織構造の一定の変更
が行われた。

• 中央官房には間接税管理局、税務監視・分析部、保険料管理部が
新設された。

• 地域別の国税局には分析・監視・予測部、パイロット地域の国税局
には保険料管理部が新設された。

15

 国税庁は、税金、保険料、その他の国家予算への義務的な支
払いを徴収し、その支払いの完全性と適時性を管理する国家行
政機関である。

 国税庁とその地方支分部局は法人である。
 国税庁にはバナー、シンボルマーク及び制服がある。

 国税庁及びその地方支分部局は、国家予算及びキルギス共和
国の法律に違反しないその他の財源を資金源としている。

16

国税庁の業務
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キルギス共和国政府付属国税庁の主要な任務

 税金、保険料、その他の支払いの完全性と適時性の確保
 個人事業主としての個人の国家登録
 納税者への質の高い税務サービスの提供
 税務機関の業務の改善
 法定手順に従い税法・社会保険法の改善

17

続き

国税庁の機能

キルギス共和国の法律で定められた権限の範囲内で、税金、保
険料及びその他の支払いの徴収、受け取り管理、並びに税法と
社会保険法の遵守管理

会計報告書、貸借対照表、税計算、報告書、申告書、その他国
家予算への支払いの計算に関する文書の納税者による提出の
適時性の管理

キルギス共和国の税法及び社会保険法の遵守に係る法人及び
個人の税務調査の実施

商品マーキング
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続き

事業体の商品及び資金の回転管理の完全性、税法遵守、キル
ギス共和国法に従った登録、収入の管理、必要な会計・税務書
類の完備の確保を目的に、住民との現金決済における金銭登
録機の使用を管理し、抜き打ち税監査及び経営状況実地検査
を行い、税監督所を設置する

法人、個人、金融機関、国内銀行の支店及び市民から、税金、
保険料及びその他の支払い、並びに金銭的制裁や行政罰金の
金額の管理（支払者別及び支払い種類別）のもととなる文書を受
理する

続き

各事業所や組織による資金回収の適切性及び安全性確保の管
理・監査

国の税務政策及び社会保険政策の実施

キルギス国家予算及び社会保障基金の収入部分の予測の作成
への参加

税金、保険料及びその他キルギス共和国の国家予算及び社会
保障基金の予算への支払いに関する税計算書、報告書、申告
書、その他書類の様式に関するキルギス政府への立案

キルギス共和国法で定められている税務制裁、金銭的制裁、利
子や罰金の正確な適用及び適時の徴収の確保
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21

納税者の書面による申請に基づき、キルギス共和国法で規定さ
れた権限の範囲内で、税金や保険料の納付期限の変更決定

加算される税金、保険料及びその他の支払いの金額に関する決
定書、及び税金、保険料及びその他の支払いの延滞金の支払
いに関する決定書、並びに第三者からの納税者へ支払われる金
額の徴収及び差し押さえに関する決定書を納税者への送付

キルギス共和国法に従い、行政違反の道具又は直接的対象と
なった物品の没収

法人、個人、及び市民に対し、所定期間内に支払われなかった
税金、保険料、その他の支払い、罰金、利子、滞納罰金、その他
の制裁の国家予算への徴収を求める法廷での起訴

続き

地方自治体、法執行機関、金融その他監督機関との緊密な協
力下での管理業務

キルギス共和国の国家予算及び社会保障基金の予算に対する
税金、保険料、その他の支払いの徴収に係る税務当局の業績
に関する報告書、参照書及び情報の高等機関への提出

税金、保険料及びその他の支払いの支払人である個人事業主
及び法人格のない農場（ファーム）の国家登録、税務（管理）登
録、登録変更及び登録廃止

国家登録済みの納税者及び経済・事業活動に従事している納
税者のデータベースの統計機関への転送

22

続き
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続き

事業体の申請により特別税待遇の適用

キルギス共和国の領土内での使用が許可されている金銭登録
機の登録及び所轄税務機関への管理登録

没収された、所有者のいない、及び相続不可能な資産の管理、
保管、評価及び売却
過払い税金額の納税者の納税義務勘定への繰り入れ

キルギス共和国の税法により定められた方法で、キルギス国立
銀行の割引率での利子付き過払い税金の返金に関する決定書
の納税者への交付

税務に関する市民、法人及び個人の申請、提案及び苦情の所
定手続きによる処理

国税庁の中央官房内の部局及び
地方支分部局の業務規程

国税庁の中央官房内の各部局及び各地方支分部局において、
国税庁全体の業務規程に基づき当該部局の任務、機能、権利
及び義務がより詳細に規定される各々の業務規定が作成され当
該部局長の指令により制定される。
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25

国税庁の
業務規程

国税局の
業務規程

局・部・課の
業務規程

税務職員の
職務規程

更に、各部局の業務規程を基に、各職務カテゴリーに係る職務
規程が作成され、当該部局長により制定される。当該職務規程
において、各職位の要件、及び当該職務遂行における職責、権
利、責任やその他の機関との協力手続きが定められる。

ご清聴

ありがとうございました！
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キルギス共和国政府付属国税庁

第１章 総則

第２章 職務

第３章 腐敗防止

第４章 行動規範

第５章 倫理規定違反審査手順

第６章 倫理規定違反に対する責任
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• キルギス共和国国家・地方公務員の倫理綱領（以下、「倫理綱
領」）は、キルギス共和国憲法、「国連の公的官僚のための国
際的行動綱領」（1996年12月12日付国連総会の決議51/59号）、

腐敗防止及び国家・地方公務員に関するキルギス共和国法令の
規定に従って策定され、社会や国家の普遍的な道徳的原則及び
基準に基づいている。

• 倫理綱領は、キルギス共和国の国家・地方行政職公務員（以下、
「公務員」）に適用される。

第１章 総則
１．法令

公務員倫理は、国家及び地方自治体の行政機関の職員の道徳的、
文化的及び職務的なイメージに対する社会の期待を反映した一連
の行動規範及びルールである。

２．国家・地方公務員倫理の概念

3
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倫理綱領は、対して以下の目的で公務員の倫理行動規範を設定している。

• 公務員の意識において社会及び国家への奉仕の高い道徳観の醸成

• 公務員に対する国民の信頼の向上

• キルギス共和国の国家体制の強化の基盤としての当局の権威向上

公務員の倫理基準とは:

• 誠実さと公平性

• 謙虚で控えめな行動

• 職務の遂行における良心、責任感、プロ意識

• 倫理違反への不寛容さ

倫理基準及び倫理行動規範の順守は、公務員の職務の遂行における必須条件であり、昇進、評価、人
材予備軍の育成に当たって考慮される。

当該倫理綱領に規定がない事項に関して、一般行動規範が適用される。

３．公務員倫理の目的及び原理

４．国家・地方公務員の倫理の基本

倫理綱領に以下の主要規定が含まれる

職務遂行上の義務

腐敗予防

行動のマナー

5
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第２章 職務遂行上の義務
５．公務員の職務遂行上の義務

国家・地方の公務遂行に当たって公務員は以下を順守しなければならない

►キルギス共和国憲法、国内法及び国際法の規範に従うこと

►誠意を持って公務を遂行し、且つ高い職務レベルで遂行するよう努めること

►人と市民の権利と自由を守り、誠意と配慮を込めて市民と役人と接触すること

►職務権限を超えないこと

►社会及び国家の利益よりも個人や党の利益を優先しないこと

►国家の権威を高めるよう努め、指導者と国の政策を公に批判しないこと

►法律の規定に従い、離職後一定期間も含め、国家、職務、その他法律で保護されている機密
情報を守ること

►キルギス共和国の法律違反の事実を知った場合、直ちに上司及び関係当局に通知すること

►民族、年齢、言語、性別、その他の特性、政治的・宗教的意見に基づく差別を防止すること

６．公務員の職務執行環境

• 公務員は以下の義務を負う

勤務時間規則を守り、タスクの時間通りの実行を目指す

公務用財産を大切に扱い、利用する

• 公務員は、作業及び市民応対の利便性を最大限に考慮し職場を整備しなければな

らない。職務執行に必要な環境を提供することは公務機関の責任者の職務である。

• 酒気帯び出勤及び職場でのアルコールや麻薬の摂取は禁じられている。職場での

喫煙及び火災・衛生安全規則違反も禁じられている。

7
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利益相反は、公務員の私的利益がその職務又は機能に影響を及ぼし、それが
市民、法人、又は国家の権利や利益の侵害をもたらす、若しくはもたらす可
能性がある場合に発生する。

利益相反が発生した、若しくは発生する可能性がある場合、公務員は上司に
通知しなければならない。利益相反が発生した場合、上司は、公務員が公的
権限の利点の個人的な目的での使用を防止するために法律で定められた措置
を講ずる。

第３章 腐敗防止
７．利益相反時の公務員の行動

公務員は公務に
おける腐敗行為
の防止に努めな
ければならな

い。

公務員が他の公務員の腐敗行為につい
て知った場合、直ちに書面で上司に通
知するとともに、当該分野における腐
敗防止担当法執行機関に通知しなけれ
ばならない。公務機関の責任者は、腐
敗行為を報告した公務員の保護を、法
執行機関への申請を含むまでの範囲で

確保しなければならない。

公務員が個人的な
事柄を国家又は地
方行政機関に申請
する場合、公務員
として申請するこ
となく、申請の要
件に限定しなけれ
ばならない。

８．公務員による腐敗防止
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国家・地方公務に従事している期間中、公務員は法定の手順に従
い申告しなければならない。

公務員の申告の内容と実際の財務状況に著しい不一致が発覚した
場合、法令に従って措置が適用される。

９．所得、支出及び財産の申告

１０．贈与

公務員は職位を悪用し
利害関係者から贈与
（金銭、物品、役務
等）を受けてはならな

い

贈与や報酬のために何
らかの援助を提供若し
くは約束することは禁

じられている

誕生日や冠婚葬祭に際
し同僚から贈り物を受
け取ることは可能

公務員が出張中に受け
取った贈り物は、引渡
状をもとに所有権が関
連行政機関に譲渡され

る

当該禁止事項は公式賞
（賞品、表彰状、感謝
状等）に適用されない

ビシケク
2019
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第４章 行動のマナー
１１．職務上の従属関係及び人間関係

• 同僚との相互作用において、公務員は正義や好意を込め、良好な道徳的
風土の醸成を促進し、相互援助を提供するべきである。

• 公務員は同僚を尊重しなければならず、公に批判することなく、上司の
裁量を公に疑ってはならない。上司の裁量に異議がある場合、公務員は
当該上司に対して書面にて自分の見解を説明する権利を有する。

• 同僚による倫理規範の違反が発覚した場合、公務員は上司に対し当該事
実について報告する権利がある。

• 公務員は、従順を守り、職務関係の範囲を超えず、同僚との相互作用に
おいて尊敬心を込め、不快な言葉を避けなければならない。

• 職務行動において、公務員は、人権と自由が最高の価値であるという憲法

の規定を起点として、性別、年齢、人種、民族、言語、社会的地位、財産

状況、家族状況、政治的及び宗教的嗜好を理由とするあらゆる発言及び差

別的な行為を控えるべきである。

• 各部署の責任者は、部下を尊重し、模範的行動が取れる存在として、部下

を精神的に応援し、仕事の段取りを調整し、専門能力開発の環境を整備し、

部下の時間を大切にしなければならない。

• 部署の責任者は部下のニーズに配慮し、要求に応え、チーム内の真摯な環

境を維持しなければならない。

ビシケク
2019
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１２．社会・政治活動

公務員の勤務外の社
会・政治活動は、他
人にその誠意と誠実
さを疑わせるべきで
はない。公務員の勤
務外活動、又は社
会・政治・宗教団体
への参加は、公務遂
行の公平性及び客観
性について疑問を誘
発してはならない。

公務員は自
分の職位を
悪用して他
の公務員に
社会・政

治・宗教団
体の活動へ
の参加を強
制してはな
らない。

公務員は、
職務用の施
設の中で社
会・政治・
宗教団体の
イベントを
開催しては
ならない。

勤務時間
中に勤務
外活動を
行っては
ならな
い。

公務員は、自分
の活動がキルギ
ス共和国の憲法
及び法律に違反
し、国家・地方
自治体の行政機
関に財産的損害
を与え、市民に
精神的損害を与
え得るような状
況を回避しなけ
ればならない。

ビシケク
2019

市民への対応において公務員は以下の義務を負う

誠意をもって、丁寧に対応
すること

規律と秩序を発揮する
こと

国家・地方自治体の行
政機関の権威を維持す

ること

サービス受領者の一方
の当事者の利益を追求

しないこと

レッドテープを避け、
相手の時間を大切にす

ること

１３．市民への対応
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公務員の身なり（髪型、服装）は、クラシックでビジネス
スタイルに適合し、清楚でなければならない。

儀礼的その他の公式行事に参加する公務員に対し、服装に
関する特別な要件が適用される場合がある。

１４．公務員の身なり

接触のスタイルは公務員
の文化的レベルを反映し

ている

同僚及びその他の相
手と好意を持って素
直に接触しなければ

ならない

公務員を紹介し合う際、
職位がより高い方を先に
紹介しなければならない

職務上の対話を行
う際、公務員は合
理性、明快さ及び
正確さのために努
力するべきである

勤務時間と公的資金の節約のために、
職務遂行において公務員は情報技術
の現代的な手段を優先的に使用する

よう努力すべきである

職務上の接触において、
部下や下位役職者が上
司や上位役職者に先に
挨拶し、同位の役職者
の場合、より礼儀正し
くしつけがいいと自覚
している公務員が先に

挨拶する

１５．接触のスタイル
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第５章 倫理規定違反審査手順
１６．倫理審査委員会

各国家・地方自治体の行政機関において、公務員の倫理的行動に関する報告や苦情を審査する倫理審

査委員会が設置される

倫理審査委員会の運営は、公開性、合議制及

び誠意の原理に基づく

倫理審査委員会は、同僚の中で権威と尊敬を享受する公務
員の中から、平等な男女代表比率を考慮した上で、同僚の
総会で形成される。委員長は倫理審査委員会の委員によっ
て選出される。委員会の構成委員及び人数は当該機関の責

任者が制定する。

倫理審査委員会の委員数は3人以上の奇
数でなければならない

第６章 倫理規定違反に対する責任
１７．倫理規定違反の種類

倫理規定違反（過失）
とは、公務員による当
該綱領が定める行動規
範及びルールの不尊守

である

過失は「重大」なもの
と「超重大」なものに

分類される

重大な過失とは、それ
を起こした公務員のみ
への信用を失落させる

過失である

超重大な過失とは、国
家・地方自治体の行政
機関に対する市民の信
用を失落させる過失で

ある

公務員による再度の倫
理規定違反の場合、そ
の過失を重要から超重
要へ再分類することも

ある

過失の分類を決定する
際、倫理審査委員会は
1年間における再発の

有無を考慮する
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汚職防止策
税務当局による汚職行為への対策

ビシュケク、2019年

キルギス共和国政府付属税務局

汚職とは、職権を持っている一人又は複数の公務員と、個
人又はグループとの間で、物質的利益若しくはその他の利
益又は便宜を受けるための安定した不法なつながりを作る
ために故意に行われる行為、または、社会若しくは国家の
利益への脅威をもたらす、上記の者による、個人若しくは
法人に対する上記の利益又は便宜の供与をいう。（「汚職
防止に関するキルギス共和国法律」第1条）
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汚職防止に関する法令
 2012年8月8日付第153号「汚職防止に関するキルギス共和国法律」

 2012年2月2日付第26号「キルギス共和国汚職防止政策の国家戦略及び汚職対策
に関するキルギス共和国大統領令」

 2013年11月12日付第215号「政府機関における政治的および組織的な汚職の原
因を排除するための措置に関するキルギス共和国大統領令」

 2012年8月30日付第596号「2012-2014年キルギス共和国政府の汚職対策のプロ
グラム及び実施計画の決定に関するキルギス共和国政府令」（失効）

 2015年3月30日付第170号「2015-2017年キルギス共和国汚職防止政策の国家戦
略に関わる、キルギス共和国政府機関による実施計画の決定に関するキルギス
共和国政府令」（失効）

汚職行為の種類

贈賄の申込みは、税務当局の職員が賄賂を贈ろうとする者の利益のために特定の作為又は
不作為を行う目的で、その職員に対しその職員の同意なしに金銭等の物質的利益若しくはそ
の他の利益、又は物質的サービス若しくは非物質的サービスを供与する試みのことをいう。

贈賄は、税務当局の職員がその職務執行に当たって、ある作為又は不作為を行う目的で、そ
の職員に対し、直接又は仲介者を介して、その職員自身又は他の個人若しくは法人のための
金銭、有価証券、その他の財産、又は物質的利益若しくは非物質的利益を供与することをいう。

利益相反の状況の創出は、職員がその職務に反して個人の利益になるために行動を働きか
ける行為のことをいう。

汚職の誘発は、予測される未定の対価を目的として行われる作為又は不作為のことをいう。
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原因：

� STSの一部の職員の低い専門的な能力

� 税務調査官の不十分な給与水準

� 法的基盤の不備

� 調査官と納税者との直接接触を許容している税務当局の業務体制の不備

税務当局の汚職防止取組みの５つの方針

1. 税務職員の専門的な能力の向上

2. 税に関する国民への広報、及び租税文化の改善

3. 明瞭で分かりやすい租税法令の確立

4. 税務手続きの高度化、納税者との接触を必要とする税務手続きの削減

5. 市民社会の汚職との戦いへの参加

１．税務職員の専門的な能力の向上

• 特定の職種に任命する際のポリグラフの使用

• 職員の継続的な研修と能力開発

• STSの新しい研修室の整備

• 新しい職員実績評価制度の採用

• 腐敗の兆候に対する防止・摘発（調査、反汚職ホットラインを含む個
人・法人の通報を基に行う内部捜査）

• 腐敗によって生じた「信頼損失」による懲戒免職

• 公務員倫理に違反した場合の懲戒処分

5
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２．税に関する国民への広報、及び租税文化の改善
• 納税者向けの説明を拡大したSTSの新しいウェブサイトの立ち上げ
• 税に関する情報をオンラインで入手できるフリーダイヤル（１９４番号）のコー
ルセンターの活用

• マスメディア、税に関する説明会、又は冊子、パンフレット、ポスター、カレン
ダー等の配布を通じた、継続的な周知・広報活動

３．税務手続きの高度化、納税者との接触を必要とする税務手続きの削減
• 37の地方税務署における、納税者対応課をベースに納税者サービスを提供
する「ワンストップサービス窓口」の設置

• サービスセンターを3カ所に開設（「ドロドイ」ショッピングセンターにおける2カ所、
「ソスノフカ」検査所における1カ所）

• 税務管理業務の完全自動化を実現したISNAKシステムの導入
• 革新的な納付の仕組みとしての決済端末を通じた納付システムの導入（動産・不動
産に対する税、土地税、事業免許）

• リスクベースの税務調査の導入
• 電子サービスの導入

• 納税報告の、電子署名付きの電子提出、及び電子署名なしのSTSウェブサイトを
通じた簡易方法での提出

• 納税者マイページ

４．明瞭で分かりやすい租税法令の確立
目的は、税務当局において、法的基盤の不備によって発生する腐敗リスクの原因の根
絶である。法令解釈の相違や曖昧さの排除、及び税務手続きの簡素化のために、現行
の法律に対する新規提案、追加、改正による法的基盤の改善が行われている。その際、
ビジネスコミュニティ及び専門家との議論の場が設けられている。
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５．市民社会の汚職との戦いへの参加

1. STSの市民評議会
2. 毎年の「一般公開日」
3. 「税リテラシーの塾」
4. 「税を誠実に払え！賄賂を贈るな！」キャンペーン（2015年、「ビシュケクパーク」ショッピングセン
ターにて）

5. 「税金を誠実に払って、腐敗を止めよう！」公共コマーシャル（2016年）
6. 「腐敗との闘いは皆の共通の目的！」冊子配布（5000部）

市民からの相談への対応
o 書面の届け
o 電子届け
o 電話ホットライン
o マスメディアの報道
o 市民の相談室

内部捜査・調査の実施。
懲戒処分の執行。

「ワンストップサービス窓口」 コールセンター

電子報告
ウェブサイト
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腐敗防止を目的とする内部法規の一覧

1. 職務倫理コード
2. 腐敗防止行動規範
3. 実地税務調査及び抜き打ち実地検査における行動規範
4. 腐敗防止の心得
5. 宣誓
6. 利益相反につながる典型的な状況の事例集
7. 腐敗リスクの一覧
8. 腐敗の危険度が高い役職の一覧

倫理委員会
腐敗防止委員会
モバイルグループ

立件の状況
立件の数

• 2012年 45件

• 2013年 27件

• 2014年 14件

• 2015年 16件

• 2016年 19件

• 2017年 5件

• 2018年 9件

最も多く立件された犯罪は、キルギス共和国刑法第304条「職権濫用」及び第313条「賄賂要求罪」で
あった。

キルギス共和国刑法第314条

税務当局の職員がその職務執行に当たって、ある作為又は不作為を行う目的で、その職員に対し、直接
又は仲介者を介して、その職員自身又は他の個人若しくは法人のための金銭、有価証券、その他の財産、又
は物質的利益若しくは非物質的利益を供与する者は、標準単位2000～3000倍の罰金又は2年以上3年以下
の禁錮に処する。
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ご清聴ありがとうございました！
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税法違反と
それに対する罰則

キルギス共和国政府付属税務局

税法違反の概念
•キルギス共和国における税法の違反とは、行政違反及び
刑事事件の性格を持たない、納税関係当事者が犯した、
有責違反行為（不作為を含む）である。税法違反に対する
罰則規定は税法典で定められている。

•行政違反及び刑事事件の性格を持つキルギス共和国の税
法の違反に対する罰則規定は、キルギス共和国行政違反
法典、キルギス共和国犯則法典、及びキルギス共和国刑
法典で定められている。

2
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税法違反の罰則の基本原則

①税法違反に対する罰則の適用は、キ
ルギス共和国税法典、またはその他
の法律で定める事由と手続に従って
行わなければならない。

②同じ税法違反行為に対し、同じ者に
再び罰則を科してはならない。

3

③ 納税関係当事者に対して罰則が科されたこと
は、その当事者の役職員について、キルギス
共和国行政違反法典、キルギス共和国犯則法
典、及びキルギス共和国刑法典の規定による
責任が免除される事由にはならない。

④ 税法違反の罰則が適用された場合でも、納税
者が納付すべき税額、並びに延滞税及び加算
税を納付して、納税義務を履行しなければなら
ない。

4

税法違反の罰則の基本原則
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⑤ 納税関係当事者の罪の有無に関しては、
その有罪が、キルギス共和国の法令で定
める手続に従って立証されるまでは無罪
と推定される。

⑥ 責任が追及される納税関係当事者とその
役職員は、税法違反に関する自身の無罪
を立証する責任を負担しない 。

⑦ 税法違反の事実を証明する状況及びそ
の責任が追及される者の有罪を立証する
責任は納税機関が負担する。

5

税法違反の罰則の基本原則

納税義務の時効
納税義務の時効期間は以下に掲げる日の

翌日から起算して6年と定められている。
①当該税の課税期間の終了日

②延納或いは分割納付が適用された場合、その適用
期間の終了日

③税務調査の結果で決定した納付すべき税額の通
知書の手渡し日

任意事業免許課税制度の適用の場合、時

効期間は3年と定められている。
6
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税法違反の種類とその罰則

7

納税者が税務機関における納税登
録或いは管理登録を行わずに事業
を行う場合、その事業期間を対象に
算出された税額に相当する金額の
加算税が課される。尚、加算税額は
法定標準単位の50倍以上でなけれ
ばならない。

税務機関における納税登録或いは管理登
録の回避

8
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過少申告

* 調査対象前年の年間総所得に対する割合。

**過少申告額に対する割合。

過少申告の程度* 加算税**

2%以下 不適用

2%～5% 50%

5%超 100%

9

源泉徴収義務者による納税義務の不履行

源泉徴収・納付すべき税額の全額或
いは一部の未納の場合、 未納が発生
した月（一か月間未満を含む）当たり、
未納額の10％相当額の追徴税（合計
で、未納額の50％を限度に）が課され
る。

源泉徴収義務者とは、従業員の給与から所得税を源泉徴収した上で、国へ納める法人或い
は個人事業主である。
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税務機関の決定に対する
不服申立て手続き

ビシュケク
2019

キルギス共和国税法第6編に従って、税務機関の決定
に対する納税義務者の不服申立ての審理は、全権税
務機関において行われる。

（キルギス共和国税法第146条）

税務機関の決定に対する納税義務者の
不服申立てを審理する機関

1

2



税法第4条第14号により、「全権税務機関」はキ
ルギス共和国の中央の国家税務機関、すなわち、
キルギス共和国政府付属国税庁の中央事務局
である。

1. 税務機関の決定に対する納税義務者の不服は、納税
義務者に当該決定が手交された日の翌日から30暦日
以内に、全権税務機関に申し立てられる。

2. 納税義務者が、税務機関の決定に対する不服を本条
第1項に定める期限満了後に申し立てた場合には、こ
の不服は審理する必要がない。

3. 不服の複写は、不服の元となった決定を行った税務
機関に、納税義務者が送付しなければならない。

納税義務者による不服申立ての手続及び期間

3
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4. 税法第6編の条項に反して申し立てられた不服は、全
権税務機関により、理由を付して申立ての申請者に返
却される。

5. 申立て返却理由となった原因を除去した後に、納税義
務者は、返却された申立てを受領した日の翌日から10
日以内に、全権税務機関に再度不服を送付する権利
を有する。

6. *それにより刑事事件開始手続がなされた租税負
担義務の不当引き下げの事実に関する納税義務
者の不服申立ては、税務機関において審理されな
い。この際納税義務者は、上記事実に関する鑑定
人の鑑定を受けるために、全権税務機関に申し立
てる権利を有する。

（キルギス共和国税法第147条）
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不服申立書には以下のことを明記しなければならない。
1) 不服申立ての期日
2) 不服を申し立てる先の税務機関の名称
3) 不服を申し立てる者の姓、名及び父称、又は名称、及びその居住地
（所在地）

4) 納税義務者識別番号
5) 不服を申し立てる元となった決定を行った税務機関の名称
6) 不服を申し立てる納税義務者が行う自らの要求の根拠となる状況、及
びその状況を裏付ける証拠

7) 添付資料一覧
8) 不服の対象となる決定の必須事項

納税義務者の不服申立書の形式及び内容

納税義務者の不服は書面で申し立てられ、納税義務者に署名される。

不服申立書には以下のものが添付される。

•税監督の結果に関する資料及び調書の複写

•不服申立書に関する決定の複写

•納税義務者が行う自らの要求の根拠となる状況を裏付ける書類で、
納税義務者及び他の機関が真正証明を行ったもの

•事案に関係があるその他の書類*

不服申立書には、争いの解決に意義を有するその他の情報を明記す
ることもできる。*

（キルギス共和国税法第148条）
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1. 納税義務者の不服申立てに対して、当該不服申立てを受領した
日の翌日から30暦日以内に、不服の核心についての決定が送付
される。
不服申立ての審理期間は、全権税務機関において不服申立てが
登録された日の翌日から算定され、納税義務者に対して決定を送
付する日に満了する。

2. 納税義務者からの不服申立てを審理している期間に、相互に関
連する税及び支払に関する最初の不服に加えて、追加的な不服
申立てが送達した場合には、主たる不服申立て及び追加的な不
服申立ての審理期間は、追加的な不服申立てが送達した日の翌
日から始まる。

納税義務者の不服申立ての審理手続

対抗調査、再調査の指定、国際条約に従って他国の全権機関に
課税の問題に関する条項の適用方法の説明を求めるために、関係
機関に照会を送付する場合には、不服申立て審理期間は中断さ
れる。

不服申立てに関する最終的な決定は、本項の規定する手順を履
行した後に行われる旨の中間的な決定が、納税義務者に送付され
る。

本項で規定する期限の延長及び中断を含む不服申立て審理期間
は、不服申立て日の翌日から90日を超えてはならない。

9
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3. 本条第1項及び第2項が規定する期限内に全権税務機関が決定
を送付しなかった場合には、納税義務者の不服申立ては認めら
れたものと見なされる。

4. 不服申立てを審理した結果に応じて、全権税務機関は、以下の
決定のうち一つの決定を採択する。

1) 納税義務者の不服申立てを認める。

2) 納税義務者の不服申立ての一部を認める。

3) 納税義務者の不服申立てを却下する。

本項第1号及び第2号に従って全権税務機関が採択した決定は、
税務機関のそれ以前の決定を破棄するものである。

5. *全権税務機関は、税法第82条が規定する手続で、納税義務者に
決定を手交し、不服申立ての元となった決定を行った税務機関に
も送付する。

本条第4項第1号及び第2号が規定する場合には、全権税務機関
が採択した決定に基づいて、不服申立ての元となった決定を行っ
た税務機関は税法第106条の第2-6項に従って新たな決定を行う
義務がある。
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6. 以前に送付された不服申立てに関連して、本質に関わる決定が再三
申立者に送付されている問題と同じ問題が、不服申立てに含まれて
いる場合に、またこの際に、この不服申立てに新しい論証又は状況
が例示されていない場合には、全権税務機関は、今回示された不服
申立て及び以前に送付された不服申立てが同じ機関に送付されたと
いう条件で、今回の不服申立てが根拠不十分である旨の決定を採択
し、当該問題での納税義務者との文書のやり取りを停止する権利を
有する。当該決定については、納税義務者に書面で通知する。

7. *申立てた不服に関する全権税務機関の決定に同意しない納税義
務者は、行政事件のために制定された特質をもつ民事裁判手続の
一般規則による裁判手続で、当該決定に対して不服を申立てる権利
を有する。

（キルギス共和国税法第149条）

不服申立てを審理した結果による決定には以下のことを明記しなけれ
ばならない。

1) 決定を採択した期日及び場所

2) 不服申立てを審理した全権税務機関の名称

3) 納税義務者の姓及びイニシャル又は完全な名称、及び申立者の
住所

4) 納税義務者識別番号

5) 不服申立てがなされた元となった決定を行った税務機関の名称

納税義務者の不服申立てに関する税務機関の
決定の内容
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6) 不服を申立てる決定の必須事項及び概略

7) 不服の要点

8) 決定の基礎にある理由及び事実の概要

9) 税法、法律又は規範的法的文書の規範への言及

10)採択された決定

11)不服申立てがなされた元となった決定を行った税務署に対する関
連する委任事項*

（キルギス共和国税法第150条）

1. 本法典が定める手続で、納税義務者が不服申立てを全権税務機
関又は裁判所に行うことで、不服申立ての元となった決定の履行
は中止される。

2. 不服申立ての元となった決定が納税義務者に手交された日の翌
日から最大30日間まで、全権税務機関に不服申立てがなされた日
から決定の履行は中止される。

決定の履行は、不服申立てに対する決定が納税義務者に手交さ
れるまで中止される。*

不服申立ての結果
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3. 納税義務者の不服申立てが完全又は部分的に認められた場合には、
不服申立てに対する決定に基づいて、税務機関の決定にはしかるべ
き修正及び追加が行われる。

4. 納税義務者の不服申立てが認められた場合、又は部分的に認めら
れた場合には、税制裁及び不服申立てを審理した全期間に対する
延滞金は、合理的な加算と認められた金額に対してのみ加算される。

5. 納税義務者の不服申立てに対する決定を採択した後に、全権税務
機関が決定を採択する際には考慮されていなかった書面による資料
を受領し、それが納税義務者の租税負担義務の変更を生じさせる場
合には、全権税務機関は当該決定を変更する権利を有する。

（キルギス共和国税法第151条）

法令の一覧

1. キルギス共和国税法

2. 2017年2月17日付キルギス共和国最高裁判所憲法院決定N3-p号
（有限責任会社「インテルリージング」のために市民シャトマノフ・ク
ワントベク・トゥングチベコヴィッチ氏が起こした訴えに関連して、キ
ルギス共和国税法典第149条第2項及び第7項の合憲性を確認す
る事件について）

3. 2017年12月5日付キルギス共和国最高裁判所憲法院決定

4. キルギス共和国刑法
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ご清聴ありがとうございました！
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キルギス共和国の税制①

キルギス共和国政府付属税務局

「税制」とは

「一国の税法に従ってその領内に
課された税金、関税、公課の全体、
ならびに税務当局および納税関係
の当事者の権限を定める規定と
規則の全体。」

2

1
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3

キルギス共和国の税法

「納税関係を規定する法体系」

税法典 税法典の下位法令
キルギス共和国政府令、キルギス共和国大統領令、税
務局令等により制定された規則、規定等。

4

税法典
税法典は以下を定める

納税義務の成立、変更、消滅と履行の手続き

キルギス共和国における課税の原則

キルギス共和国の租税制度

キルギス共和国で課せれる税の種類

地方税の導入及び廃止の手続き

3
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5

税法典（つづき）
税法典は以下を定める

税務機関の処分、又は行為もしくはその不作為につ
いての不服申立ての手続

納税者、税務機関、その他の納税関係の当事者の
権利と義務

税務機関によるチェックの種類と方法

キルギス共和国の税法で定める規定に違反した場
合の責任

6

キルギス共和国の税法の原則

租税法律主義 納税の義務

税制の単一性 税法の公開性

課税の公正性 納税者の善意の推定

適法性の推定 課税の明確性

5
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7

税を導入する権利

税を導入する権利はキルギ
ス共和国ジョゴルク・ケネ
シュ（議会）が有する。

税の導入と廃止は、税法
典のみで定めらなけれな

ならない。
税法典で定める場合を除き、納税関係に関する規定を、
キルギス共和国の税法以外の法律に設けてはならない。
納税関係に関する必要な規定が存在しないことが納税

者の不利になってはならない。

8

納税関係の当事者

納税関係

の当事者

納税者

源泉徴収義務者

指定国家機関

税務機関

関税機関

地方自治体

その他の者

7
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9

税法律の規定の適用

キルギス共和国政府が制定する、キルギ
ス共和国の税法の執行に関する規則、規
定、指針、その他の書類は、その条文を
印刷物および電子出版物として発行し、
加えて指定国家機関または指定税務機関
の公開ウェブサイトに掲載して公示する。
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キルギス共和国の税制②

キルギス共和国政府付属税務局

「税金」とは

税金

税金とは、 キルギス共和国の税法
に基づいて納税者から徴収される、
義務的、個人的、非対価の金銭の
支払いである。

2

1
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税の分類

• 直接税

• 間接税
税金の納め方

• 国税

• 地方税
課税主体

• 比例税率

• 累進税率

• 逆進税率

所得の大きさに応じた税率の
変化

3

•法人に対する税
•個人に対する税納税主体

•一般税
•目的税税金の使途

4

税の分類（つづき）

3
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直接税と間接税

• 直接税とは、事業・財務活動の結果、資本の回転、資
産価値の増加等の、課税対象に直接関連する税のこ
とである。例：所得税、法人税、財産税。

• 間接税とは、担税者の所得や財産と直接関係なく、物
品、役務、サービスの価格や料金に対する「追加」とし
て課される税のことである。例：付加価値税、物品税、
売上税。

5

税の機能

6

財源調達 税は国の予算の歳入である（主
な機能）

社会的機能
（再分配） 公的資金を社会弱者等に再分配

調整機能 国家経済政策の手段

チェック機能 国家予算への収入及び財政資源
の量の管理

5
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税の種類

税制の種類

一般税制 特別税制

7

国税

地方税

一般税制

一般税制

8

7
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国税

所得税

法人税

付加価値税

物品税

地下資源利用税

売上税

一般税制

9

10

一般税制

地方税

土地税 財産税

9
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特別税制

特別税制

• 強制事業免許課税制度

• 任意事業免許課税制度

特別税制

• 統一税簡易課税制度

• 納税契約制度

特別税制

• 自由経済特区課税措置

• ハイテクパーク課税措置

11

課税対象
課税標準
税率

課税期間
税額の計算方法
納税期限
納税の方法

優遇措置と免税制度
12

課税要素

11
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13

納税者
納税者とは、キルギス共和国で定める状況が成立する場合に、税を

納付する義務を負う者である

間接税の課税の場合、納税者（納税義務者）が租税負担を最終的な
租税負担者（担税者）になる別の者に転嫁することもある。

納税義務者納税義務者

担税者担税者

税金を納める義務を負っている者

実際に税金を負担する者

14

法人

個人

個人事業者である個人

納税者
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「課税対象とは、納税義務を成立させる権利或いは行為
である」。

課税対象は、各税種毎に設けられている。

• 利益

• 物品、サービス、役務の売上高

• 個人の総所得

• 車両

• 個人または法人が所有する財産
15

課税対象

16

課税標準
「課税標準とは、税額を算出する上で基礎となる、課税対象の価格的、
物理的、またはその他の特性である」。

課税標準

物理的 その他価格的

15
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17

税率
「税率とは、課税標準 1単位当たりの課税額である」。

 従価税率
比例税率
累進税率
逆進税率

 従量税率 （課税標準 1単位当たりの定額）

18

課税期間
「課税標準の算定と税額の計算
の対象となる期間である」。

暦年或いはその他の期間（四半
期又は1ヶ月）。

17
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税額の計算方法

19

課税標準 税額

納付すべき税額は、納税者自身が課
税標準に税率を掛けて計算する。

税率

税法典で定める場合、特定の税種の税額を計算する義務は納税機関が負う。

納税期限

20

納税期限は、各税種毎に、税法典の規
定に従って設けられている。

納税期限までに税金を納めなかった者
は、キルギス共和国の法律で定める処
罰の対象になる。

19
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納税の方法

21

• 一括納付または分割納付
• 延納制度および猶予による分割納付
• 納税義務の成立日前納付または当日納

付
• 納税者による直接納付または代理人によ

る納付
• 納税者の所在地を管轄する税務署にて
• 現金納付または振込による納付

税の優遇措置

22

• 非課税限度額
• 特定の者および納税者区分に適

用される免税制度
• 軽減税率
• 課税標準の控除

例：簡易課税制度を採用している小規模企業は、付加価値税、法人税、
売上税が免除される。

21
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税務機関の役割

23

1) キルギス共和国の税法の遵守
の確保

2) 納税者及び納税者の代理人に
対しての、納税義務の適切な履
行への支援
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国家社会保険関連法

キルギス共和国政府付属
国税庁

用語・略語集
• КР – Кыргызская Республика（キルギス共和国）
• ГСС – Государственное социальное страхование（国家社会保険）
• АСВ – Администрирование страховых взносов（保険料の管理）
• ПФ – Пенсионный фонд（年金基金）
• ГНПФ – Государственный накопительный пенсионный фонд（国家累積年金基金）
• ФОМС – Фонд обязательного медицинского страхования（強制健康保険基金）
• ФОТ – Фонд оздоровления трудящихся（労働者健康基金）
• КФХ – Крестьянское (фермерское) хозяйство（農民(農業)経済）

1
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全権国家機関
保険料管理機能

2019年1月1日より国税庁が実施
2018年12月31日付キルギス共和国政令第648号「国家社会保険の保険料管理
機能の移転に係る措置について」

根拠法令

国家社会保険法
1996年6月17日付第20号

国家社会保険料率法
2004年1月24日付第8号

国家社会保険料の算定・支払マニュアル
2013年5月22日付第278号

「国家社会保険の保険料管理機能の移転に係
る措置について」キルギス共和国政令

2018年12月31日付第648号

3
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保険料負担者

法人 農家

個人事業主及び個人

国家社会保険料負担者の登録

法人

• 所在地（登録住所）

支店、代表部

• 事業実施場所

個人

• 居住地、又は
• 経済活動実施場所

国家社会保険料負担者登録が行われる場所

5
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国家社会保険の基本原則
普遍的・義務的社会保護

社会保護水準に対する国家保障

国家社会保険制度の管理・発展への公共団体
の参加

社会保険の加入・拠出に対する自己責任

労働貢献度に応じた社会保護水準の差別化

国家社会保険主体の平等・権利保護

保険料率の種類

法人 国有企業、組織、機関 個人事業主

ハイテクパークの従業員 非営利団体、宗教団体、公共団体

国際条約に基づいて活動する組織及び個人 農業協同組合 キルギス視覚・聴覚障害
者協会
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保険料の拠出先基金

年金基金 国家累積年金基金

義務的医療保険基金 勤労者健康増進基金

保険料算定手順
保険料算定対象

• 全ての労働報酬（所得）
• 賞与、補償金
• 下請契約、委託契約に基づく支払い
• 著作権料

毎月の保険料が平均給与の40％未満の場合、追加的みなし労
働報酬が加算される。

9
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保険料計算帳票
法人及び個人事業主用

保険料の支払い
保険料負担者は毎月15日まで保険料を3つの個別振込で納付
する。

国家累積年金基金以
外のすべての保険料

基金の収入口座

国家累積年金基金
への保険料

基金の収入・累積
口座

遅延金・罰金

遅延金・罰金用の
口座

11
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支払保険料の内訳

従業者、年金

基金、 8%

従業者、国家累積

年金基金、 2%

年金基金 15%

義務的医療保

険基金 2%
勤労者健康増進基金

0,25%

雇用主、

17.25%

国家社会保険料に係る会計・報告
計算帳票の提出期限−報告期間の翌月20日まで

暦年中2回以上に亘る計算帳票
の不提出又は期限後提出

前報告期間の支払額の25%に相当
する罰金

保険料の期限後支払い又は支
払漏れ

遅延金は遅延1日当たり0.1%。遅延
金総額は納付義務額の100%以下。
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保険料の期限内納付に対する責任

納付された保険料及び金銭的制裁の金額

発生時点から累積した滞納額の処理に充当

滞納発生又は違反発覚の場合

発覚された違反に関する通知書を送付

保険料負担者の責任対象
– 正確な算定
– 保険料の期限内の全額納付

根拠法
– 国家社会保険法
– 行政責任法

遅延金算定の事例

算定された保険料
30,000

ソム

遅延金率

1日当たり

0.1%

遅延日数

10

6月16日〜25日

遅延金額

300 

ソム

保険料負担者は、納付期限が6月15日の3万ソムの保険料
を6月25日に支払った。
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保険契約
個人及び個人事業主用

加入手順
保険契約は以下の地域税務機関で加入可能

• 事業活動実施場所
• 居住地

個人事業主

歴月

事業免許に基づいて事業を行う者

免許の有効期間
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必要な書類
保険契約加入時に必要な書類

パスポート又はその他書類
• 身分証明書

事業免許証又は国家登録証明書
• 事業活動実施権を証明するもの

支払伝票、領収書又は支払依頼
書
• 保険料の支払いを証明する書類

雇用許可証
• 外国人、無国籍者の場合

保険契約に係る保険料
事業免許有効期間中の保険料算定手順
1. 1日当たり保険料を算定

適合保険料率を30日で割って計算
2. 保険契約に係る保険料を算定

1日当たり保険料を事業免許有効期間の日数に乗して計算

保険契約の
保険料

1日当たり保険料 日数
（事業免許の有効期間）
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保険契約の保険料の算定事例
E.カスィモフ個人事業主は2019年1月27-28日にビシュケク市に行われる見本市
に参加するために、「自作の工芸品（⺠芸品）の販売」というサービスの2日
分の自発的免許を取得した。
• 社会保険料率は平均月給の6%以上と設定されている。
• 2019年、ビシュケク市における当該保険料率の参考平均月給は12,380ソムで
ある。

24,76

• 12,380 * 6% / 30

2

• 事業免許有効日数

49,52

• 保険料

農家用の保険料支払伝票
農家用

21
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農家用保険料支払伝票の取得手順
農家用保険料支払伝票は以下の地域税務機関で購入可能
•土地（分譲権）の所在地

必要な書類
伝票発行時に必要な書類

パスポート又はその他の身
分証明書

土地（分譲権）の所有権を
証明する書類

保険料の支払伝票、領収書又
は支払依頼書
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農家による保険料納付期限
基本保険料率に基づく保険料納付期限

本年の7月15日まで

• 1年分の保険料
の50%以上

翌年の1月15日まで

• 算定保険料の
残額

保険料納付義務の免除

キルギス共和国労働法に基づいて就労している
16歳未満の少年

• 全ての拠出先への保険料納付を全額免除

ハイテクパークの管理職員及び居住者

• 保険料納付を全額免除

第二次世界大戦の身体障害者、参加者及びそれ
らと同等の人

• 全ての拠出先への保険料納付を全額免除

第一級と第二級の身体障害者、及び年金生活者
（個人事業主及び土地主）

• 保険料納付を免除
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ご清聴ありがとうございました！
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納税登録

キルギス共和国政府付属税務局

用語の定義

2

納税登録とは、納税者に関する情報をキルギス共和国
納税者登記簿に登記することである。
納税者登録カードとは、番号による管理が義務付けら
れている法定書類で、納税者識別番号の付定を証明
するものである。
個人事業主とは、次に掲げる者である。
①法人を設立せずに事業活動を行う居住者たる個人。
②キルギス共和国における恒久的施設を通じて活動
を行っている非居住者たる個人。

1
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納税者の納税登録

3

次に掲げる者は納税登録を行わなければなら
ない。
①その活動が事業活動の性格を有している者。
②納税者と認められる者。

課税される動産又は不動産を所有している個
人、並びに国家公務員、法人、及び個人事業
主の全てが納税登録を行わなければならない。

ワンストップサービス

ワンストップサービスによる国家登録（再登録）

4

税務機関、統計機関及び社
会基金に同時に登録し、管
理手続きを行うこと。

付定された登録番号、 納税者識別
番号、及び全国企業・組織分類記
号が記載される証明書の、登録機

関による発行

3
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登録機関

5

個人個人
キルギス共和国政
府付属税務局

法人法人
キルギス共和国
法務省

ワンストップサービスを利用して、国家登録（再登録）を行なった場合、
税務機関、統計機関及び社会基金において新たに登録し、管理手続き
を行う必要はない。

納税登録の根拠、期限、及び手続

6

1.納税者の納税登録は以下に基づいて行われる。

1. 納税者の申請書

2. 他の行政機関により提出された情報

2.個人事業主の納税登録は、個人事業主として
の国家登録と同時に行われる。

3.税務機関は、申請書の提出日から5日以内に納
税登録を行わなければならない。

5
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納税者識別番号（INN）

1. 納税者識別番号（INN）は、納税登録の際に付定されるものである。
2. 個人が既に個人識別番号（PIN）を有している場合、そのPINは
INNとして採用される。

3. 納税者がPINを有していない場合、INNは、その構成ルールに従っ
て自動的に生成される。

4. 納税者は全ての書類においてINNを明記しなければならない。
5. 納税者は、そのINNが記載されている用紙、印鑑、スタンプ、レジ
スター用紙テンプレート、番号による管理が義務付けられている
法定書類の用紙を使用しなければならない。

6. 税務機関の職員はINNが記載されていない納税者の書類を受け
取らない。

7

8

INNの構成INNは14桁の番号である。

1. “A”：対象者の特性
a) “0”：法人
b) “1”：個人（女性）
c) “2”：個人（男性）
d) “3”：非居住者たる法人
e) “4”：外国法人の支部或いは代理店
f) “5”： 在外公館

2. “DD”：法人の最初の登録の日、或いは個人の誕生日
3. “MM”：法人の最初の登録の月、或いは個人の誕生月
4. “YYYY”：法人の最初の登録の年、或いは個人の誕生年
5. “I”： 識別子
a) “0”：キルギス共和国社会基金によるINNの付定
b) “1”：税務機関によるINNの付定

6. “NNN”：法人の場合の最初の登録のシステム通し番号
7. “C”：付定された番号のチェックサム

A D D M M Y Y Y Y I N N N C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

7
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納税登録に必要な書類
個人または個人事業主の場合：
1.DOC STI-163書式の申請書
2.本人確認書類及びそのコピー
3.PIN付定証明書及びそのコピー（提示した本人確
認書類にPINが記載されていない場合）

任意事業免許課税制度を利用して事業を行うとす
る個人事業主は以上に加えて以下を提出する。
a. 銀行の領収印がある領収証書
b. 3x4cmサイズの証明写真1枚

9
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税務会計

キルギス共和国政府付属税務局

税務会計とは

税務会計とは、納税者の税務
方針に反映される、税法典に
従って納付すべき税額を計算
するための情報管理システム
のことである。

2

1
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税務方針

税法の規定に従い作成する。

納税者が作成する税務方針とは、以下の事項を定める
書類である。
課税の仕組みと課税標準額の計算方法、収入と経費の
税務会計処理の方法、固定資産の分類の手順、税務
上の減価償却方法、分離会計のルール、消費税額の
算出方法、間接税の算出方法、 伝票と帳簿の種類、納
付すべき税額の計算と納付義務の履行に関連した他の
税務会計の仕組み。

3

経理書類

インボイス 領収書、納品書 仕入伝票 帳簿

収入の額および費用の額と性質を証明する伝票などの書類。

4

3
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税務会計の帳簿
税務会計の帳簿は、紙面、電子記録装置、或いはその他
の媒体を用いて、特別の様式をもって管理しなければなら
ない。税務会計の帳簿の形式、及び記帳の仕方は納税者
自身が定める。

5

インボイスとは

インボイスとは、商品の販売、サービスまた
は役務の提供の際に納税者が作成する税務
書類のことである。

インボイスは、特別の場合を除いて、キルギ
ス共和国の税法および電子運営管理・電子
署名に関するキルギス共和国の法律の規定
に従い電子書類として発行される。

6

5
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小規模事業者の簡易税務会計制度

付加価値税の納税者として登録せ
ず、一般税制を選択した小規模事
業者は、簡易税務会計制度を利用
して、税額の計算と納付を行うこと
が出来る。

7

税制優遇措置対象の業種

組立工業

農産物の加工

輸出指向型事業

革新的な技術を用いて
行う製造業

軽工業、食品工業

エネルギー産業

8
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税務調査

キルギス共和国政府付属税務局

税務取締り

2

税務取締りとは、キルギス共和国の税法の執行に対する税務機関による取
締りのことである。

税務取締りの
形態

納税者の納税登録と管
理登録

税収の管理 税務調査

抜き打ち実地検査 税検査所の開設

1
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税務調査の
当事者納税機関の職

員

納税者

納税者の代理人

3

税務調査の目的と当事者
税務調査の目的は、納税者に対し、キルギス共和国の税法で定める義務の適

時、且つ完全な履行に関するチェック及びサポートである。

4

税務調査の種類

税務調査

実地調査 オフサイト調査

納税者の敷地内で
行われる

税務機関内で行われ
る税額の確認

計画調査 計画外調査 反面調査 再調査

第三者に対する
調査

3
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5

税務調査の当事者の権利
税務職員

税額の算定、税の徴収及び納付に関する書類の提
出を求めること。

税額の算定、税の徴収及び納付に関する書類の作
成について説明、又は税額の適切な算定、もしくは
税の期限内の源泉徴収と納付を証明する書類の提
出を求めること。

書類の複写を求めること。

十分な税の取締りを行うために必要な場合、あらゆ
る敷地、家屋、書類、その他の物件の調査を行うこ
と。

税法で定める場合と手続きで、間接的な算定方法
を用いて、 納税すべき税額を確定すること。

納税者

税務秘密の保持を求めること。

税務取締りの結果に関する情報を求めること。

税務機関に対し税務取締りの結果に関する釈明

をすること。

納税義務と関係しない情報または書類の提出を

断ること。

税務取締りの結果で行われた処分、又は税務機

関職員の行為もしくはその不作為についての不

服を申立てる。

税務機関の違法な処分、又はその職員の不適切

な行為もしくはその不作為によって発生した損害

或いは損失の補償を請求すること。

6

税務調査の当事者の義務

税務職員
税務調査を行う際に、命令書に厳格に従うこと。
税務調査及びその他の形態の取締りを調査台
帳に記録する。

業務上の秘密、営業秘密、税務秘密、銀行秘
密、その他キルギス共和国の法律で保護され
る秘密を保持すること。

税法典で定める期限及び場合に納税義務に関
する処分通知書を手渡すこと。

税法典及びキルギス共和国業務責任法典で定
める制裁を課すること。

税法典で定める手続きに従い、納税者の不服
申立ての審理を行うこと。

納税者
納税義務の管理と執行を行う。
税務調査に当たって、必要な説明、情報及
び書類を提供すること。

命令書の提示を受けた上で、税務機関の職
員の敷地及び建物への立ち入りを認める。

税務調査に当たっている税務機関の職員に、
調査または検査の登録を行うため、調査台
帳を提示すること。

税務調査に必要な書類を請求する通知書を
受けた日から５営業日以内に当該書類を提
出すること。

書類の提出は、納税者が認証した複写を
もって行う場合もある。

5
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抜き打ち税監督
抜き打ち調査とは、キルギス共和国の法令の違反を迅速に特定することを目的としている、

事業主の経営活動の監査である。

抜き打ち監督は年に12回を超えては行わない。

抜き打ち監督は、税務機関の長又はその代理により調印され、公印により真正証明された
命令書の事業主への提示から開始する。

当該命令書は以下の項目を含まなければならない。
1) 税務署における命令書の登録日及び番号
2) 調査を実施する税務署の名称
3) 調査の種類
4) 調査の事由
5) 調査の対象
6) 調査実施者の職位、姓、名、父称
7) 調査実施期限
8) 調査対象となる地所又は財産

権利及び義務
事業主は、以下に挙げる場合には、調査実施を目的とした敷地又は建物への

調査官の立ち入りを許可しない権利を有する。

• 命令書が提示若しくは手交されなかった場合、又は所定の手続で作成され

ていない場合。

• 調査実施を目的に訪れた調査官の氏名等は、命令書に記載されている調査

官の氏名等と一致しない場合。

命令書に記載される、調査対象となる納税者のリストはかなり広範囲に及ぶ場

合もあるため、税務機関には各納税者のフル名称及び納税義務者識別番号の記

載を命令書から省略し、当該命令書に記載されている地所及び調査項目の範囲

内で抜き打ち調査を行う権利が与えられている。

調査官が勤務証明書及び調査に関する税務署の命令書を提示した場合には、

事業主は、敷地又は建物への立ち入りを許可しなければならない。
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抜き打ち税監督の対象となり得るもの

• 法人

• 簡易税制適用の事業主、一般税制適用事業主、税契約締結済個人
事業主

• 特許（義務的・自発的）に基づいて事業を行う個人事業主

抜き打ち税監督の実施事由

抜き打ち税監督の実施事由となり得るのは

• 納税登録及び記載内容登録の確認

• 金銭登録機の利用の確認

• 税支払の事実及び特許に基づく税の支払者の物的指標の確認

• 個人事業主による出納帳での購入及び販売の記録の確認

• 物品税対象商品への印紙の貼付状況並びにその真正性の確認

抜き打ち税監督は、複数の納税者を対象に同時に行われる場合もある。

• 同様の事業を行う事業主

• 特許（義務的・自発的）に基づいて事業を行う事業主

• 同一集落に所在する事業所

• 特定納税者
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おとり購入
抜き打ち税監督の他に、実施頻度の制限が設けられていないおとり購入も実施されるこ

とがある。

おとり購入を実施する場合、事業主に命令書を提示しなければならない。

おとり購入の実施の目的は、不正な納税者を特定し、現金、支払機能付銀行カードや

小切手を用いた商品取引又は役務提供の際の金銭決済での金銭登録機の不利用の事

実を特定することにある。

おとり購入時に第三者を参加させることもある。おとり購入は検査官若しくは第三者に

よって実施される。

調査実施者は事業者に対して金銭登録機の当日現金取扱中間報告（いわゆるX-報

告）の出力、調査台帳の提示やレジの現金残高の確認を命じることができる。レジの現金

残高の確認の際、店舗の検査が行われる。

税監督所

税監督所はキルギス共和国税法に基づいて定義され、以下に挙げる施設に設

置される。

• 物品税の対象となる商品を生産している施設

• 税債務を有する施設

• 非営利組織を除いて、ゼロ指標の入った納税報告書を継続的に提出してい

る施設

• 外食、商業及びリゾート健康増進分野において事業を行う施設

• 天然資源採掘を行う施設

税監督所設置の目的は商品及び金銭の回転記録の完全性の確認である。

税監督所が設置される施設の一覧は、全権税務機関の指令により定められる。
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経営状況実地調査

経営状況実地調査は、特定の事業分野に係る免許に対応するみなし税額の特定
を目的に、税務機関及び地方自治体と産業協会の代表者が共同のみで実施する。

経営状況実地調査の目的は、特別税待遇の適用のために必要な、特定の事業分
野または地域における平均利益率の把握である。

経営状況実地調査の実施手続は、キルギス共和国政府が定める。

経営状況実地調査の実施に際し、事業家への通知がある場合と無い場合もある。

経営状況実地調査は1年に最大1回、15日以内に行われる（季節性のある事業分
野に関しては、1年に最大３回まで）。
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所得税

キルギス共和国

政府付属国税庁

1

所得を得ているキ
ルギス共和国市民

である自然人

キルギス共和国市民
ではないが、キルギ
ス共和国の居住許可
又はカイルィルマン

（帰国同胞）のステー
タスを持っていて、所
得を得ている居住者

たる自然人

キルギス共和国市
民ではないが、キル
ギス共和国国内を

出所とする所得を得
ている非居住者たる

自然人

キルギス共和国国
内を出所とする所得
を自然人に支払って

いる納税代理人

1
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Бишкек - 2019

所得税の課税対象:

1) 事業活動を除く、所得を得る経済活動の実施

課税対象

自然人

a) キルギス共和国市民、及びキルギス共和
国市民ではないキルギス共和国の居住許
可又はカイルィルマン（帰国同胞）のス
テータスを持っている者

源泉がキルギス共和国国内・国
外にある所得

a-1) キルギス共和国市民ではない居住者 源泉がキルギス共和国国内に
ある所得

a) その源泉がキルギス共和国国内にある所
得を得ているキルギス共和国市民ではな
い非居住者

源泉がキルギス共和国国内に
ある所得

2) あらゆるその他の所得の取得

課税対象

課税標準

 納税義務者が税期間中に取得した総年間所得と諸控除との間
の差として算定される所得

参考まで:

 キルギス共和国の労働法典が規制する諸関係が生じる際には、
所得税が課される月額所得は、最低推定所得を下回ってはなら
ない。

 翌暦年に向けた月額最低推定所得は、キルギス共和国政府が
定める手続で、国家統計機関のデータに基づいて、前年の勤労
者の月額平均所得の40％の額として、キルギス共和国の地方
及び都市ごとに決定される。
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最低推定所得は、以下の形式で賃金を得ている従業者の所得に
は適用されない

1) 国家予算を財源とした賃金

2) 兼務による賃金

3) 下級用務員の賃金

4) 住宅所有者組合、コンドミニアム組合、住居建設組合、ガレージ組合、
農業商品サービス協同組合及び果樹園・菜園栽培協同組合職員の賃
金

5) 第1,2,3 種身体障害者の賃金

6) 拘禁施設での受刑期間又は居住地型収容施設での在所期間に就労す
る者の賃金

総年間所得

• 税期間の総年間所得には、金銭、また現物、役務、サービスの形で
この税期間の間に納税義務者が取得した、以下に挙げるものを含
むあらゆる種類の所得が含まれる（その一覧はキルギス共和国税
法第165条で規定される）

• 物質的利益の形で取得される所得（第166条）

• 取得が期待されているが、実際には取得していない所得は、所得と
認定されず、総年間所得にも含まれない（第165条）

• 非課税所得は総年間所得に含まれない（その一覧はキルギス共和
国税法第167条で規定される）
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所得発生日
所得発生日は以下の通りである

1) 所得を現金で取得する場合 ― 納税義務者の銀行口座への振込によるもの、
又は納税義務者の依頼により第三者の口座への振込によるものを含む所得
の支払日

2) 商品の形で所得を取得する場合 ― 商品の所有権の移転日

3) 役務やサービスの形で所得を取得する場合 ― 役務の全て若しくは一部が完
了した期日、又はサービスが提供された期日

4) 物質的利益の形で所得を取得する場合 ― 受け取った借款又はローンにつ
いて、支払金額及び（又は）利子の納税義務者による支払日。また受け取っ
た商品及び（又は）購入した商品について、支払金額及び（又は）利子の納税
義務者による支払日

5) 納税義務者の債務が消滅した場合 ― 債務消滅日

控除

 納税義務者は、以下の控除を受ける権利を有する。

1) 標準的控除（キルギス共和国税法第170条）

2) 福祉控除（第171条）

3) 財産税控除（第172条）
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標準的控除

基礎控除― 税期間の各月に法
定標準単位6.5倍

納税義務者の被扶養者
控除 ― 税期間の各月に
被扶養者一人あたり法
定標準単位1倍

所得税が課されない所得にか
かる国家社会保険納付金を除
いて、国家社会保険納付金控

除

非国家年金基金納付金
― 納税義務者の課税
標準の8％以下

福祉控除

教育費控除前の納税義務者の課税標準額の10％以下。3人以上
の被扶養者のいる納税義務者の場合、教育費控除前の課税標

準額の25％以下。

納税義務者は、納税義務者及びその24歳以下の被扶養者の教
育のための福祉控除を受ける権利を有する
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財産税控除

住宅、アパート取得
時

納税義務者は、実質的に住宅ローンの利子の弁済
に納税義務者が充てる金額と同額の財産税控除を
受ける権利を有する。ただしその額は年に230,000

ソムを超えてはならない。

住宅用の建物及び部屋
の建設時

税率及び税期間

 所得税率は10％と定める

 所得税の税期間は暦年である
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所得税の算定方法

控除

課税所得

10% 所得税

1) 標準的控除
2) 福祉控除
3) 財産税控除

所得税の算定事例

従業者の総年間所得は300,000ソム、扶養家族は子供二人、 娘は大
学2年生、教育契約費は30,000ソム、住宅ローンあり、住宅ローン契約
に基づいて1年間で銀行へ支払った金額は40,000ソムです。所得税額
を求めなさい。

• 標準的控除 40,200ソム (7,800 + 2,400 + 30,000)

• 福祉控除 25,980ソム (300,000 – 40,200) х 10%

• 財産税控除 40,000ソム

• 課税所得は 193,820ソム (300,000 – (40,200 + 25,980 + 40,000))

• 所得税額は 19,382ソム (193,820 х 10%)

Бишкек - 2019

13

14



所得税の支払期限及び支払場所

 所得税の納税義務者は、統一的納税申告書の提出期日（報告
年の翌年4月1日）までに、所得税の最終的な算定及び支払を
行う。

 最終的な所得税額は、算定した税額と納税代理人が控除した
税額との間の差額として決定される。

 所得税は、納税義務者の納税登録及び（又は）記載内容変更
登録地に応じて支払う。

Бишкек - 2019

納税代理人の租税負担義務

• 納税代理人である主体は、所得税の算定、控除及び国家予算への振込を行
わなければならない。

• 納税代理人が支払う所得税の算定の際に課税標準となるのは、支払われる
所得額と各標準的控除額との間の差額である。

• 所得税の課税標準額が最低推定所得額を下回る場合には、所得税の課税
標準額は、最低推定所得に等しいものとし、それから納税代理人が所得税を
控除する。

• 納税代理人が控除する所得税額の算定において非課税所得は考慮されない。

• 納税代理人が標準的控除を適用するのは、労働契約に基づく支払に関して
のみであり、自然人と納税代理人との間の労働関係が、支払が行われた月
に15日以上存在した場合のみである。

Бишкек - 2019
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納税代理人による所得税の納税期限

 納税代理人が控除する所得税は、所得の支払月の翌日の
20日の翌日までに、国家予算へ支払われなければならない。

 小規模企業活動主体又は非営利組織である納税代理人が
控除する所得税は、所得が支払われた報告四半期の翌月
の20日の翌日までに、国家予算へ支払われなければならな
い。

Бишкек - 2019

納税代理人による報告書提出の期限

納税代理人は、所得の支払月の翌月の20日の翌日までに、支払場所の税務
署に、所得税に関する報告書を提出しなければならない。

納税代理人である小規模、中規模企業活動主体又は非営利組織の場合、報
告四半期の翌月の20日の翌日まで。

納税代理人は、納税登録地及び（又は）記載内容変更登録地に応じて、物質
的利益の形で提供されたものを含め、自然人への所得の支払の事実及び金
額についての情報を、以下のように税務機関に提出しなければならない。

1) 毎年で、翌年の2月20日の翌日まで ― キルギス共和国の労働法に基
づいて締結された契約により就業する者の場合

2) 毎四半期で、各四半期の翌月の20日の翌日まで ― 上記第1号に示さ
れていないその他の全ての者の場合

Бишкек - 2019
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特別な範疇の自然人に対する課税の特質

 外国の外交公館及び領事館、又は国際機関代表部の職員の所得には、所得
税が課せられない（キルギス共和国税法第179条）

 キルギス共和国市民でない居住者たる自然人が取得した所得に対する所得税
の算定及び支払は、標準的控除を適用して行われる（第180条）

 キルギス共和国市民でない非居住者たる自然人が取得した所得に対する所得
税の算定及び支払は、標準的控除を適用せずに行われる（第181条）

 キルギス共和国の源泉から取得される所得に対する所得税の課税は、キルギ
ス共和国国外で所得が支払われる場合を含む、所得支払の場所に関わらず行
われる（第181条）

Бишкек - 2019

二重課税の排除

納税義務者により外国で支払われた税額は、キルギス共和国と外
国との間で締結され、法の定める手続により効力を発した二重課
税回避に関する協定が存在し、かかる所得額が当該協定の規範
に従って外国で課税される場合には、キルギス共和国における所
得税の租税負担義務の計算の際に算入される。

当該算入額は、キルギス共和国領内において有効な税率で支払
われたであろう税額を超えてはならない。

外国で支払われた所得税額の算入の手続は、キルギス共和国政
府が定める。

Бишкек - 2019
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ハイテクパーク入居者の課税の特徴

• ハイテクパーク入居者には、キルギス共和国税務法令により
定められる特別税待遇が適用される。

• ハイテクパーク入居者の従業員、入居者である個人事業主
及びハイテクパークの事務局員（建物、入居スペース及び土
地の管理・セキュリティに従事する従業員以外）の所得税率
は5%である。

Бишкек - 2019

税支払義務及び報告書提出義務の不履行に
対する制裁

• 納税代理人により控除され、支払う
べき税額が未払又は不完全な支払
の場合（キルギス共和国税法第143
条）

税金又は追加税金の納付期限日以降の完
全・不完全な各月に対して納付税額のうち
未払額の10％の額の税制裁が適用される
が、示された額の50％を超えてはならない

• 統一的納税報告書不提出又は税金
の期限内不納付（キルギス共和国
法律違反法第222条）

勧告または第1分類の罰金が課せられる：
自然人の場合：法定標準単位10倍
法人の場合：法定標準単位50倍
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Бишкек - 2019

ご清聴ありがとうございました!
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国家・地方公務員たる個人の
統一的納税申告書

キルギス共和国政府付属国税庁

ビシュケク
2019

納税申告は、財産、財務状況及び課税対象に関する税務機関に対する納税者の声明である。

納税申告とは

1
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国家・地方公務員たる個人の統一的納税申告書の提出義務者

1) 政治系国家公務員及び特別国家公務員

2) 国家行政職公務員

3) 軍人、法執行官及び外交官

4) 政治系地方公務員及び地方行政職公務員

5) キルギス共和国中央銀行総裁及び副総裁

申告書に記載されるべき財産及び債務に関する情報

1. 申告書には、キルギス共和国内外に所在し、申告者及びその近親者が所有する財産に関する以下の
情報が記載される。
1) 不動産
2) 動産

a) 自動車
b) 文化財及び骨董品
c) 国内通貨及び外貨の資金
d) 有価証券
e) 家畜その他動物
f) 宝石、貴金属及び半貴金属;

g) 個人・法人に対する金銭債権及びその他の債権
h) 法人における出資持分

2. 申告者が個人又は法人に対して金銭的債務を負っている場合、申告書には、債務の金額を含め、そ
れに関する情報も記載しなければならない。
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1. 申告書には申告者及びその近親者の収入及び支出、並びに収入源と支出根拠を記載しな
ければならない。

2. 申告者とその近親者の収入とは、財産及び国内通貨及び外貨の資金である。

3. 申告者とその近親者の支出とは、財産価値が法定標準単位3000倍（30万ソム）を超える
財産の所有権又はその他権利の取得、並びに当該取引の対価の資金源である。

4. 個人及び（又は）法人が申告者又はその近親者を被保険者に、その了承を得た上で保険
料を支払った場合、申告書には保険料の金額を含め、当該取引に関する情報を記載しな
ければならない。

申告書に記載されるべき収入、支出及び収入源に関する情報

申告書の提出期限及び方法

1. 申告書は、報告年の翌年の4月1日までに申告者がキルギス共和国の税務機関に提出する
ものとする。

申告書は電子的形式で提出される。

申請者は、報告年の翌年の6月30日まで、提出済みの申告書に訂正・追加を加えることが
できる。

2. 公務員に選任、任命、就任、若しくは公務員を退職した場合、当該年分の申告書は報告
年の翌年の4月1日までに提出しなければならない。
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「国家・地方公務員の収入、支出、債務及び財産の申告について」法
の違反に対する責任

1. 期限内不申告、並びに申告漏れや不正申告の場合、申告者はキルギス共和国の法令に
基づいて責任を負う。

2. 期限後申告をした場合、並びに提出した申告書に申告漏れや不正が発覚した場合、税
務機関は当該関係者に関する情報をマスコミで公開し、キルギス共和国の検察機関に
書類送検する。

国家・地方公務員たる自然人の統一的納税申告書の記入例

事例の元データ
• 申告者は自然人、キルギス共和国政府付属国税庁人事部上席調査官、アサノフ・ミルラン・アサノビッ
チ氏、納税義務者識別番号 22505196701518、既婚者、子供が以下の通り

• 長男、アサノフ・アディレット・ミラノビッチ、スタートゥス社社長、26歳
• 長女、アサノワ・アセーリ・ミルラノブナ、ミール広告代理店主任、22歳
• 次女、アサノワ・カヌィシャイ・ミルラノブナ、民間大学の学生、19歳
• 次男、アサノフ・ヌルディン・ミラノビッチ、生徒

• アサノフ氏の妻は「ラーストチカ」菓子工場の社長を務めている
• アサノフ氏は国税庁で労働契約に基づいて就業、更にアルファラビカザフ国立大学 （カザフスタン共和
国、アルマトゥイ市）で教授を兼務、月5回講義を読む

• アサノフ氏は国内企業「ルビン」の50%株主で、配当を受けている。2016年12月8日からその運用をZ.B.

アセモワ氏に委託した
• アサノフ氏は2017年3月にAudi A8乗用車（2014年式、エンジン排気量3400cc）を552,000ソムで購入、同
年11月に750,000で売却した

• アサノフ氏2017年5月9日に競馬に参加し、1位になり、「アククラ」財団から賞金として600,000ソム受
領

• アサノフ氏の祖父はビシュケク市所在の4Kのアパートを相続で残した
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2017年におけるアサノフ氏の収入及び支出

項目 項目 金額

申請者の収入

1 主要就業先の給与 210,000

2 カザフスタン共和国内で取得した教授活動による収入 696,000

3 長男はアサノフ氏に500,000ソムお誕生日プレゼントとして渡した 500,000

4 国内法人の出資持分に係る配当金 708,000

5 競馬参観関連の賞金による収入 600,000

6 私的使用の動産の売却による収入 552,000

7 動産売却時に実現した評価益 198,000

8 近親者から相続で受けたアパート（150平米、ビシュケク市、ログヴィネンコ通り213番） 6,900,000

1 主要就業先の雇用主により控除された源泉税（雇用主の計上収入証明書より） 17,760

2 雇用主による国家社会保険控除額（雇用主の計上収入証明書より） 21,000

3 外国で支払った所得税 69,600

4 住宅ローンの利子払い費用 1,500,000

5 2014年式Audi A8乗用車の購入（エンジン排気量3400cc） 552,000

6 宝石類の購入 400,000

7 牛の購入 550,000

2017年にアサノフ氏が所有していた資産
項目 資産名 価値

1 ビシュケク市所在の一軒家、120平米、住所：ビシュケク市 レーニン通り9番 1 200 000

2 一軒家隣接の土地、10平米、第5ゾーン -

3 近親者から相続で受けたアパート（150平米、ビシュケク市 ログヴィネンコ通り213番） 6 900 000

4 サルィオイ村所在の一軒家、住所：カスィモワ通り54番 720 000

5 サルィオイ村所在の土地、農地 552 000

6
2014年式Audi A8乗用車（エンジン排気量3400cc）、2017年に552,000ソムで取得、同年11月に

750,000ソムで売却
198 000

7 レクサス570乗用車、 2016年式、エンジン排気量5700cc 4 000 000

8 牛 550 000

9 羊 1 200 000

10 馬 860 000

11 株式 708 000

債務

項目 債務名 合計金額 支払利子 元本返済済額 元本未返済残高

1
住宅ローン
非公開株式会社デミール銀行

10,600,000 1,500,000 6,000,000 3,100,000
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アサノフ氏の近親者の2017年における収入及び支出

項目 近親者氏名 項目 金額

申請者の近親者の収入

1 M.B.アサノワ氏（配偶者） 事業活動による収入 8,600,000

2 N.S.サパロワ氏（母親） 年金 96,000

申請者の近親者の支出

1 M.B.アサノワ氏（配偶者） BMW Х6乗用車の購入（2016年式、エンジン排気量4700cc） 4,600,000

2 M.B.アサノワ氏（配偶者） 家具（くるみの木造の滑り台） 450,000

近親者の財産

項目 近親者氏名 項目 価値

1 M.B.アサノワ氏（配偶者） 工業用建物、ビシュケク市 パンフィロワ通り164番、560平米 2,500,000

2 N.S.サパロワ氏（母親） 一軒家（120平米）、ビシュケク市 ゴーゴリ通り95番 3,300,000

3 N.S.サパロワ氏（母親） 一軒家隣接の土地（400平米、第9ゾーン） -

4 M.B.アサノワ氏（配偶者） BMW Х6乗用車（2016年式、エンジン排気量4700cc） 4,600,000

5 M.B.アサノワ氏（配偶者） 家具（くるみの木造の滑り台） 450,000
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• 統一的納税申告書の電子的形式による提出は、キルギス共和国付属国税庁が運用する公式ホーム
ページ（ www.sti.gov.kg又は www.salyk.kg）で行われる。

• ホームページから「電子報告提出サービス」セクションの「電子サービス」のタブをクリック、
「電子証明無しの電子報告提出サービス」を選択。

• 福祉控除、非国家年金保険料控除、財産税控除、外国所得税額控除を適用しようとしている申告者
は、パスポートに記載されている登録住所の管轄税務機関に、控除適用申告書及び当該控除の適用
権利を裏付ける書類のコピーを提出しなければならない。証明書類の原本は、控除適用に関する決
定時に納税者の書類を検査する税務機関の職員に提示し、申告者が保管し続ける。福祉控除提供申
請書は DOC STI-162様式を利用する。

• 申告書作成に当たって、資金以外の資産の価値は申告者が証明書類に基づいて記入するとし、証明
書類がない場合は申告者による自己評価に基づく現在の市場価格で申告する。

注意書

• 申告書は、税法に従って電子形式で提出される。

• 電子形式で税務機関に提出された申告書には法的効力があり、電子形式で文書を提出した申告者は申告義
務を果たしたと見なされる。

• 申告書の提出の事実は、申告者に以下の電子メッセージがある場合に認められる。

• 専門サービス業者による確認（納税者による納税申告書の送信日時が記載された電子文書）

• 税務機関による申告書の受理証明（書類提出管理簿）
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ご清聴ありがとうございました！

2018年1月22日付キルギス共和国政府政令第45号

「国家・地方公務員の収入、支出及び財産について」キルギス共和国法の施行要領

国家・地方公務員による申告提出手順を改善するため、「国家・地方公務員による収入、支出、債務及び財産の
申告について」キルギス共和国法第5条第3項、キルギス共和国税法第92条及び「キルギス共和国政府について」
キルギス共和国憲法準拠法第10条及び第17条に基づいて、キルギス共和国政府は以下を制定する：

• 添付書類１に従い、国家・地方公務員たる自然人の統一的納税申告書の様式 (FORM STI-155)

• 添付書類２に従い、国家・地方公務員たる自然人の統一的納税申告書の記入手順

• 添付書類３に従い、国家・地方公務員たる自然人の収入、支出、財産及び債務の区分表

• 添付書類４に従い、国家・地方公務員たる自然人及びその近親者と被扶養者の収入、支出及び財産の要約項目

• 添付書類５に従い、国家・地方公務員たる自然人の統一的納税申告書に記載される情報の調査・分析手順要領

• 添付書類５に従い、国家・地方自治体機関による国家・地方公務員たる自然人に関する情報提供要領
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個人の
統一的納税申告書

納税申告とは

納税申告は、財産、財務状況及び課税対象に関する税務機関に対する納税者の声明で
ある。

統一的納税申告書とは

統一的納税申告書は、主体の経済活動に関する財務及びその他の情報の提出を目的と
している納税報告書のことである。
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経済活動

主体の経済活動は、定期的に行われる場合に事業活動
とみなされる。

経済活動とは、事業活動及びその他活動のことである。

その他活動

キルギス共和国労働法に準拠した活動の実施

銀行への入金

有価証券又は資本金における自然人・法人の持ち分の購入、譲渡及び売却

資本金における自然人・法人の持ち分に応じた如何なる支払いの受領

契約違反金、罰金、慰謝料の受領

保険契約による保険金（補償）の受領

その他事業活動ではない活動

3

4



統一的納税申告書の作成・提出が義務付けられている者

恒久的施設を設置してキルギス共和国領内で活動を行うもの

キルギス共和国における永住許可又はカイルィルマンの資格保有者

キルギス共和国領内に財産を所有しているもの

1. 内国法人

2. 外国法人

3. キルギス共和国の市民である自然人

4. キルギス共和国の市民ではない自然人

内国法人

1) キルギス共和国の民法に従って設立された法人

外国法人

2) 設立国の法律に従って設立された法人、会社、企業、基金、機関その他の組織、又は交際機関
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自然人

1. 自然人とは、キルギス共和国の市民、外国人市民、及び無国籍者である。
2. 居住者たる自然人とは、当税期間中に終了する連続12ヶ月のうち183日以上キルギス
共和国領内に滞在する自然人、又は外国にあって国の任務にあたる者である。

3. 非居住者たる自然人とは、キルギス共和国税法に従って居住者たる自然人とは認めら
れない自然人である。

課税対象物に関する
情報

主体、その支部、代表部及
びその他の独立した下部組
織の財産・財務状況

統一的納税申告書に記載される内容
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統一的納税申告書は暦年について作成され、以下の期限で提出
される

 法人は、報告年度の翌年の3月1日まで、税登録地で提出

 自然人は、報告年度の翌年の4月1日まで、税登録地で提出

統一的納税申告書の税務機関への提出方法

1. 地域の税務機関に出頭して提出

2. 受取通知付き書留郵便により提出

3. 電子的形式で、国税庁のウェブサイト（www.sti.gov.kg又は www.salyk.kg）経由提出。

そのためには、専用のウェブサイトで情報システムへのアクセスを許可・回復するた
めの申請書を記入しなければならない。印刷版は納税者の個人アカウントへのアクセ
スを得るために地域の税務機関に提出される。このアクセスは一度提供され、その後
税務機関に他の算定書や報告書の提出のために使用可能である。
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FORM STI-100 –事業活動を行わない自然人の統一的納税申告書

FORM STI-102 –事業活動を行う自然人の統一的納税申告書

FORM STI-103 –課税所得のない自然人の統一的納税申告書（簡易）

自然人が記入・提出する統一的納税申告書の様式

FORM STI-155 –国家・地方公務員たる自然人の統一的納税申告書

2017年にマケエフ氏は以下の資産を所有していた。

行番号 資産名 価値

1 ビシュケク市（住所：ビシュケク市鄧小平通り77番）にある一軒家、
面積80平米、2006年に購入、2017年11月に1,500,000ソムで売却

1,500,000

2 一軒家に隣接している土地、600平米、第2ゾーン -

3 Audi乗用車、1998年式、エンジン排気量1800cc、2017年初に180,000

ソムで購入、2017年11月に190,000ソムで売却
180,000

10,000

4 相続で引き継いだ土地、20ha、イシク・アチン地区 500,000

自然人の統一的納税申告書の記入例
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行番号 収入項目 金額

1 主要就業先の給与 250,000

2 兼務先の給与 100,000

3 国内企業からの配当 5,000

4 雇用主が従業員を被保険者として加入した義務的民事責任保険契約に
基づく保険会社からの支払い

2,300

5 同僚からプレゼントとしてもらった掃除機 4,500

6 相続で引き継いだ面積20,000平米の土地 500,000

7 宝くじの当選金 800

8 2017年1月10日提供、雇用主からの6か月（183日）満期無利子ローン 100,000

9 父親死去に関連した雇用主からの資金援助 10,000

2017年に得た収入

10 開発したソフトウェアの使用料 15,000

11 新聞記事による精神的苦痛に対する慰謝料 20,000

12 一軒家の売却による資金 1,500,000

13 遠い親戚から相続で引き継いだ金の指輪 11,500

14 献血に対する報酬 1,000

15 鶏の卵の販売による収入 6,000

16 Audi乗用車の売却による収入 10,000

180,000

17 勤務先の若手会計士の不手際によって、源泉所得税が国に納付さ
れたが給与から控除されていなかった

9,000

18 建設中のアパートを担保とした住宅ローン 300,000
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1 主要就業先雇用主による源泉所得税の控除額（雇用主の計上収入証明書より） 21,601

2 雇用主による国家社会保険控除額（雇用主の計上収入証明書より） 35,135

3 非国家年金基金への保険料の支払い 30,000

4 住宅ローンの利息払い 27,000

5 住宅ローンの元本返済 4,500

6 娘の大学教育費 45,000

7 分譲マンションの共同建設費負担金の支払い 1,300,000

8 純血種犬の購入 18,000

9 Audi-100乗用車の購入 180,000

9 雇用主から提供された満期6ヶ月無利子ローンの返済 100,000

10 食糧費、水道光熱費その他生活費 480,000

11 土地税と自動車税の支払い 1,890

12 衣類、靴類、家庭用品の購入（申告者自身の評価による） 90,000

支出一覧
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当該申告書を提出することにより、Т.マケエフ氏は、キルギス共
和国税法第171条及び第172条に従って、税務機関に証明書類を
提出した場合、福祉控除及び財産税控除を受ける権利を有する。

統一的納税申告書を記入した結果、 Т.マケエフ氏に2,160ソムの還付
所得税があり、税務機関に申告した場合、銀行口座に還付される。

福祉控除及び財産税控除

国家・地方公務員を含む自然人は以下の控除を受ける権利を有する。

• 納税義務者及びその24歳以下の被扶養者の教育のための福祉控除。就学前教育、学校教育、初等教育、

中等教育及び高等職業教育のための控除額は、全権国家機関のライセンスを有するキルギス共和国の
教育機関に対して納税義務者が行い、かつ書類により裏付けられる支払の額に等しい。ただし、教育
のための控除を受ける前の納税義務者の課税標準額の10%を超えてはならない（被扶養者3人以上のあ
る納税義務者の場合は25%）。

• 納税義務者が実質的に住宅ローンの利子の弁済に充てた金額に相当する、年に230,000ソムを限度とし
た財産税控除。

上記の控除は、納税義務者が納税登録済みであり、統一的納税申告書を提出した上、書面による申請書
及び支出を証明する書類を提出した場合に受けられる。
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控除を受けるための、支出を証明する書類として、納税義務者は税務機関に以下の書類を提出しなけ
ればならない。

1) 教育費のための福祉控除を受けるために
• DOC STI-162様式の申請書
• 有料教育サービス契約書のコピー
• 教育機関のサービスに対する支払いの領収証のコピー及び（又は）振込書のコピー
• 出生証明書のコピー又は被扶養者の養子縁組届受理証明書
• 被扶養者に奨学金が給付されていない旨を記載した教育機関発行の証明書
• 申請人のパスポートのコピー、被扶養者のパスポート（存在する場合）のコピー、申請書の配偶
者のパスポートのコピー、 婚姻届受理証明書又は離婚届受理証明書

• 在職証明書（主要勤務先及び兼務先）
• 申請人の配偶者の在職証明書（主要就業先及び兼務先）
• 村役所、住宅管理部、住宅所有者組合、町丁委員会、住宅協同組合、又はその他住宅組織
が発行した戸籍の証明

福祉控除及び財産税控除

2) 財産税控除を受けるために
• 申請書
• 申請人のパスポートのコピー
• 取得した不動産の仕様書のコピー
• 住宅ローン契約のコピー
• 担保契約のコピー
• 住宅ローンの提供を証明する支払書
• 住宅ローンの受け取った金額、返済した金額及び支払った利子の金額を証明する銀行の証明書
• 当暦年の給与金額、徴収された源泉所得税及び国家社会保険料を証明する、所定様式による申
請人の在職証明書（主要就業先及び勤務先）

福祉控除及び財産税控除
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個人事業主（免許を取得する事業主も含む）は FORM STI-102様式による統一的納税
申告書を作成・提出する

当該申告書は以下の添付書類により構成されている。

1. 添付書類①「総年間所得」 (FORM STI-102-001)

2. 添付書類②「事業活動に係る控除対象費用、減税額及び非課税所得」 (FORM STI-102-002)

3. 添付書類③「自然人の非課税所得及び源泉税徴収済所得」 (FORM STI-102-003)

4. 添付書類④「財産税」 (FORM STI-102-004)及びその明細書 (FORM STI-102-004-01), (FORM STI-

102-004-02)

5. 添付書類⑤ 「土地税」 (FORM STI – 102 – 005)及びその明細書 (FORM STI – 102 – 005-01)

6. 添付書類⑥ 「特別税待遇」(FORM STI – 102 – 006)

7. 添付書類⑦ 「資産移動」(FORM STI – 102 – 007)

8. 添付書類⑧ 「経済活動の特定指標の明細書」 (FORM STI – 102 – 008)
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例

キルギス共和国の市民であるトゥルダリエワ・グ
リミーラ・アマンコジョエブナは「キャラバン」
ショッピングセンターで「賃貸店舗小売」の事業
に従事。ジャララバード市で住民登録され、ジャ
ララバード市国税局で納税登録済み。ビシュケク
市に総面積102m2のアパートと2006年式のトヨタカ
ムリ車を所有。

この場合、納税は自発的免許によるものであり
（キルギス共和国税法第353条）、「特別税待遇」
の添付書類のみ作成される。

「財産税」とその明細書は、アパートと自動車が
課税対象資産であるため、作成されない。
その他に、添付書類 ⑦「資産移動」も必須書類と
して作成される。
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ご清聴ありがとうございました！
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物品輸出入及び役務・サービス
提供取引の付加価値税課税

ユーラシア経済連合における

キルギス共和国政府付属国税庁

用語・定義
 ユーラシア経済連合（EAEU）− 物品、サービス、資本及び
労働の自由移動、並びにEAEU創設条約及びその他EAEU加盟国
間の国際条約により定められた経済分野における調整、協調又
は統一された政策の執行が確保されている連合。

「物品の輸入」− EAEU創設条約又はキルギス共和国の関税法
に基づくEAEU関税領域内への物品の搬入、並びにEAEU加盟国
からキルギス共和国への物品の搬入。

「ユーラシア経済連合の法律」− EAEU加盟国の税法及び国際
条約に基づいて制定される、EAEU加盟国の事業主体間の関係
を規制する一連の法令。
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法令

2014年5月29日付ユーラシア経済連
合創設条約

2014年5月29日付ユーラシア経済連
合創設条約の付録18

2009年12月11日付納付済間接税に関
する関税同盟加盟国の税務当局間の

電子情報交換協定

2008年10月17日付キルギス共和国税
法（法律235号）

付加価値税の納税義務者とは、
• 課税主体
• EAEU加盟国からキルギズ共和国に物品を輸入する主体（事
業免許、納税契約、簡易課税制度等の特別税待遇の適用納
税者を含む）

付加価値税の納税義務者
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付加価値税率

0% 

物品の輸出

免税
役務・サービスの輸出

12%

総ての課税供給及び
課税輸入

課税輸入

課税輸入とは、
1) キルギス共和国に搬入される若しくは搬入済みの物品（税法

第38条の規定により付加価値税を免除された物品を除く。）
• キルギス共和国の当局での国家登録の対象車両を含む

2) EAEU加盟国からキルギス共和国に搬入された委託加工品

5
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課税輸入の関税評価

• 委託製造品を含む課税輸入物品の価格は契約で定められた購入
物品の価格を基に決定される。

• 課税標準の決定にあたり、外国通貨で表示されている物品価格
は当該物品の資産計上日のキルギス国立銀行の外国為替相場を
もって国内通貨に換算される。

• 委託加工品の輸入時の課税標準は、委託加工用原材料の加工賃
と物品税課税対象加工品に対する物品税の合計である。

課税輸入物品、役務、サービスの供給日

• 物品の輸入にあたり、付加価値税の納税義務発生日は、納税義
務者による輸入物品（委託製造品及び委託加工品を含む）の資
産計上日である。

• 輸入物品の資産計上日として以下とみなされる：
1) 国際会計基準又はキルギス共和国の会計法の要件に基づい

て当該物品が初めて帳簿に計上（反映）された日
2) 当該物品のキルギス共和国への搬入日。

納税義務者に上記１）と２）両方が特定できる場合、そのいずれ
か遅い日が輸入物品の資産計上日として認められる。
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* キルギス共和国への物品の搬入日とは、
1) 航空機で物品を輸送する場合、キルギス共和国内の空港への搬入日
2) 国際自動車交通により物品を輸送する場合、国境通過日

その場合、キルギス共和国の国境通過日は、国境警備当局の地域機関が発
行した入国手続完了証明書に基づいて決定される。
入国手続完了証明書の様式及び提出要領はキルギス共和国政府により制定
される。

3) 国際・国家間鉄道交通により物品を輸送する場合、キルギス共和国政府に
より設置された最初の国境通関所への搬入日

4) 基幹パイプライン網又は電力線を通じて物品を輸送する場合、物品受渡所
への搬入日

5) 国際郵便で物品を発送する場合、キルギス共和国の郵便法に従ってキルギ
ス共和国内で消印された日

税法上非課税物品のキルギス共和国への輸入の際、付加価値税は課されな
い。

キルギス共和国税法第38章（第257-259条）及び国際条約に規定する物品の
輸入は、付加価値税を免除される。

以下の供給取引は付加価値税を免除される：
1) 税法第38条に規定する役務・サービスの内、提供場所がキルギス共和国

内であるもの
2) EAEU加盟国からキルギズ共和国に搬入された物品の修理サービス（修

復、部品交換を含む）。
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* 付加価値税の計算・納付要領

EAEUにおける付加価値税の計算・納付要領は税法第40章に規定される。
EAEU加盟国からキルギス共和国への委託加工品を含む物品の輸入の際、納税
義務者は課税期間終了後翌月20日の翌日まで輸入物品に係る間接税の納税報
告書を納税登録税務機関に提出しなければならない。
納税者は輸入物品に係る間接税の納税報告書とともに、キルギス共和国政府
が制定する一覧に従い、他の書類も税務機関に提出しなければならない。
輸入物品に係る付加価値税は、納税義務者の納税登録税務機関に課税期間終
了後翌月20日の翌日まで納付しなければならない。
輸入物品に係る間接税の納税報告書により計算された間接税納付額は、「物
品輸入・間接税納付申告書」で計算された間接税納付額と同額でなければな
らない。

課税期間

物品輸入に係る間接税の計算・納付用の課税期間は、当該輸入物品の資産
計上日が属する暦月である。

EAEU加盟国から輸入された物品に係る付加価値税の税務機関による納付証
明は、「物品輸入・間接税納付申告書」への税務機関のその旨のスタンプ
の押印により行われる。

輸入物品に係る付加価値税の未納付又は一部未納付、又は納税義務者によ
るキルギス共和国税法の要件に準拠していない書類の提出の場合、税務機
関は理由付却下の決定を行う。
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納税義務者（輸入者）は以下の書類を税務機関に提出しなければならない
• キルギス共和国法令により定められた（即ち、政令により制定された）様式の報告書
• 「物品輸入・間接税納付申告書」（原本4部及び電子形式）
• 輸入物品に係る間接税の納付を証明する銀行口座明細書
• EAEU加盟国から他のEAEU加盟国への物品の移動を証明する輸送（出荷）書類
• EAEU加盟国の法律に従って作成され、物品の出荷時に発行されたインボイス
• 他のEAEU加盟国からEAEU加盟国へ輸入された物品に係る売買契約書
• 第三国から輸入された物品を販売する他国の納税義務者が当該国の納税義務者に対する、当該

物品の所有者に関する送信済通知（「EAEUにおける物品の輸出入時の間接税の徴収及びその納
付管理制度に関する協定書」）。通知対象データは納税義務者番号、納税義務者のフル名称、
所在地（居住地）、契約書の番号及び契約日である。

物品輸入時の提出書類

物品輸出時の付加価値税の適用
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物品の輸出時の間接税徴収要領
（EAEU創設条約付録18「物品輸出時及び役務・サービス提供時の間接税徴

収要領に関する協定書」）

EAEU加盟国間 第三国向け
キルギス共和国から
EAEU加盟国（ロシア、
ベラルーシ、カザフス
タン、アルメニア）へ
の物品輸出時

• ゼロ税率適用
• 物品税免除

• ゼロ税率適用
• 物品税免除

ゼロ税率若しくは物品
税免除の適用権利を証
明する書類

EAEU加盟国（ロシア、ベラ
ルーシ、カザフスタン、ア
ルメニア）の税務機関のス
タンプ押印済の「物品輸
入・間接税納付申告書」

物品の輸出許可を発
行した税関所のスタ
ンプ押印済の貨物税
関申告書

「物品の輸出」− キルギス共和国から他のEAEU加盟国若しく
はEAEU関税領域外への物品の搬出

キルギス共和国から他のEAEU加盟国への物品の輸出は「供給取
引」である。
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1. EAEU加盟国（キルギス）から他のEAEU加盟国への物品の輸出時に、その旨の証
明書類を税務機関に提出した場合、付加価値税のゼロ税率が適用される。

2. 製造委託契約に基づいてキルギス共和国内で製造され、他のEAEU加盟国へ搬出
される物品も、同様な取り扱いが適用される。但し、委託加工用原材料の加工
により製造された物品は当該物品分類に含まれない。

3. EAEU加盟国（キルギス）から他のEAEU加盟国への物品の輸出の場合、納税義務
者は、仕入れた資材に係る付加価値税の相殺、若しくは仮払付加価値税の超過
額の補償又は還付を受ける権利がある。

4. リース対象物品の所有権の賃借人への移転を内容とするファイナンスリース契
約、若しくは委託製造契約に基づいてキルギス共和国内で製造された物品の現
物貸付を内容とする契約に基づいてキルギス共和国から他のEAEU加盟国への当
該物品の輸出時に、付加価値税のゼロ税率が適用される。

物品輸出時の付加価値税の適用要領

納税報告書とともに、税務機関に以下の書類（その写し）を提出しなければならない。
• 物品を輸入したEAEU加盟国の税務機関が間接税納付済スタンプを押印した「物品輸入・
間接税納付申告書」

• 物品輸出の根拠となる契約書
• 輸出者である納税義務者による輸出物品の販売代金領収を証明する銀行口座明細書
• 物品の移動を証明する輸送（出荷）書類
• ゼロ税率適用を正当化するその他根拠書類
当該書類の税務機関への提出期限は物品の出荷（引渡）から180日以内である。
付加価値税の計算上、物品の出荷日は物品の購入者（若しくは最初の輸送者）への提出用
に作成された最初の経理（会計）書類の作成日と認められる。

付加価値税のゼロ税率適用の正当化根拠書類
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輸出物品の供給（販売）に係る付加価値税の計算上、供給日は物
品の購入者（若しくは最初の輸送者）への提出用に作成された、
物品の出荷を証明する最初の経理（会計）書類の作成日として認
められる出荷日である。

輸出物品の供給日

• 物品輸出時の課税価格は、キルギス共和国税法に別途の定めが
ない限り、取引当事者が適用する価格及び料金に基づく販売物
品の価格を基に決定される。

• 物品輸出時の課税価格の更正手続きはキルギス共和国税法第
266条により規定される。

物品輸出時の課税価格

19

20



加工品の他国への搬出を伴う、他のEAEU加盟国からキルギス共和国に搬入
された委託加工用原材料の加工役務は、物品加工要件及び委託加工用原材
料の加工期間に係る以下の要件を満たした場合、ゼロ税率の付加価値税の
課税対象となる。
1. 委託加工用原材料の加工はキルギス共和国政府により制定された物品加

工要件に適合しなければならない。
2. キルギス共和国からEAEU加盟国へ搬出された、若しくはEAEU加盟国か

らキルギス共和国に搬入された委託加工用原材料の加工期間は委託加工
用原材料加工契約により規定され、委託加工用原材料の資産計上日若し
くは出荷日から起算して連続する24ヶ月を超えてはならない。

EAEUにおける委託加工用原材料の加工サービスの課税

上記の期間を超えた場合、加工を目的にキルギス共和国に搬入された委託
加工用原材料は、課税上、課税輸入物品とみなされ、キルギス共和国への
搬入日より付加価値税の課税対象となる。

又、上記の期間を超えた場合、加工を目的にキルギス共和国から他のEAEU

加盟国へ搬出された委託加工用原材料は、課税上、課税供給物品とみなさ
れ、キルギス共和国からの搬出日より付加価値税の課税対象となる。

21

22



付加価値税インボイスの発行手順は、本項に別途の定めがない限り、税法第282条により規定され
る。
1. キルギス共和国から他のEAEU加盟国への物品輸出の場合、インボイスは物品販売に係る供給

日以降5暦日以内に発行される。
2. 加工品の他国への搬出を伴う、他のEAEU加盟国からキルギス共和国に搬入された委託加工用

原材料の加工役務提供の場合、インボイスは委託加工用原材料の加工役務の提供を証明する書
類の調印日をもって発行される。

3. キルギス共和国の納税義務者である賃貸人が他のEAEU加盟国の納税義務者である賃借人に
リース対象物品を引き渡す場合、インボイスは各リース料支払日に、リース契約に規定される
受取利息を控除した実際に支払を受けた金額の範囲内で発行される。
キルギス共和国の納税義務者である賃貸人の受取利息金額は当該インボイスに区分記載しなけ
ればならない。

付加価値税インボイス

EAEUにおける間接税徴収要領
（EAEU創設条約付録18）

第三国との取引

• 間接税徴収は税関機関が行う
• 貨物税関申告書（GTD）は通関時に提出される
• 物品はGTD無しで自由流通を許可されない
• 間接税の納付は通関時に行われる
• 通関手数料（0.15%）が徴収される
• 物品の搬入を証明する書類はGTDである
• 間接税未納付の場合、物品は自由流通を許可され
ない

EAEU加盟国間取引

• 間接税徴収は税務機関が行う
• 間接税納税報告書は納税義務者の登録地での
輸入物品の資産計上日が属する月の翌月20日
まで提出しなければならない

• 当該報告書は納税義務者が自主的に提出する
• 納付期限は輸入物品の資産計上日が属する月
の翌月20日までである（輸入者は間接税に対
する最大50日間の納付猶予を受けられる）

• 関税は課されない
• 物品の搬入を証明する書類は物品輸入・間接
税納付申告書である

• 間接税未納付の場合、税法に従って延滞税が
課され、強制徴収処分が発動される
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資産税

キルギス共和国政府付属国税庁

資産税の納税義務者

1) キルギス共和国内で登録されている資産を所有し
ている法人及び個人

2) ファイナンスリース契約若しくは住宅ローン契約の
基で取得される、 キルギス共和国内で登録されて
いる資産を所有している法人及び個人
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1) 国有資産

2) 地方自治体所有資産

3) 私有資産

課税対象

第1分類 事業用に使用されていない、恒久的または一時的な住居用の住宅、ア

パート、別荘

第2分類 事業用に設計若しくは使用されている住宅、アパート、別荘、ボーディング

ハウス、レストハウス、療養所、リゾート、製造業用、事務所用、工業用及び

その他の恒久建築物

第3分類 事業用に設計若しくは使用されているキヨスクやコンテナ等、金属その他

の構造の仮設建築物

第4分類 自走式機械及び機構を含む車両

資産の分類
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暦年である。

資産税の税期間は

資産税額 = 課税標準 × 資産税率

資産税の算定方式
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1) 第1,2,3分類の資産の場合、当該資産の課税評価額

2) 第4分類の資産の場合、エンジン排気量又は簿価

資産税の課税標準

第1,2,3分類の資産の課税評価額は以下の方式により算定される：

課税評価額 = 単価 × 面積 × 地域係数 × 区画係数 × 産業係数

課税評価額 ＝ 課税対象となる資産の課税価値（ソム）

単価 ＝ 資産の面積1m2当たり課税評価額

面積 ＝ 第1分類の資産の場合、非課税分の面積を控除した当該資産の
総面積；第2,3分類の資産の場合、当該資産の総面積（m2)

地域係数 ＝ キルギズ共和国内における所在地による資産の課税評価額の
変動を反映する係数

区画係数 ＝ 集落内における所在地による資産の課税評価額の変動を反映
する係数

産業係数 ＝ 第2,3分類の資産に適用される係数。第1分類の資産の場合、1
とみなされる。
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第1分類 課税標準の0.35%

第2分類 課税標準の0.8%

第3分類 課税標準の0.8%

第4分類 エンジン排気量1cm3当たり0.05～1.8ソム

又は

簿価の0.5%

資産税率は以下の通り設定されている

法人 個人

第1, 2, 3及び4分類：

3月 4月

資産税算定表（確定申告の別紙）の提出期限
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個人の納税義務者は資産の分類によって以下の期限内に納
税を済まさなければならない：

1) 第1分類の資産の場合、当該資産の登録地又は所在地で、
本年の9月1日の翌日まで

2) 第4分類の資産の場合、当該資産の登録地でまたは一時
登録地で、キルギズ共和国政府が定める期限内

資産税の納付期限

法人及び個人営業主は以下の通り資産税を納付しなければなら
ない

1) 第2,3分類の資産の場合、資産の所在地（ビシュケク市内の場

合、納税義務者の税登録地で）本年の毎四半期ごとに均等に、
各四半期の3ヶ月目の20日の翌日まで。

2) 第4分類の資産の場合、当該資産の登録地でまたは一時登録
地で、キルギズ共和国政府が定める期限内

資産税の納付期限
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�税法第330条第1号に記載される企業、団体及び組織の資
産は資産税納付を免除される。

�税法第330条第2号に記載される個人の資産は資産税納付
を免除される。

�税法第330条第4号に記載される場合において、地方議会
は資産税の納税を全部又は一部免除する権限がある。

資産税に係る優遇措置

ご清聴ありがとう
ございました！
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土地税

1

キルギス共和国政府付属国税庁

土地税の納税義務者

土地税の納税義務者は、 土地の利用の如何にかか
わらず、所有権を証明する書類に基づいて、 土地を
所有する法人及び個人である。
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所有権を証明する書類

所有権を証明する書類は、以下のものがある：

1) 土地の所有権に関する公的証明書

2) 土地の一時的利用権証明書

3) 共有土地分権の所有権に関する証明書

課税対象

土地税課税対象は、当該税の対象となる農地・土
地に関わる

1) 所有権

2) 一時的保有権

3) 利用権

である。
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課税対象となるのは：

1) 農産物の生産のために利用される土地

2) 国家又は地方自治体の行政機関が戸建住宅建設のため
に個人に割り当てた土地及びそれと隣接する土地

5

6



3) 企業の事業活動で利用される土地

土地税の課税標準は所有権を証明する書類に記載
された土地の面積である（ヘクタールもしくは平方メー
トル）。

課税標準
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暦年である。

土地税の税期間は

土地税の標準税率

土地税の標準税率はキルギス共和国税法の以下の
条項により設定される。

第337条 「農地利用に係る土地税の標準税率」

第338条 「住宅建物隣接土地、戸建住宅隣接土
地及び庭園土地の利用に係る土地税の
税率」

第339条 「集落の土地及び農地以外の土地の利
用に係る土地税の税率」
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土地税の税率の係数

土地税の計算にあたり、以下の係数が適用される。

1) 前年の実績に基づいて毎年4月1日までにキルギス共和国
政府により決定されるインフレ係数

インフレ係数が特に決定されない場合、前年のインフレ係
数が適用される（キルギス共和国税法第341条第3号）。

2) 集落内における立地による土地の課税標準額の変動を
示す、0.3～1.5の範囲内で1年に最大1回、翌暦年 開始
30日前以前に決定される経済計画区画用の区画係数
（キルギス共和国税法第339条4号）
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3) 土地が事業用に利用される場合、事業分野によって
0.005（地質探査、設計計画、物理探査及び調査研究の
場合）から50.0（野外広告物の設置の場合）の範囲内で
適用される事業用利用係数

当該係数が特に設定されていない場合、1.0とみなされる
（キルギス共和国税法第339条第6号）。

土地税の算定

土地税は以下の数式により算定される。

1） 農地の場合

土地税額 = 土地税率 × 土地面積（ha） × インフレ係数
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2） 集落地及び農地以外の土地の場合

土地税額 = 土地税率 × 土地面積（m2） × インフレ係数 ×

× 区画係数 × 事業用利用係数

3）戸建住宅隣接土地及び庭園土地の場合：

土地税額 = 土地税率 × 土地面積（m2） × 区画係数
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土地税率

1) 農地に係る標準土地税率

州・地区名

標準土地税率（ソム/ha）

灌漑耕地 非灌漑耕地 多年性植物
干し草
収穫地

牧草地

1 2 3 4 5 6

バトケン州

バトケン地区 268 41.3 149 - 7.7

レイレク地区 268 41.3 149 24.3 7.7

カダムジャイ地区 275 41.3 150 24.4 12.7

全一覧はキルギス共和国税法第337条に記載される。

2) 集落地及び農地以外の土地に係る税率は以下の通り設
定されている（キルギス共和国税法第339条）

行政区分名

人口別集落地に係る税率（ソム/m2）
（単位：千人）

5未満
5～10
未満

10～20
未満

20～50
未満

50～100
未満

100～200
未満

200～500
未満

500以上

バトケン州 0.9 1.4 1.5 1.7 1.7

ジャララバード州 1.2 1.6 1.8 2.0 2.1

イシク・クル州 1.2 1.6 1.8 2.0 2.1

ナルィン州 1.0 1.4 1.6 1.7 1.8

オシュ州 1.3 1.6 1.8 2.0 2.3 2.4 2.6

タラス州 1.1 1.5 1.7 1.9

チュイ州及びビシュケク市 1.2 1.6 1.8 2.0 2.3 2.4 2.9
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3) 住宅建物隣接土地、戸建住宅隣接土地及び庭園土地の
利用に係る土地税の税率は以下の通り設定されている（キ
ルギス共和国税法第338条）

集落名
土地税率
（ソム/m2）

1) ビシュケク市、オシュ市 1.5

2) トクモク市、カラバルタ市、ジャララバード市、カラコル市、タラス市、チョルポンアルタ市 1.0

3) 上記1-2）以外の都市及び町（農村集落を含まない） 0.5

4) 農村集落 0.1

土地税に係る優遇措置

• キルギス共和国税法第343条第1号に記載される土地は免税である。

• 当該キルギス共和国税法第343条第1号による免税は、所有者が土地

の全部若しくは一部を借地にして貸し出している場合、適用されない。

• キルギス共和国税法第344条第1号に記載される者は、住宅建物隣接

土地、戸建住宅隣接土地及び庭園土地の利用に係る土地税の納税

を免除される。

� キルギス共和国税法第344条第2号及び第3号に記載されている場合

において、地方議会は土地税の納税を全部又は一部免除する権限が

ある。
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土地税算定表（確定申告の添付書類）提出期限

1) 法人：当該年3月1日まで

2) 個人：当該年4月1日まで

土地税は当該土地の記載内容変更登録地

で納付され、ビシュケク市内の場合、納税義

務者の納税登録地で納付される（キルギス共

和国税法第342条第4号）。

土地税の納付期限

農地に関して：
• 税率20%
• 税率25%
• 税率55%

当該年の：
4月25日の翌日
8月25日の翌日
11月25日の翌日まで

農地以外の土地及び集落地
（各四半期均等で）：
• 第1四半期分
• 第2四半期分
• 第3四半期分
• 第4四半期分

1月20日の翌日
4月20日の翌日
7月20日の翌日
10月20日の翌日まで

住宅建物隣接土地、戸建住宅隣接土地及
び庭園土地に関して

当該年の9月1日の翌日まで
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ご清聴ありがとう
ございました！
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2019年に行われたキルギス共和国
税法律の改正

キルギス共和国政府付属税務局

改正された税法律の一覧
１．2019年1月23日付第9号「キルギス共和国税法典の改正に関するキルギス共和国法律」

２．2019年2月4日付第23号「キルギス共和国税法典の改正に関するキルギス共和国法律」

３．2019年3月7日付第33号「キルギス共和国の一部の法律（キルギス共和国土地法典、キル

ギス共和国税法典、灌漑耕地の他の土地区分或いは種類への移行（変換）のモラトリア

ムの発令に関するキルギス共和国法律）の改正に関するキルギス共和国法律」

４．2019年3月29日付第40号「ユーラシア経済同盟の関税法典に関する条約の調印に伴うキ

ルギス共和国の一部の法律の改正に関するキルギス共和国法律」

５．2019年4月12日付第46号「キルギス共和国税法典の改正に関するキルギス共和国法律」

６．2019年5月11日付第59号「キルギス共和国税法典の改正に関するキルギス共和国法律」

７．2019年5月17日付第64号「国家予算関連の一部の法律の改正に関するキルギス共和国

法律」
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８． 2019年6月14日付第72号「キルギス共和国税法典の改正に関するキルギス共和国法律」

９． 2019年6月14日付第73号「キルギス共和国税法典の改正に関するキルギス共和国法律」

１０． 2019年7月8日付第79号「キルギス共和国税法典の改正に関するキルギス共和国法律」

１１． 2019年7月24日付第99号「再生可能エネルギー関連の一部の法律の改正に関するキルギ

ス共和国法律」

１２． 2019年7月29日付第103号「キルギス共和国税法典の改正に関するキルギス共和国法律」

１３． 2019年11月21日付第130号「キルギス共和国税法典の改正に関するキルギス共和国法

律」

１４． 2019年5月17日付第64号「キルギス共和国の一部の法律（キルギス共和国税法典、公的

社会保険料率に関するキルギス共和国法律、 公的社会保険に関するキルギス共和国法

律） の改正に関するキルギス共和国法律」

ビシュケク市、2019年1月23日付第9号

「キルギス共和国税法典の改正に関するキル

ギス共和国法律」
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第1条

キルギス共和国税法典を次のように改める。
第343条を次のように改める。
a) 「もし」を「１．もし」 に改める。
b) 第1号を次のように改める。
1)次の土地。

a)自然保護区域、動植物特別保護区、自然公園、国立公園及び風致林公園、植物園及び動物園、
野生生物保護区、天然記念物、文化史跡、未分配の予備用地、国境線沿いの監視帯。

b)居住地域における保護林が占める共同利用の土地、林業用地、水資源用地。

c)交通路、国道及び地方道沿いの地帯。ただし、農業利用のために提供されたものを除く。

d)石油製品輸送パイプライン及び通信線の用地。ただし、農業利用のために提供されたものを除く。

e)貯水池、氾濫地帯、発電又は送電のために使われる送電線。ただし、農業利用のために提供さ
れたものを除く。

c)第4号中の「及び賃貸した」を削る。

d)同条に次の第2項を加える。

「2.この条の第1項で定める課税の免除は、土地利用者が当該の土地
又はその一部を賃貸した場合には適用しない。」

重要！

これは税法典第343条第1項第1号から第10号までに掲げる土地のこと
である。（*自習対象）
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第2条

この法律は、公布された日から15日後に施行する。

2019年1月25日付5号「エルキン・トオ」新聞に掲載された。

この法律の第1条の規定は、2009年1月1日以降発生した納税関係に
適用される。

第1条。キルギス共和国の税法典第343条を次のように改める。

条文
改正前 改正後

第343条
本編に別段の定めがない限り、以下のものは課税を免除される。 1.本編に別段の定めがない限り、以下のものは課税を免除される。

1)自然保護区域、動植物特別保護区、自然公園、国立公園及び風

致林公園、植物園及び動物園、野生生物保護区、天然記念物、文

化史跡、未分配の予備用地、国境線沿いの監視帯、居住地域にお

ける保護林が占める共同利用の土地、林業用地、水資源用地、交

通路、石油製品輸送パイプライン、通信線、及び送電線の用地、道

路又は構造物沿いにその施設の維持管理のために設けられる地帯。

ただし、農業利用又は事業のために提供されたものを除く。

1)次の土地。

a)自然保護区域、動植物特別保護区、自然公園、国立公園及び風致

林公園、植物園及び動物園、野生生物保護区、天然記念物、文化史

跡、未分配の予備用地、国境線沿いの監視帯。

b)居住地域における保護林が占める共同利用の土地、林業用地、水

資源用地。

c)交通路、国道及び地方道沿いの地帯。ただし、農業利用のために

提供されたものを除く。

d)石油製品輸送パイプライン及び通信線の用地。ただし、農業利用

のために提供されたものを除く。

e)貯水池、氾濫地帯、発電又は送電のために使われる送電線。ただ

し、農業利用のために提供されたものを除く。
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ビシュケク市、 2019年2月4日付第23号

「キルギス共和国税法典の改正に関するキル

ギス共和国法律」

•第1条

• キルギス共和国税法典（ジョゴルク・ケネシュ（議会）広報誌、2008年8号、

p.922）を次のように改める。

• 1)第332条

• a)第332条第1項第2号を次のように改める。

• 2)第４区分の財産に関しては、キルギス共和国政府が定める期限内に、

登録地又は一時的な登録地で納付する。

• b)第332条第3項を次のように改める。

•第1段落中「財産を譲渡する月」を「財産を譲渡する月の翌月」に改める。

•第2段落中「月の初めから」を「月の翌月の初めから」に改める。
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• c)この条に次の第3-1項を加える。

• 3-1.第４区分の財産にかかる税は、納税期間ごとに1度納付する。納税者が税を既に
収めた場合に限り、第４区分の財産を譲渡した場合でも、税を再び納付する義務は発
生しない。

• 第４区分の財産の譲渡に当たって、その年にかかる資産税を納めていなかった場合、
権利の国家登録又は再登録を行うまでに、当事者の一方が、両者の合意により、税額
を収めなければならない。その後、同年内に権利の国家登録又は再登録を行った場合、
税を納付する義務は発生しない。

• 第４区分の財産の権利の国家登録又は再登録に当たって、その年の財産税の納税に
関する証明書を提出しなければならない。

• d)この条の第5項と第6項は失効する。

• e)この条の第7項第1号は失効する。

• 2)第342条第7項は失効する。

ビシュケク市、 2019年3月7日付第33号

「キルギス共和国の一部の法律（キルギス共和

国土地法典、キルギス共和国税法典、灌漑耕

地の他の土地区分或いは種類への移行（変換）

のモラトリアムの発令に関するキルギス共和国

法律）の改正に関するキルギス共和国法律」
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• 第1条

• キルギス共和国土地法典（ジョゴルク・ケネシュ（議会）広報誌、1999年9号、
p.440）を次のように改める。

• 第50条第1号1)を次のように改める。

• 1)私有の農業用地に関して、他の農業用地種類への移行（変換）を行わずに、
農産物生産のための利用を確保する。

• 第50条第1号に次の1-1を加える。

• 1-1.国家農業用地フォンド、並びに国有地及び公有地に関して、その用途又
は提供条件に従った利用を確保する。

• 第50条第1号に次の5-1を加える。

• 5-1.灌漑耕地における多年生植物の栽培に関して、キルギス共和国政府が
定める手続きと期間に従って、隣接する土地の所有者の同意を得る。

• 第2条

• キルギス共和国税法典（ジョゴルク・ケネシュ（議会）広報誌、2008年8号、p.922）を次のように
改める。

• 第337条に次の第4-1項を加える。

• 他の土地種類への移行（変換）を行わずに利用される土地にかかる土地税の標準税率は、当
該の農業用地の基本種類（権利証において定めた種類）に適用する、この条の第1項に定める
標準税率を基に設定する。

• 第3条

• 「灌漑耕地の他の土地区分或いは種類への移行（変換）のモラトリアムの発令に関するキルギ
ス共和国法律」（ジョゴルク・ケネシュ（議会）広報誌、2009年7号、p.767）を次のように改める。

• 第1条第2項第1号中「土壌生産性等級は40以下のもの」を削る。

• 第4条

• この法律は、公布された日から15日後に施行する。

13

14



ビシュケク市、 2019年3月29日付第40号

「ユーラシア経済同盟の関税法典に関する条

約の調印に伴うキルギス共和国の一部の法

律の改正に関するキルギス共和国法律」

•第10条

• キルギス共和国税法典（ジョゴルク・ケネシュ（議会）広報誌、2008年8
号、p.922）を次のように改める。

• 1)第1条第3項中「関税同盟」を「ユーラシア経済連合」に改める。

• 2)第4条第2項第21号から第23号までを次のように改める。

• 21)「物品の輸入」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

• a)国内消費向けの流通に関する通関手続き中の外国の物品の、キル
ギス共和国におけるユーラシア経済連合関税領域内への搬入。

• b)再輸入通関手続き中のユーラシア経済連合の物品の次のいずれか
に当該する搬入。

キルギス共和国におけるユーラシア経済連合関税領域内への搬入。

キルギス共和国における自由経済特区又は自由倉庫からのキルギス
共和国領域内への搬入。
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• c)次のいずれかに該当するユーラシア経済連合の物品の、ユーラシア経済連合の他の同盟国の
領域内からキルギス共和国領域内への搬入。

所有権を取得した物品。

ファイナンスリース契約の下で使用するために譲り受けた物品。

委託加工用原材料を用いた加工生産物である物品。

• d)外国の物品の、キルギス共和国における自由経済特区、自由倉庫又は保税倉庫からのキルギ
ス共和国領域内への搬入。

• e)原材料の搬入日から24か月以上経過し、加工生産物がキルギス共和国の外に輸出されていな
い場合に限り、キルギス共和国領域内で行う加工のための、ユーラシア経済連合の他の同盟国
の領域内からキルギス共和国領域内への委託加工用原材料の搬入。

• 22） 「ユーラシア経済連合の法律を構成する国際条約及び法令」とは、2014年5月29日付ユーラシ
ア経済連合創設条約第1条第6号に掲げる国際条約及びユーラシア経済連合の機関が定める法
令のことをいう。

• 23）「間接税の納税報告書」とは、ユーラシア経済連合の同盟国の領域内からキルギス共和国領
域内への物品の輸入を行うに当たり徴収する付加価値税及び物品税の納税報告書のことをいう。

• 2.新規の税の導入、税率の引き上げ、税の優遇措置及び免税措置の廃止、
並びに新規の税の優遇措置及び免税措置の導入を定めるために税法典を
改正するキルギス共和国の法律は、キルギス共和国の法律による別段の
定めがない限り、公布された日から2か月以上経過の上、次期の納税期間
の初日に施行する。

• 3)第14条第2項を次のように改める。

• 4)第44条第1項第12号中「関税同盟」を「ユーラシア経済連合」に改める。

• 5)第52条を次のように改める。

• 第52条（納税関係における税務当局と関税当局の権限の分担）

• 1.ユーラシア経済連合の同盟国間で行われる物品輸出、役務・サービス提
供の相互貿易における付加価値税及び物品税の管理は、税務当局が扱う。
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• 54)「キルギス共和国の領域内の役務・サービスの提供場所」は、次に掲げる場合、キルギス共和国
の領域であると認められる。

• a)キルギス共和国の領域内に所在する不動産に直接関連している役務・サービスの場合。

• 上記のa)の規定は、不動産の賃貸、レンタル、その他の事由による利用のための提供についても適
用する。

• b)キルギス共和国の領域内に所在する動産に直接関連している役務・サービスの場合。

• c)キルギス共和国の領域内に提供される文化、芸術、研修（教育）、体育、観光、レクリエーション、
スポーツの分野におけるサービス。

• d)キルギス共和国の納税者が次に掲げるものを購入する場合。

コンサルティング、法務、会計、監査、エンジニアリング、広告、デザイン、マーケティング、情報処理
及び研究開発のサービス。

ソフトウェア及びデータベース（計算機械のソフトウェア及び情報製品）の開発、適応、変更及び保
守に関わる役務・サービス。

購入者が事業を行う場所への人材派遣。

• この号の規定は次に掲げる場合にも適用する。

• 特許、ライセンス、並びに国により保護される工業所有権、商標、ロゴ、会社名、サービ
スマーク、著作権、関連する権利又は他の同様の権利を証明するその他の証書の移
転、提供、譲渡の場合。

• 車両の賃貸、リース、その他の事由による利用のための提供を除く、動産の賃貸、リー
ス、その他の事由による利用のための提供を行う場合。

• 自分の名前で又は契約の主要な当事者を代表して、その契約の主要な当事者のため
に、この号に掲げる役務・サービスを第三者に委託するサービスを行う場合。

• e)この号のa)からd)までに別段の定めがない限り、当該役務・サービスがキルギス共和
国の納税者により行われる場合。

• この号の規定は車両の賃貸、リース、その他の事由による利用のための提供について
も適用する。
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ビシュケク市、 2019年4月12日付第46号

「キルギス共和国税法典の改正に関するキル

ギス共和国法律」

第1条
•キルギス共和国税法典（ジョゴルク・ケネシュ（議会）広報誌、
2008年8号、p.922）を次のように改める。

•第207条第1項第1段落を次のように改める。

•銀行又は補償基金が信用、保証提供及びリースに関わる損
害又は損失に備えて計上する引当金額の内の、補償基金が
提供する補償を含む銀行融資及びそれに準ずる資産を保全
する目的でのみ使用する額は、年間総所得からの控除として
認められる。
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ビシュケク市、 2019年5月11日付第59号

「キルギス共和国税法典の改正に関するキル

ギス共和国法律」

第1条
•キルギス共和国税法典（ジョゴルク・ケネシュ（議会）
広報誌、2008年8号、p.922）を次のように改める。

•1)第227条第2項中「第261条、第261‐1条」に「及び第
375条第2項」を加える。

•2. 本法典第261条、第261‐1条、及び第375条第2項に
定める供給にかかる付加価値税の税率は0%とする。
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•第372条第1項を次のように改める。

•本章が定める税制は、物品税課税対象物品を除き、キルギ
ス共和国における自由経済特区に関するキルギス共和国
の法令の規定に従って事業を行う自由経済特区の主体の
事業に対してのみ適用する。但し、キルギス共和国の他の
領域内への搬入に当たって物品税及び付加価値税が課税
されるたばこ製品の製造及び販売を行う、2000年以前に登
録した企業はその限りではない。

第1条

3.第373条「自由経済特区の主体」（第15編「自由経済特区」
第57章「自由経済特区における税制」を次のように改める。

•第373条（自由経済特区の主体）

•自由経済特区の主体とは、指定税務機関により登録（再登
録）された上、自由経済特区の総合管理機関において管理
登録を受けた法人、及び2014年1月11日付第6号「キルギス
共和国における自由経済特区に関するキルギス共和国法
律」が施行した以前に総合管理機関において登録を受けた
支店（代理店）のことをいう。

第1条
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• 4)第375条の一部を次のように改正する。

• a)第375条第2項を次のように改める。

• 2.自由経済特区の主体ではない主体のキルギス共和国の領域内か
ら自由経済特区の主体に対する事業用の製品、役務・サービスの
提供は、本法典第227条第2項に定める諸費税率で課税する。

• b)第375条第3項第2段落中「一般税制の下で課税する」を「本法典で
定めるところにより課税する」

• c)第375条第4項を次のように改める。

• 4.自由経済特区の境を越える商品の移動に当たっての課税の管理
は、ユーラシア経済連合の法律、税関業務に関するキルギス共和
国の法律、及び自由経済特区に関するキルギス共和国の法律で定
めるところにより、それを行う。

第1条

ビシュケク市、 2019年5月17日付第64号

「国家予算関連の一部の法律の改正に関する

キルギス共和国法律」
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•キルギス共和国税法典（ジョゴルク・ケネシュ（議会）
広報誌、2008年8号、p.922）を次のように改める。

•1)第73条第1項中「特別な」を「預金」に改める。

•2)第291条第2項第2号中「特別な」を「預金」に改める。

•3)第292条中「特別な」を「預金」に改める。

•4)第323条第4項中「特別な資金」を「特別な国庫金口
座に集められる資金」に改める。

第1条

ビシュケク市、 2019年6月14日付第72号

「キルギス共和国税法典の改正に関するキルギ

ス共和国法律」
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• キルギス共和国税法典（ジョゴルク・ケネシュ（議会）広報誌、2008年8号、p.922）を
次のように改める。

• 第197条の一部を次のように改正する。
• a)第197条の題名を「第197条（イノベーション事業費控除。地下資源枯渇控除。）に
改める。

• b)第197条第1項を次のように改める。
• １．納税者のイノベーション事業費の金額を控除することが出来る。イノベーション事
業は、次に掲げるものをいう。

• 1)研究事業
• 2)開発事業
• 3)設計調査事業
• 4)科学技術事業の成果の実装
• 5)ソフトウェアパッケージの実装
• 6)情報通信技術の実装

第1条

• キルギス共和国税法典（ジョゴルク・ケネシュ（議会）広報誌、2008年8号、
p.922）を次のように改める。

• 第4条第2項に次の第31号から第33号までを加える。

• 31.「加熱式たばこ製品」とは、たばこを燃焼せずに、電子的方法又はその他の
方法でたばこを加熱することによって生成したエアロゾルを吸引するための製
品をいう。

• 32.「ニコチン含有液体」とは、ニコチンを含み、加熱することにより吸引用のエア
ロゾルを生成する、電子たばこ（カートリッジ、バイアル、その他の容器内に）に
用いる液体をいう。

• 33)「電子たばこ」とは、電子技術でニコチン含有液体（カートリッジ、バイアル、そ
の他の容器内の電子たばこ用液体）を加熱することにより吸引用のエアロゾル
を生成する、たばこを含まない製品をいう。

第1条
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•2)第285条第1項に次の第4-1号と第4-2号を加
える。

•4-1)対外経済活動用商品分類の商品コード
2403の加熱式たばこ製品。

•4-2)対外経済活動用商品分類の商品コード
3824の電子たばこ用ニコチン含有液体。

•3)第285条第1項の表に次の第17行と第18行を
加える。

第1条

加熱式たばこ製品（加熱式たばこスティック、加熱式たばこカプセル
等）

2403 たばこ混合物1キロ

2019年7月1日から2019年12月31日まで 0ソム
2020年1月1日から2020年12月31日まで 610ソム

700ソム
800ソム

2021年1月1日から2021年12月31日まで
2022年1月1日から

カートリッジ、バイアル、その他の容器内の電子たばこ用ニコチン含
有液体

3824 ミリリットル

2019年7月1日から2019年12月31日まで 0ソム
2020年1月1日から2020年12月31日まで 1ソム

1.25ソム2021年1月1日から2021年12月31日まで
1.5ソム2022年1月1日から

第1条

33

34



ご清聴ありがとうございました！
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キルギス共和国政府付属税務局

2020年前半に行われたキルギス共和国
税法律の改正

１．2020年2月11日付第18号「『キルギス共和国税法典の施行に関するキル
ギス共和国法律』の改正に関するキルギス共和国法律」

２．2020年4月3日付第33号「不可抗力の事態に伴う社会経済状況の安定化
に関連する一部の法律の改正に関するキルギス共和国法律」

３．2020年4月18日付第44号「キルギス共和国の一部の法律（キルギス共和
国税法典、キルギス共和国行政違反法典、キルギス共和国予算法典）
の改正に関するキルギス共和国法律」

４．2020年5月13日付第54号「公的社会保険料の徴収管理に関連する一部
の法律の改正に関するキルギス共和国法律」

改正された税法律の一覧

1
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キルギス共和国法律

ビシュケク市、2020年2月11日付第18号

「『キルギス共和国税法典の施行に関する

キルギス共和国法律』の改正に関するキル

ギス共和国法律」

2021年の課税期間から以下の者に適用される。
 執行・行政機能に関わらない、研究、芸術活動、教育、健康増進、
その他の国民サービス業務を行う機関、施設、企業、組織に勤務
する個人。

 国家機関、国営・公営企業と施設、及び国が資本参加している組
織に勤務する個人。

 キルギス共和国市民である個人、及びキルギス共和国市民ではな
いが、キルギス共和国の居住許可又はカイルィルマン（帰国同胞）
の身分を持っていて、国際機関に勤務する個人。

 その課税期間において、所有権又はその他の財産権の取得を目
的として、法定標準単位3000を超える一時的な支出をした個人。
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課税期間中に課税所得を受けた個人に
適用される。

2023年の課税期間から以下の者に適用される。

税法典第92条に掲げる全ての者の区分に適用される。つま
り、2026年には全ての区分の個人は統一納税申告書を提出
することになる。

但し、2021年、2023年、又は2025年の課税期間から統一納税
申告書を提出する義務がある者については、それぞれの期間
以前の期間に関する申告は任意である。

2025年の課税期間から以下の者に適用される。
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キルギス共和国法律

ビシュケク市、2020年4月3日付第33号

「不可抗力の事態に伴う社会経済状況の安

定化に関連する一部の法律の改正に関す

るキルギス共和国法律」

その他に、この法律は以下を定める。

個人、個人事業主、公務員、地方公務員の2019
年の統一納税申告書の提出期限は2021年4月1
日である。

 2020年4月1日から10月1日まで、納税者は、不
可抗力の事態により生じた未納税額に対し、そ
の期間を1年以内にして延納又は分割納付の要
請書を銀行保証書なしに提示することが出来る。

7
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ユーラシア経済連合の加盟国の領域内からキル
ギス共和国の領域内へ物品を輸入する際の間接
税に関する納税報告を除き、事業体による納税報
告の提出期限は、2020年7月1日までに延長される。

不可抗力の事態により生じた滞納について、2020
年3月から6月までの納税期間に関わる加算税と
延滞税は適用されない。

キルギス共和国法律

ビシュケク市、2020年4月18日付第44号

「キルギス共和国の一部の法律（キルギス

共和国税法典、キルギス共和国行政違反

法典、キルギス共和国予算法典）の改正に

関するキルギス共和国法律」

9
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過剰納付があった場合の付加価値税の還付又は減額をよ
り容易にする輸入に係わる付加価値税の見なし課税制度
を設ける。

小売売上税の簡易課税制度の税率
 1年目：0%

 2年目：1％

 3年目：2％

 4年目：3％

キャッシュレス決済の場合は、税率の50%低減

キルギス共和国法律

ビシュケク市、2020年5月13日付第54号

「公的社会保険料の徴収管理に関連する一部

の法律の改正に関するキルギス共和国法律」
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税法典第1条

５．公的社会保険料の徴収、計算及び納付に対
する取締り、並びに公的社会保険に関する法律
に違反した保険料の納付義務者に対する罰則に
関する諸関係は、公的社会保険料の法律が規
定しない、且つそれに反しないところについては、
キルギス共和国の税法律により規定する。

第41条に次の第2項を加える。

公的社会保険料の徴収、計算及び納付に対する取締り、
並びに公的社会保険に関する法律違反に対する税務
当局による罰則の適用に当たって、公的社会保険料の
法律の規定により保険料を納付する義務を負う保険料
の納付義務者は納税義務者と同様であると認められる。

税法典第41条

13
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第93条に次の第3項を加える。

指定国家機関が行う保険料の徴収業務、及び公的社
会保険に関する法律違反に対する罰則適用業務に当
たっての社会保険料の計算及び納付に対する取締りは、
税務取締りと同様であると認められ、この条が定める形
態をもって行う。

税法典第93条

Бишкек - 2019

ご清聴ありがとうございました！
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国家社会保険関連法
保険料の管理と会計

キルギス共和国政府付属
国税庁

用語・略語集
• КР – Кыргызская Республика（キルギス共和国）
• ГСС – Государственное социальное страхование（国家社会保険）
• АСВ – Администрирование страховых взносов（保険料の管理）
• ПФ – Пенсионный фонд（年金基金）
• ГНПФ – Государственный накопительный пенсионный фонд（国家累積年金基金）
• ФОМС – Фонд обязательного медицинского страхования（強制健康保険基金）
• ФОТ – Фонд оздоровления трудящихся（労働者健康基金）
• КФХ – Крестьянское (фермерское) хозяйство（農民(農業)経済）

1
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全権国家機関
保険料管理機能

2019年1月1日より国税庁が実施
2018年12月31日付キルギス共和国政令第648号「国家社会保険の保険料管理
機能の移転に係る措置について」

根拠法令

国家社会保険法
1996年6月17日付第20号

国家社会保険料率法
2004年1月24日付第8号

国家社会保険料の算定・支払マニュアル
2013年5月22日付第278号

「国家社会保険の保険料管理機能の移転に係
る措置について」キルギス共和国政令

2018年12月31日付第648号
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保険料負担者

法人 農家

個人事業主及び個人

国家社会保険料負担者の登録

法人

• 所在地（登録住所）

支店、代表部

• 事業実施場所

個人

• 居住地、又は
• 経済活動実施場所

国家社会保険料負担者登録が行われる場所

5
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国家社会保険の基本原則
普遍的・義務的社会保護

社会保護水準に対する国家保障

国家社会保険制度の管理・発展への公共団体
の参加

社会保険の加入・拠出に対する自己責任

労働貢献度に応じた社会保護水準の差別化

国家社会保険主体の平等・権利保護

保険料率の種類

法人 国有企業、組織、機関 個人事業主

ハイテクパークの従業員 非営利団体、宗教団体、公共団体

国際条約に基づいて活動する組織及び個人 農業協同組合 キルギス視覚・聴覚障害
者協会

7
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保険料の拠出先基金

年金基金 国家累積年金基金

義務的医療保険基金 勤労者健康増進基金

保険料算定手順
保険料算定対象

• 全ての労働報酬（所得）
• 賞与、補償金
• 下請契約、委託契約に基づく支払い
• 著作権料

毎月の保険料が平均給与の40％未満の場合、追加的みなし労
働報酬が加算される。

9
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保険料計算帳票
法人及び個人事業主用

保険料の支払い
保険料負担者は毎月15日まで保険料を3つの個別振込で納付
する。

国家累積年金基金以
外のすべての保険料

基金の収入口座

国家累積年金基金
への保険料

基金の収入・累積
口座

遅延金・罰金

遅延金・罰金用の
口座
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支払保険料の内訳

従業者、年金

基金、 8%

従業者、国家累積

年金基金、 2%

年金基金 15%

義務的医療保

険基金 2%
勤労者健康増進基金

0,25%

雇用主、

17.25%

国家社会保険料に係る会計・報告
計算帳票の提出期限−報告期間の翌月20日まで

暦年中2回以上に亘る計算帳票
の不提出又は期限後提出

前報告期間の支払額の25%に相当
する罰金

保険料の期限後支払い又は支
払漏れ

遅延金は遅延1日当たり0.1%。遅延
金総額は納付義務額の100%以下。
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保険料の期限内納付に対する責任

納付された保険料及び金銭的制裁の金額

発生時点から累積した滞納額の処理に充当

滞納発生又は違反発覚の場合

発覚された違反に関する通知書を送付

保険料負担者の責任対象
– 正確な算定
– 保険料の期限内の全額納付

根拠法
– 国家社会保険法
– 行政責任法

遅延金算定の事例

算定された保険料
30,000

ソム

遅延金率

1日当たり

0.1%

遅延日数

10

6月16日〜25日

遅延金額

300 

ソム

保険料負担者は、納付期限が6月15日の3万ソムの保険料
を6月25日に支払った。
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保険契約
個人及び個人事業主用

加入手順
保険契約は以下の地域税務機関で加入可能

• 事業活動実施場所
• 居住地

個人事業主

歴月

事業免許に基づいて事業を行う者

免許の有効期間
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必要な書類
保険契約加入時に必要な書類

パスポート又はその他書類
• 身分証明書

事業免許証又は国家登録証明書
• 事業活動実施権を証明するもの

支払伝票、領収書又は支払依頼
書
• 保険料の支払いを証明する書類

雇用許可証
• 外国人、無国籍者の場合

保険契約に係る保険料
事業免許有効期間中の保険料算定手順
1. 1日当たり保険料を算定

適合保険料率を30日で割って計算
2. 保険契約に係る保険料を算定

1日当たり保険料を事業免許有効期間の日数に乗して計算

保険契約の
保険料

1日当たり保険料 日数
（事業免許の有効期間）

19
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保険契約の保険料の算定事例
E.カスィモフ個人事業主は2019年1月27-28日にビシュケク市に行われる見本市
に参加するために、「自作の工芸品（⺠芸品）の販売」というサービスの2日
分の自発的免許を取得した。
• 社会保険料率は平均月給の6%以上と設定されている。
• 2019年、ビシュケク市における当該保険料率の参考平均月給は12,380ソムで
ある。

24,76

• 12,380 * 6% / 30

2

• 事業免許有効日数

49,52

• 保険料

農家用の保険料支払伝票
農家用

21
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農家用保険料支払伝票の取得手順
農家用保険料支払伝票は以下の地域税務機関で購入可能
•土地（分譲権）の所在地

必要な書類
伝票発行時に必要な書類

パスポート又はその他の身
分証明書

土地（分譲権）の所有権を
証明する書類

保険料の支払伝票、領収書又
は支払依頼書

23
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農家による保険料納付期限
基本保険料率に基づく保険料納付期限

本年の7月15日まで

• 1年分の保険料
の50%以上

翌年の1月15日まで

• 算定保険料の
残額

保険料納付義務の免除

キルギス共和国労働法に基づいて就労している
16歳未満の少年

• 全ての拠出先への保険料納付を全額免除

ハイテクパークの管理職員及び居住者

• 保険料納付を全額免除

第二次世界大戦の身体障害者、参加者及びそれ
らと同等の人

• 全ての拠出先への保険料納付を全額免除

第一級と第二級の身体障害者、及び年金生活者
（個人事業主及び土地主）

• 保険料納付を免除
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ご清聴ありがとうございました！
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税とは何か

キルギス共和国政府付属税務局

「税を払うもの者にとっ
て、税は、奴隷制度では
なく、自由の象徴である。
」
アダムスミス

https://stuki-druki.com/aforizms/Adam%20Smith02.jpg

2

1
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コーカンド・ハン国時代の租税

3

コーカンド・ハン国時代の租税

•国税： ハンの国庫に納められた税収

•地方税：封建部族の権力者が利用した税収

4

3
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主な国税

•タナップ

•ハラージュ

•ザカート

5

税は国家の主な収入源である。

国家はその資金をどう使っているか?

6

5

6



キルギス共和国の税制

キルギス共和国の税務局は、1990年に政府
令によって設立された。

以前、その機能は、現在では予算とその執行を
担当している財務機関（財務省）が果たしていた。

7

キルギス共和国政府付属税務
局は、租税、保険料、その他
の予算納付金の徴収、及びそ
の納付の完納と適時性の管理
を行う国家行政機関である。

8

7
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税務局のその他の主な役割

高品質な納税者サービスの提供。

税務機関の業務改善。

税法の改善。

社会保険関連法律の改善。

9

 本庁

 63の地方税務署

 2,500人以上の高能力職員

税務局の組織

10

9
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 反汚職政策

税務組織における汚職防止の効果的な対策

 ホットライン

組織の改善

 コールセンター1240

 ウェブサイトwww.sti.gov.kg

 ワンストップサービス

納税者マイページ

納税者識別番号と納税登録

11

納税者による納税義務の履行をサポートするツール

電子署名

 POSターミナル（インターネット・
モバイルバンキング、電子納税）

12
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税制の円滑な運用は国民全体の幸福
につながる。
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キルギス共和国の税制①

キルギス共和国政府付属税務局

「税制」とは

「一国の税法に従ってその領内に
課された税金、関税、公課の全体、
ならびに税務当局および納税関係
の当事者の権限を定める規定と
規則の全体。」

2

1
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3

キルギス共和国の税法

「納税関係を規定する法体系」

税法典 税法典の下位法令
キルギス共和国政府令、キルギス共和国大統領令、税
務局令等により制定された規則、規定等。

4

税法典
税法典は以下を定める

納税義務の成立、変更、消滅と履行の手続き

キルギス共和国における課税の原則

キルギス共和国の租税制度

キルギス共和国で課せれる税の種類

地方税の導入及び廃止の手続き

3
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5

税法典（つづき）
税法典は以下を定める

税務機関の処分、又は行為もしくはその不作為につ
いての不服申立ての手続

納税者、税務機関、その他の納税関係の当事者の
権利と義務

税務機関によるチェックの種類と方法

キルギス共和国の税法で定める規定に違反した場
合の責任

6

キルギス共和国の税法の原則

租税法律主義 納税の義務

税制の単一性 税法の公開性

課税の公正性 納税者の善意の推定

適法性の推定 課税の明確性

5
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7

税を導入する権利

税を導入する権利はキルギ
ス共和国ジョゴルク・ケネ
シュ（議会）が有する。

税の導入と廃止は、税法
典のみで定めらなけれな

ならない。
税法典で定める場合を除き、納税関係に関する規定を、
キルギス共和国の税法以外の法律に設けてはならない。
納税関係に関する必要な規定が存在しないことが納税

者の不利になってはならない。

8

納税関係の当事者

納税関係

の当事者

納税者

源泉徴収義務者

指定国家機関

税務機関

関税機関

地方自治体

その他の者

7

8



9

税法律の規定の適用

キルギス共和国政府が制定する、キルギ
ス共和国の税法の執行に関する規則、規
定、指針、その他の書類は、その条文を
印刷物および電子出版物として発行し、
加えて指定国家機関または指定税務機関
の公開ウェブサイトに掲載して公示する。

9



キルギス共和国の税制②

キルギス共和国政府付属税務局

「税金」とは

税金

税金とは、 キルギス共和国の税法
に基づいて納税者から徴収される、
義務的、個人的、非対価の金銭の
支払いである。

2

1
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税の分類

• 直接税

• 間接税
税金の納め方

• 国税

• 地方税
課税主体

• 比例税率

• 累進税率

• 逆進税率

所得の大きさに応じた税率の
変化

3

•法人に対する税
•個人に対する税納税主体

•一般税
•目的税税金の使途

4

税の分類（つづき）

3

4



直接税と間接税

• 直接税とは、事業・財務活動の結果、資本の回転、資
産価値の増加等の、課税対象に直接関連する税のこ
とである。例：所得税、法人税、財産税。

• 間接税とは、担税者の所得や財産と直接関係なく、物
品、役務、サービスの価格や料金に対する「追加」とし
て課される税のことである。例：付加価値税、物品税、
売上税。

5

税の機能

6

財源調達 税は国の予算の歳入である（主
な機能）

社会的機能
（再分配） 公的資金を社会弱者等に再分配

調整機能 国家経済政策の手段

チェック機能 国家予算への収入及び財政資源
の量の管理

5
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税の種類

税制の種類

一般税制 特別税制

7

国税

地方税

一般税制

一般税制

8

7
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国税

所得税

法人税

付加価値税

物品税

地下資源利用税

売上税

一般税制

9

10

一般税制

地方税

土地税 財産税

9
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特別税制

特別税制

• 強制事業免許課税制度

• 任意事業免許課税制度

特別税制

• 統一税簡易課税制度

• 納税契約制度

特別税制

• 自由経済特区課税措置

• ハイテクパーク課税措置

11

課税対象
課税標準
税率

課税期間
税額の計算方法
納税期限
納税の方法

優遇措置と免税制度
12

課税要素

11

12



13

納税者
納税者とは、キルギス共和国で定める状況が成立する場合に、税を

納付する義務を負う者である

間接税の課税の場合、納税者（納税義務者）が租税負担を最終的な
租税負担者（担税者）になる別の者に転嫁することもある。

納税義務者納税義務者

担税者担税者

税金を納める義務を負っている者

実際に税金を負担する者

14

法人

個人

個人事業者である個人

納税者

13
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「課税対象とは、納税義務を成立させる権利或いは行為
である」。

課税対象は、各税種毎に設けられている。

• 利益

• 物品、サービス、役務の売上高

• 個人の総所得

• 車両

• 個人または法人が所有する財産
15

課税対象

16

課税標準
「課税標準とは、税額を算出する上で基礎となる、課税対象の価格的、
物理的、またはその他の特性である」。

課税標準

物理的 その他価格的

15

16



17

税率
「税率とは、課税標準 1単位当たりの課税額である」。

 従価税率
比例税率
累進税率
逆進税率

 従量税率 （課税標準 1単位当たりの定額）

18

課税期間
「課税標準の算定と税額の計算
の対象となる期間である」。

暦年或いはその他の期間（四半
期又は1ヶ月）。

17
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税額の計算方法

19

課税標準 税額

納付すべき税額は、納税者自身が課
税標準に税率を掛けて計算する。

税率

税法典で定める場合、特定の税種の税額を計算する義務は納税機関が負う。

納税期限

20

納税期限は、各税種毎に、税法典の規
定に従って設けられている。

納税期限までに税金を納めなかった者
は、キルギス共和国の法律で定める処
罰の対象になる。

19

20



納税の方法

21

• 一括納付または分割納付
• 延納制度および猶予による分割納付
• 納税義務の成立日前納付または当日納

付
• 納税者による直接納付または代理人によ

る納付
• 納税者の所在地を管轄する税務署にて
• 現金納付または振込による納付

税の優遇措置

22

• 非課税限度額
• 特定の者および納税者区分に適

用される免税制度
• 軽減税率
• 課税標準の控除

例：簡易課税制度を採用している小規模企業は、付加価値税、法人税、
売上税が免除される。

21
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税務機関の役割

23

1) キルギス共和国の税法の遵守
の確保

2) 納税者及び納税者の代理人に
対しての、納税義務の適切な履
行への支援

23



特別税制

キルギス共和国政府付属税務局

特別税制の種類

•統一税簡易課税制度

•事業免許課税制度

•納税契約制度

•自由経済特区課税措置

•ハイテクパーク課税措置

定義

特別税制とは、キルギス共和国のその他の法律によって制定され、キルギス共和国税法典で
定める場合と手続きで、期間を限って適用される租税公課の計算および納付の特別な手続き

である。

2

1
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統一税の申告と納付は、各四半期に行わなければなら
ない。

課税標準は、現金および現金以外の形で得た収入（所
得）である。

統一税簡易課税制度

3

統一税簡易課税制度を利用する小規模事業者は以下の義務を負う。

1 現金主義会計を採用する

2 財務会計記憶装置付レジスターの導入

3 法人税と売上税以外の税金の納税

4

統一税簡易課税制度

3
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簡易課税制度を採用しようとしている納税者は、納税登録税務署
に統一税の納税者として届出を提出しなければならない。

1 新規登録納税者の場合、登録日翌日から5日以内

2 登録済み納税者の場合、その年12月1日まで

5

統一税簡易課税制度

販売業：現金以外の形で得た所得額の2％、または、
現金の形で得た所得額の4％

サービス業および製造業：現金以外の形で得た所得
額の3％、または、現金の形で得た所得額の6％

6

統一税簡易課税制度の税率

5

6



 事業免許課税制度を採用している事業者

 金融業或いは保険業を営む事業者

 投資ファンド

 有価証券関連業を営む事業者

 物品税の納税者

 外食業を営む事業者

 リゾート・健康増進業を営む事業者

7

統一税簡易課税制度適用外の事業者

課税期間： 四半期

納税者は以下の書類を提出する。

1) 四半期納税報告書： 課税四半期の翌月15日の翌日までに提
出

2) 統一納税申告書：課税年の翌年3月1日の翌日までに提出

納税者は各四半期の翌月15日の翌日までに統一税を納付しなけ
ればならない。

8

統一税納付の手続きと期限

7
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事業免許

事業免許とは、税務機関が発行する、
もしくは納税者が支払端末で購入す
る、特定分野の事業を営み、その事
業分野に係る税金を納税する権利、
及び事業免許有効期間中の所得を
証明する書類である。

9

事業免許は、発行された地域（地区、地区区分のない市またはビシュケク市）でのみ有
効である。

銀行支店がない遠隔地やアクセス困難な集落では、事業免許による税金の税務機関
への納税が認められている。

特定分野の事業免許は、当該事業を営むのに必要なライセンス及びその他の特別な許
可に代わるものではない。

事業免許を紛失した場合、複製が発行される。この場合、残りの課税期間について、納
税者に「紛失再発行」が表記された新しい事業免許が発行される。

納税者が事業免許をもって行う事業は、反面調査を除き、事業免許の有効期間中は実
地税務調査の対象にならない。

事業免許の有無とその有効期限が確認される際、納税者は支払領収書も提示しなけれ
ばならない。

10

事業免許

9
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納税契約制度

納税契約は、以下の税の納付すべき額を、納税者と税務機関の
間で合意された固定額として定めるものである。

法人税
課税出荷に対
して課される
付加価値税

売上税

11

- 自由経済特区課税措置

その他の特別税制

- ハイテクパーク課税措置（ソフトウェア開発、情
報技術とソフトウェアの輸出、対話型サービスセ
ンターのサービスの開発・提供を行っている入
居者に適用される）。

12

11

12



税法違反と
それに対する罰則

キルギス共和国政府付属税務局

税法違反の概念
•キルギス共和国における税法の違反とは、行政違反及び
刑事事件の性格を持たない、納税関係当事者が犯した、
有責違反行為（不作為を含む）である。税法違反に対する
罰則規定は税法典で定められている。

•行政違反及び刑事事件の性格を持つキルギス共和国の税
法の違反に対する罰則規定は、キルギス共和国行政違反
法典、キルギス共和国犯則法典、及びキルギス共和国刑
法典で定められている。

2

1
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税法違反の罰則の基本原則

①税法違反に対する罰則の適用は、キ
ルギス共和国税法典、またはその他
の法律で定める事由と手続に従って
行わなければならない。

②同じ税法違反行為に対し、同じ者に
再び罰則を科してはならない。

3

③ 納税関係当事者に対して罰則が科されたこと
は、その当事者の役職員について、キルギス
共和国行政違反法典、キルギス共和国犯則法
典、及びキルギス共和国刑法典の規定による
責任が免除される事由にはならない。

④ 税法違反の罰則が適用された場合でも、納税
者が納付すべき税額、並びに延滞税及び加算
税を納付して、納税義務を履行しなければなら
ない。

4

税法違反の罰則の基本原則

3

4



⑤ 納税関係当事者の罪の有無に関しては、
その有罪が、キルギス共和国の法令で定
める手続に従って立証されるまでは無罪
と推定される。

⑥ 責任が追及される納税関係当事者とその
役職員は、税法違反に関する自身の無罪
を立証する責任を負担しない 。

⑦ 税法違反の事実を証明する状況及びそ
の責任が追及される者の有罪を立証する
責任は納税機関が負担する。

5

税法違反の罰則の基本原則

納税義務の時効
納税義務の時効期間は以下に掲げる日の

翌日から起算して6年と定められている。
①当該税の課税期間の終了日

②延納或いは分割納付が適用された場合、その適用
期間の終了日

③税務調査の結果で決定した納付すべき税額の通
知書の手渡し日

任意事業免許課税制度の適用の場合、時

効期間は3年と定められている。
6

5

6



税法違反の種類とその罰則

7

納税者が税務機関における納税登
録或いは管理登録を行わずに事業
を行う場合、その事業期間を対象に
算出された税額に相当する金額の
加算税が課される。尚、加算税額は
法定標準単位の50倍以上でなけれ
ばならない。

税務機関における納税登録或いは管理登
録の回避

8

7

8



過少申告

* 調査対象前年の年間総所得に対する割合。

**過少申告額に対する割合。

過少申告の程度* 加算税**

2%以下 不適用

2%～5% 50%

5%超 100%

9

源泉徴収義務者による納税義務の不履行

源泉徴収・納付すべき税額の全額或
いは一部の未納の場合、 未納が発生
した月（一か月間未満を含む）当たり、
未納額の10％相当額の追徴税（合計
で、未納額の50％を限度に）が課され
る。

源泉徴収義務者とは、従業員の給与から所得税を源泉徴収した上で、国へ納める法人或い
は個人事業主である。

10

9
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税務機関の処分に対する不服申立て

キルギス共和国政府付属税務局

税務機関の処分に対する不服申立て

キルギス共和国税法典に従って、税務
機関の処分に対する納税者の不服申立
ての審理は、指定税務機関において行
われる。

*「指定税務機関」とは、キルギス共和国の中央国家税務機関、
すなわち、キルギス共和国政府付属税務局本庁のことである。

2

1
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税務機関の処分に対する納税者の
不服は、納税者が処分の通知を受
けた日の翌日から起算して30暦日
以内に、指定税務機関に申し立て
ることが出来る。

不服申立て期間①

3

法定期間経過後に申し立て
られた不服は却下される。

不服申立て期間②

4

3
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納税者は、不服申立書の複写を処分を行なった税務機
関に送付しなければならない。

不服申立ての手続き①

5

税法典の規定に反して申し立てら
れた不服は、指定税務機関によ
り、却下の事由を指摘して申請者
に返却される。

6

不服申立ての手続き②

5
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納税者は、不服申立ての却下の事由となった原因を取り除き、返
却された申立てを受け取った日の翌日から起算して10日以内に、
指定税務機関に再度不服申立てをすることが出来る。

7

不服申立ての手続き③

犯罪捜査の対象になっている過少申告
事件に関する不服申立ては、税務機関
において審理することは出来ない。尚、
納税者は、このような事件に関する専
門的意見（審査）を指定税務機関に依
頼することが出来る。

УК КР

8

不服申立ての手続き④

7
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不服申立書の記入項目は以下の通りである。

1) 不服申立ての期日

2) 不服申立ての提起先の税務機関の名称

3） 不服を申し立てる者の氏名、または名称、及びその所在地

4) 納税者識別番号

5) 不服申立ての対象となった処分を行った税務機関の名称

6) 不服申立ての理由及びそれを証明する証拠

7) 添付書類一覧

8) 不服申立ての対象となった処分についての情報

9

不服申立ての様式と内容①

不服申立ては、納税者の署名の上で、書面で提起する。

不服申立書には以下の書類を添付する。

•税務検査の資料と調書の複写

•対象となった処分の複写

•納税者の訴えを裏付ける書類であり、納税者或いは他の機関が認証した
もの

•事案に関係があるその他の書類

不服申立書には、争いの処理に有意の他の情報を記載することも出来る。

10

不服申立ての様式と内容②

9
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2. 納税者の不服申立ての処理中に、当初の不服申立てに
加えて、関連する税や納付金に関する追加の情報が提
起された場合、本不服申立ておよび追加不服申立ての
審理開始日は、その追加が提起された日の翌日まで延
長される。

1. 納税者の不服申立ての本案の決定は、 30
暦日以内に行わなければならない。

11

不服申立ての処理の手続き①

•反面調査及び再調査を実施する場合、或いは
国際条約に従って他国の税務機関に課税に
関する条項の適用方法の説明を要請する場
合、不服申立ての処理期間は中断される（そ
の旨を納税者に通知する）。

•不服申立ての処理期間は、延長及び中断の
期間を含めて、 90日を超えてはならない。

12

不服申立ての処理の手続き②

11
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不服申立ての審理結果に応じた処理態様は以下の通りである。

1) 全部容認

2) 一部容認

3) 棄却
指定税務機関が定められた期限までに不服申立ての処理を終結していない場合、不服申立ては
全部容認と見なされる。

13

不服申立ての処理の手続き③

不服申立てに、申立者から以前提起された不服申立てに対して再三

通知された本案の決定に関する事項が含まれており、且つ、当該不

服申立てに新しい主張や事情が示されていない場合、当該不服申立

てと以前の不服申立てが同じ機関に提起された限り、指定税務機関

は当該不服申立てが根拠を欠くものと見なし、この件について納税者

とのやり取りをやめることが出来る。その旨を納税者に書面で通知す

る。

不服申立てに関する指定税務機関の決定になお不服がある納税者

は、民事訴訟手続に従って、裁判所に対して控訴することが出来る。

14

不服申立ての処理の手続き④

13
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 不服申立ての提起によって、不服申立ての対象となった処分の
執行は、不服申立ての指定税務機関への提起日から不服申立
ての決定の納税者への通知日までの間、中止される。

 不服申立ての全部容認または一部容認の場合、税務機関の処
分に適切な修正・追加を行い、不服申立ての処理期間に関わる
加算税と延滞税は、税が妥当に付加された額のみを対象に課
する。

 指定税務機関が不服申立ての決定を行った後、その審理の際
に考慮されていなかったが、納税者の納付すべき税額の変更を
招く新しい事実が確認された場合、指定税務機関が当該決定を
変更することが出来る。

不服申立ての法的効果

15
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納税登録

キルギス共和国政府付属税務局

用語の定義

2

納税登録とは、納税者に関する情報をキルギス共和国
納税者登記簿に登記することである。
納税者登録カードとは、番号による管理が義務付けら
れている法定書類で、納税者識別番号の付定を証明
するものである。
個人事業主とは、次に掲げる者である。
①法人を設立せずに事業活動を行う居住者たる個人。
②キルギス共和国における恒久的施設を通じて活動
を行っている非居住者たる個人。

1
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納税者の納税登録

3

次に掲げる者は納税登録を行わなければなら
ない。
①その活動が事業活動の性格を有している者。
②納税者と認められる者。

課税される動産又は不動産を所有している個
人、並びに国家公務員、法人、及び個人事業
主の全てが納税登録を行わなければならない。

ワンストップサービス

ワンストップサービスによる国家登録（再登録）

4

税務機関、統計機関及び社
会基金に同時に登録し、管
理手続きを行うこと。

付定された登録番号、 納税者識別
番号、及び全国企業・組織分類記
号が記載される証明書の、登録機

関による発行

3

4



登録機関

5

個人個人
キルギス共和国政
府付属税務局

法人法人
キルギス共和国
法務省

ワンストップサービスを利用して、国家登録（再登録）を行なった場合、
税務機関、統計機関及び社会基金において新たに登録し、管理手続き
を行う必要はない。

納税登録の根拠、期限、及び手続

6

1.納税者の納税登録は以下に基づいて行われる。

1. 納税者の申請書

2. 他の行政機関により提出された情報

2.個人事業主の納税登録は、個人事業主として
の国家登録と同時に行われる。

3.税務機関は、申請書の提出日から5日以内に納
税登録を行わなければならない。

5

6



納税者識別番号（INN）

1. 納税者識別番号（INN）は、納税登録の際に付定されるものである。
2. 個人が既に個人識別番号（PIN）を有している場合、そのPINは
INNとして採用される。

3. 納税者がPINを有していない場合、INNは、その構成ルールに従っ
て自動的に生成される。

4. 納税者は全ての書類においてINNを明記しなければならない。
5. 納税者は、そのINNが記載されている用紙、印鑑、スタンプ、レジ
スター用紙テンプレート、番号による管理が義務付けられている
法定書類の用紙を使用しなければならない。

6. 税務機関の職員はINNが記載されていない納税者の書類を受け
取らない。

7

8

INNの構成INNは14桁の番号である。

1. “A”：対象者の特性
a) “0”：法人
b) “1”：個人（女性）
c) “2”：個人（男性）
d) “3”：非居住者たる法人
e) “4”：外国法人の支部或いは代理店
f) “5”： 在外公館

2. “DD”：法人の最初の登録の日、或いは個人の誕生日
3. “MM”：法人の最初の登録の月、或いは個人の誕生月
4. “YYYY”：法人の最初の登録の年、或いは個人の誕生年
5. “I”： 識別子
a) “0”：キルギス共和国社会基金によるINNの付定
b) “1”：税務機関によるINNの付定

6. “NNN”：法人の場合の最初の登録のシステム通し番号
7. “C”：付定された番号のチェックサム

A D D M M Y Y Y Y I N N N C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

7
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納税登録に必要な書類
個人または個人事業主の場合：
1.DOC STI-163書式の申請書
2.本人確認書類及びそのコピー
3.PIN付定証明書及びそのコピー（提示した本人確
認書類にPINが記載されていない場合）

任意事業免許課税制度を利用して事業を行うとす
る個人事業主は以上に加えて以下を提出する。
a. 銀行の領収印がある領収証書
b. 3x4cmサイズの証明写真1枚

9

9



税務会計

キルギス共和国政府付属税務局

税務会計とは

税務会計とは、納税者の税務
方針に反映される、税法典に
従って納付すべき税額を計算
するための情報管理システム
のことである。

2

1

2



税務方針

税法の規定に従い作成する。

納税者が作成する税務方針とは、以下の事項を定める
書類である。
課税の仕組みと課税標準額の計算方法、収入と経費の
税務会計処理の方法、固定資産の分類の手順、税務
上の減価償却方法、分離会計のルール、消費税額の
算出方法、間接税の算出方法、 伝票と帳簿の種類、納
付すべき税額の計算と納付義務の履行に関連した他の
税務会計の仕組み。

3

経理書類

インボイス 領収書、納品書 仕入伝票 帳簿

収入の額および費用の額と性質を証明する伝票などの書類。

4

3

4



税務会計の帳簿
税務会計の帳簿は、紙面、電子記録装置、或いはその他
の媒体を用いて、特別の様式をもって管理しなければなら
ない。税務会計の帳簿の形式、及び記帳の仕方は納税者
自身が定める。

5

インボイスとは

インボイスとは、商品の販売、サービスまた
は役務の提供の際に納税者が作成する税務
書類のことである。

インボイスは、特別の場合を除いて、キルギ
ス共和国の税法および電子運営管理・電子
署名に関するキルギス共和国の法律の規定
に従い電子書類として発行される。

6

5

6



小規模事業者の簡易税務会計制度

付加価値税の納税者として登録せ
ず、一般税制を選択した小規模事
業者は、簡易税務会計制度を利用
して、税額の計算と納付を行うこと
が出来る。

7

税制優遇措置対象の業種

組立工業

農産物の加工

輸出指向型事業

革新的な技術を用いて
行う製造業

軽工業、食品工業

エネルギー産業

8

7
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税務調査

キルギス共和国政府付属税務局

税務取締り

2

税務取締りとは、キルギス共和国の税法の執行に対する税務機関による取
締りのことである。

税務取締りの
形態

納税者の納税登録と管
理登録

税収の管理 税務調査

抜き打ち実地検査 税検査所の開設

1

2



税務調査の
当事者納税機関の職

員

納税者

納税者の代理人

3

税務調査の目的と当事者
税務調査の目的は、納税者に対し、キルギス共和国の税法で定める義務の適

時、且つ完全な履行に関するチェック及びサポートである。

4

税務調査の種類

税務調査

実地調査 オフサイト調査

納税者の敷地内で
行われる

税務機関内で行われ
る税額の確認

計画調査 計画外調査 反面調査 再調査

第三者に対する
調査

3

4



5

税務調査の当事者の権利
税務職員

税額の算定、税の徴収及び納付に関する書類の提
出を求めること。

税額の算定、税の徴収及び納付に関する書類の作
成について説明、又は税額の適切な算定、もしくは
税の期限内の源泉徴収と納付を証明する書類の提
出を求めること。

書類の複写を求めること。

十分な税の取締りを行うために必要な場合、あらゆ
る敷地、家屋、書類、その他の物件の調査を行うこ
と。

税法で定める場合と手続きで、間接的な算定方法
を用いて、 納税すべき税額を確定すること。

納税者

税務秘密の保持を求めること。

税務取締りの結果に関する情報を求めること。

税務機関に対し税務取締りの結果に関する釈明

をすること。

納税義務と関係しない情報または書類の提出を

断ること。

税務取締りの結果で行われた処分、又は税務機

関職員の行為もしくはその不作為についての不

服を申立てる。

税務機関の違法な処分、又はその職員の不適切

な行為もしくはその不作為によって発生した損害

或いは損失の補償を請求すること。

6

税務調査の当事者の義務

税務職員
税務調査を行う際に、命令書に厳格に従うこと。
税務調査及びその他の形態の取締りを調査台
帳に記録する。

業務上の秘密、営業秘密、税務秘密、銀行秘
密、その他キルギス共和国の法律で保護され
る秘密を保持すること。

税法典で定める期限及び場合に納税義務に関
する処分通知書を手渡すこと。

税法典及びキルギス共和国業務責任法典で定
める制裁を課すること。

税法典で定める手続きに従い、納税者の不服
申立ての審理を行うこと。

納税者
納税義務の管理と執行を行う。
税務調査に当たって、必要な説明、情報及
び書類を提供すること。

命令書の提示を受けた上で、税務機関の職
員の敷地及び建物への立ち入りを認める。

税務調査に当たっている税務機関の職員に、
調査または検査の登録を行うため、調査台
帳を提示すること。

税務調査に必要な書類を請求する通知書を
受けた日から５営業日以内に当該書類を提
出すること。

書類の提出は、納税者が認証した複写を
もって行う場合もある。

5
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抜き打ち実地検査

キルギス共和国政府付属税務局

•抜き打ち実地検査とは、キルギス共和国
の法令への違反を早期に発見することを
目的とした、事業者の財務事業活動の監
査である。

•同じ納税者に対する抜き打ち実地検査
の頻度は、年に12回を超えてはならない。

抜き打ち実地検査

2

1

2



抜き打ち実地検査を開始する前、検査員は、検査対象事業者に、税務機
関の長、又は副長により署名され、公印が押印された命令書を提示しなけ
ればならない。
命令書は以下の項目を含まなければならない。
1) 税務署における命令書の登録日及び番号
2) 検査を行う税務署の名称
3) 検査の種類
4) 検査の事由
5) 検査の内容
6) 検査員の氏名と役職
7) 検査の期間
8) 調査対象となる場所又は財産

3

抜き打ち実地検査の命令書

4

法人

納税契約を含む簡易課税制度を
採用している個人事業主

任意または強制事業免許課税制
度を採用している個人事業主

抜き打ち実地検査の対象者

3

4



納税登録及び管理登録の確認

 レジの適切な利用の確認

事業免許課税制度を採用している納税者
の納税及び物的指標の確認

個人事業主による出納帳への購入・販売
取引の記帳の確認

物品税対象商品の印紙の貼付状況及び
その真贋の確認

5

抜き打ち実地検査を実施する事由

同種の事業を行う事業者

任意または強制事業免許課税
制度を採用している事業者

同一集落に所在する施設

選定された納税者

6

複数の納税者の同時抜き打ち実地検査

5

6



抜き打ち実地検査の他に、「おとり購入」が行
われることがある。おとり購入の頻度に関して
は、制限が設けられていない。

おとり購入を実施する際、事業者に命令書を
提示しなければならない。

おとり購入の目的：納税者の不正行為及び売
買取引決済の際のレジの空打ちの発見。

おとり購入

7

税検査所

税検査所は以下の施設において開設される。

物品税の対象になる物品を生産している施設

未納税額がある施設

非営利団体を除いて、事業活動結果がゼロになって
いる申告書を継続的に提出している施設

外食産業、商業、またはリゾート健康増進分野の施設

鉱業の施設

税検査所開設の目的：物品および金銭の適切な管理の
確認

8

7
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目的：特定の事業分野における事
業免許課税制度を採用する場合
の税額の算定。

実施機関：税務機関が地方自治
体および産業団体と共同で行う。

経営状況実地測定調査

9

調査の内容：特別税制の適用に必要で
ある、業種別および地域別の平均利益
率の算定。

事業者への通知の上、または通知せず
に行われる。

1年に最大1回、15日以内に行われる。
尚、 季節性のある業種に関しては、1年
に最大３回まで。

10

経営状況実地測定調査

9
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キルギス共和国政府付属税務局

所得税

所得税：納税者

1. 所得を得ているキルギス共和国市民である個人
2. キルギス共和国市民ではないが、キルギス共和国の居住許可

又はカイルィルマン（帰国同胞）の身分を持っていて、所得を得
ている居住者たる個人

3. キルギス共和国市民ではないが、キルギス共和国国内を出所
とする所得を得ている非居住者たる個人

4. キルギス共和国国内を出所とする所得を個人に支払っている
源泉徴収義務者

2

1

2



居住者とは、１年間のうち183日以上キルギス共和国領内に滞在する個人、
又は外国にあって公務にあたる者である。

カイルィルマンとは、 キルギス共和国に自主的に移住し、カイルィルマンの
身分を取得する、外国人又は無国籍者である。

源泉徴収義務者とは、 所得を支払う雇用主である。

個人事業主は、その企業に被雇用者がいる場合、所得税の納税者に当たらない。
この場合、個人事業主は源泉徴収義務者である。

3

所得税：納税者

所得税：税率と課税期間

所得税率： 10%

所得税課税期間：暦年

4

3

4



所得税の納税者は、統一納税申告書の提出期日
（事業年度の翌年4月1日）までに、所得税額の最終
的な計算と納付を行う。

最終的に納付される所得税額は、算出された税額か
ら源泉徴収義務者が源泉徴収した金額を差し引いて
計算される。

所得税の納付は、納税者の納税者登録税務署、又
は管理登録税務署で行う。

5

所得税：納付期間と納付場所

1)事業活動を除く、所得が発生した経済活動の実施

2)その他のあらゆる所得の取得

6

所得税：課税対象

5

6



1) キルギス共和国の労働法に基づく活動

2）銀行への投資

3）有価証券、資本金における個人若しくは法人の持分の取得、譲渡又は
売却

4）資本金における個人又は法人の持分に応じたあらゆる支払の受取

5）違約金、罰金、精神的被害の損害賠償の受取

6）保険契約に基づく保険金の受取

7）事業活動を除くその他の活動

7

所得税：経済活動

- 金銭、また現物、役務、サービスの形で得たあらゆる所得。
- 物質的利益の形で得た所得。

- 標準控除（基礎控除、社会保険料、扶養控除）
- 福祉控除（教育費）
- 財産控除（住宅の購入・建築、住宅ローンの利子）

8

所得税：計算方法

7
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源泉徴収義務者による税
額の未納或いは不完全
な納付の場合

未納が発生した月（一か月間未満

を含む）当たり、未納額の10％ 相

当額の追徴税（50％相当額以下）。

統一納税申告書不提出
及び税金の期限内不納
付

督促又は加算税（個人の場合は法定
標準単位10倍、法人の場合は法定標
準単位50倍）
*法定標準単位＝100ソム

9

所得税：制裁

9



個人の統一納税申告書

キルギス共和国政府付属税務局

納税申告と統一納税申告書とは？

納税申告とは、財産、財務状況及び課税対
象に関する税務機関に対する納税者の報告
のことである。

統一納税申告書とは、申告者の経済活動に
関する財務及びその他の情報が記載されて
いる納税報告書のことである。

2

1

2



経済活動

経済活動は、継続的に行われる場合に限り
事業活動に当たる。

経済活動とは、事業活動又はその他の活動
のことである。

3

統一納税申告書の作成・提出が義務付けられている者
1.内国法人

2.外国法人

恒久的施設を設置してキルギス共和国領内で活動を行
う者

3.キルギス共和国の市民である個人

4.キルギス共和国の市民ではない個人

キルギス共和国の永住許可又はカイルィルマン(帰国同胞)の身分の保有者

キルギス共和国領内に財産を所有している者

4

3
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統一納税申告書に記載される内容

課税対象に関する情報

報告者、その支部、代表部及びその
他の独立した部署の財産と財務状況

5

統一納税申告書の提出期限

法人は、翌年の3月1日まで

個人は、翌年の4月1日まで

統一納税申告書の対象期間は暦年である。

6

統一納税申告書の対象期間と提出期限

5
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統一納税申告書の税務機関への提出方法

1. 窓口提出 （所轄税務署）

2. 受取通知付き書留郵便

3. オンライン提出 （税務局 ウェブサイト
www.sti.gov.kg または www.salyk.kg）

7

統一納税申告書の様式、記入例、およびその他の各種申請等の様式を税務局ウエブサ

イト（www.sti.gov.kg）からダウンロードできる。

統一納税申告書の様式

8

7
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追加的な福祉控除或いは財産
控除を受けられる個人も、統一
納税申告書を提出することがで

きる。
この場合、統一納税申告書の他
に申請書及び支出を証する書類

を添付する。

統一納税申告書での福祉控除と財産控除

9

福祉控除と財産控除

福祉控除。納税者及びその24歳以下の扶
養者にかかった教育費。

財産控除。 年に230,000ソムを限度とした、
納税者が実際に住宅ローンの利子の支払
いに充てた金額。

10

9

10



財産税

キルギス共和国政府付属税務局

財産税の納税者

法人または個人であり、

1) キルギス共和国内で登録されている財産を所有してい
る者、

または

2) キルギス共和国内で登録されている、ファイナンスリー
ス契約もしくは住宅ローン契約によって購入された財
産を所有している者。

2

1

2



•国有財産

•公有財産

•私有財産

3

財産税の課税対象

第１区分 事業用に利用されていない、恒久的または一時的な居住用の戸

建住宅、アパート、別荘
第２区分

事業活動用に設計或いは利用されている戸建住宅、アパート、

別荘、ボーディングハウス、レストハウス、療養所、リゾート、製造

業用、事務所用、工業用及びその他の恒久建築物

第３区分
事業活動用に設計或いは利用されているキヨスクやコンテナ等、

金属その他の構造の仮設建築物

第４区分

自走式機械及び機構を含む車両

4

財産税：財産の分類

3

4



5

１暦年

財産税の課税期間

財産税額 課税標準 財産税率

財産税額の計算式

6

5

6



１）第１～３区分の財産 財産の課税価格

２）第４区分の財産 エンジン排気量又は簿価

7

財産税の課税標準

8

第１区分

課税標準額の0.35%

第２区分

課税標準額の0.8%

第３区分

課税標準額の0.8%

第４区分 エンジン排気量1cm3当たり0.05～1.8ソム

又は

簿価の0.5%

財産税率

7

8



第１～４区分の財産

個人法人

9

財産税の計算表（統一納税申告書の添付書類）提出と
納付の期限

個人の納税者:

1)第1区分の財産の場合、当該財産の管理登録税務署
又は所在地所轄税務署において、9月1日の翌日まで

2）第４区分の財産の場合、当該財産の登録税務署又は
一時登録税務署において、キルギス共和国政府が定
める期限内

財産税の納付期限

10

9

10



11

法人の納税者:

1)第２～３区分の財産の場合、当該財産の管理登録税務
署又は所在地所轄税務署において、9月1日の翌日ま
で

2）第４区分の財産の場合、当該財産の登録税務署又は
一時登録税務署において、キルギス共和国政府が定
める期限内

財産税の納付期限

• 税法典第330条第1号に掲げる企業、団体及び組
織の財産は財産税が免除される。

• 税法典第330条第2号に掲げる個人の財産は財産
税が免除される。

• 地方議会は、税法典第330条第4号に掲げる場合、
財産税を全額又は一部免除することが出来る。

12

財産税の優遇措置

11

12



1

土地税

キルギス共和国政府付属税務局

2

土地税の納税者は、土地の利用の如何にかかわら
ず、所有権を証明する書類に基づいて土地を所有す
る法人及び個人である。

土地税の納税者

2

1

2



3

土地税の課税対象は以下の権利である。

1) 所有権

2) 一時的保有権

3) 利用権

課税される土地の種類は以下である。

農用地および居住地域。産業、輸送、通信、その他の用途の土地（防

衛目的の土地を含む）。 環境保護、健康増進、レクリエーション、歴史

的・文化的用途の土地。林業用地。水資源関連用地。予備用地。

3

土地税の課税対象

4

１）農産物の生産のために利用される土地

4

土地税の課税対象

3

4



5

２）国家又は地方自治体の行政機関が戸建住宅建設の
ために個人に割り当てた土地及びそれに隣接する土地

5

土地税の課税対象

6

３）企業の事業活動で利用される土地

6

土地税の課税対象

5

6



7

土地税の課税標準は所有権を証明する書類に
記載された土地の面積である（ヘクタールもしく
は平方メートル）。

7

土地税の課税標準

8

１暦年

8

土地税の課税期間

7

8



9

土地税の標準税率はキルギス共和国税法典により設定されている。

例：住宅隣接土地、農家付属農地及び家庭菜園用地の利用に係る土地税の税
率（キルギス共和国税法典第338条）

集落名
土地税率
（ソム/m2）

1) ビシュケク市、オシュ市 1.5

2) トクモク市、カラバルタ市、ジャララバード市、カラコル市、タラス市、チョ
ルポンアルタ市

1.0

3) 上記1-2）以外の都市及び町（農村集落を含まない） 0.5

4) 農村集落 0.1

9

土地税の標準税率

10

キルギス共和国税法典第343条によって、以下の者は、住宅隣接土地、農
家付属農地及び家庭菜園用地の利用に係る土地税が免除される。

１）第二次世界大戦の参戦者と障害者、国家間協定に基づくアフガニスタ
ン等における戦争の参戦軍人、 チェルノブイリ原発事故の復旧作業者、
先天障害者、１級・２級の障害者

２）職務中に死亡したまたは失踪した軍人、または警察官の家族（未成年
の子供を含む）

３）年金受給開始年齢に達した個人

４）4人以上の未成年の子供を持つ個人

10

土地税の優遇措置

9

10



11

1) 法人： ３月１日まで

2) 個人： ４月１日まで

土地税は当該土地の管理登録税務署、または、ビシュケク市内の

場合、納税者の納税登録税務署で納付する。

土地税の納付期限はキルギス共和国税法典によって設定されて

いる。

土地税の計算表（統一納税申告書の添付書類）提出期限

11

11



納税者教育用アニメーション・シナリオ 

 

 

導入 

想定収録時間：10 分 

 

№ テーマ ナレーション 映像 

1  男性の声：税金の支払に関わることがある人であ

れば誰でも、一生に一度は疑問を持ったことでし

ょう、「なぜ税金を払うのか？」と。 

 

父親が税金を払う。 

その後、家族が一列に並ぶ、頭上

には「なぜ税金を払うのか？」の

字幕が現れる。 

娘が父親に問う、「パパ、どうし

て私たちは税金を払うの？」飴で

も買ってくれればいいのに。」 

父親は答える、「ママに聞いてご

らん、ママは税務調査官だから、

税金については何でも知っている

よ。」 

  女性の声：こんにちは！エリミーラです。税務職

員です。今日はこの疑問に答えるよう努めたいと

思います。 

税務職員の制服姿の母親。 

  女性の声：税金を払うことは、キルギス市民にと

り議論の余地のない義務です。これについては憲

法、税法典、またその他の様々な法令、例えば政

令にも明記されています。これらは、税金に関し

て生じる様々な関係の色々な側面を規制してお

り、幾つかの税金に関しては、税率も定めていま

す。 

本の形で法律が現れ、本の山の中

に投げ込まれる。 

娘は大きな口を開けて見ている。

驚いて玩具が手から滑り落ちる。 

  

  男性の声：どうですか、やはりそれでも分かりま

せん。「なぜ稼いだ金の一部を私たちは国に納め

なければならないのだ？」という疑問は依然とし

て残ります。 

字句挿入：「なぜ税金を払うの

か？」 

 

  女性の声：これから全部説明しましょう。ついで

に、なぜキルギス政府が市民の財政に関する意識

を高めるために多くの労力を割いているのか、な

ぜ真剣に汚職対策に取り組んでいるのかについて

お話しましょう。 

画面には政府庁舎が現れ、そこか

ら「財政に関する意識の向上」と

「汚職対策」という文言の入った

矢印が出てくる。 

 



 字句挿入「市民の権利」 

2. 市民の権利 女性の声：市民には税金を払う義務があることは

誰でも知っています。でも税金は義務よりもずっ

と多くの権利を与えるものであるということを、

あなた方は考えたことがないでしょう。 

天秤の片方の皿には「権利」と書

かれた大きな袋が、またもう一方

の皿には「義務」と書かれた小さ

な袋が乗っている。 

  女性の声：キルギスの市民は誰でも、無料の教

育、無料の医療サービス、自由な移動、平穏と安

全、社会保護、紛争の公正な解決及びその他多く

の無料の国のサービスを受ける権利を持っていま

す。そして何人たりとも市民に対してこれを拒否

する権利は持たないのです。 

 

画面には学校、病院その他を示す

アイコンと、 

- 無料の教育 

- 無料の医療サービス 

- 道路 

- 防衛 

- 法秩序 

- 社会保護 

- 裁判所 

- 無料の国のサービス 

といった言葉が現れる。 

 男性の声：字句挿入「政府の義務」 

3.  女性の声：あなた方の権利はすべて、鏡を見るよ

うに政府の義務へと変わります。そこで国は予算

を編成するために税金を集める必要があるので

す。お金は市民に対する義務を果たすために使わ

れます。教師、医師、その他の全ての公務員は、

あなた方の税金から給与を受け取っているので

す。病院の機材やパトカーを購入するにもこのお

金を使います。また道路、公園、広場、その他多

くのものが整備されるのです。 

「市民の権利」という文言が鏡に

反射して、「政府の義務」という

文言に変わる。 

 

  女性の声：自分のお金がどこに使われているのか

興味がおありでしたら、キルギスの予算を覗いて

みてください。政府は毎年予算、つまりあなた方

が払った税金が何に、いくら使われたか市民に対

して報告をしています。是非時間を見つけて、ど

こに税金が使われているのか見てみてください。

そうすれば、何のために税金を支払うのかがはっ

きりと分かるでしょう。 

予算の歳出に関するウェブサイト

のリンク 

https://budget.okmot.kg/ru/  

公開された予算のポータルから図

が現れる。 

 

  男性の声：字句の挿入「税金の機能」  

4. 税金の機能 女性の声：あなた方が汗水流して稼ぎ、2019 年

に国に納めたお金がどこに使われるのか、一例を

お見せしましょう。多くの金額（21%）が社会保

添付の図表から歳出のグラフ。 



障と社会保護に使われます。これは支援を最も必

要とする市民に対する手当、年金その他の支払で

す。さらに同じ金額（21%）が経済的課題の解決

のために支出されます。教育に使われるのは

18％です。13％は一般の国家公務に使われます。

これは各省庁、立法機関などです。国が行う外

交、国の借金や有価証券その他に関わる運用を行

うためのものです。9％は保健に関わる支出で

す。この支出項目の重要性について説明は不要で

しょう。道路と運輸には今年 7％が使われるでし

ょう。それと同額（7％）が防衛と社会秩序の維

持のために使われます。2％が文化、スポーツ、

レクリエーション、宗教のための予算です。1％

が環境保全と住宅公共サービスに使われます。 

  男性の声：字句の挿入「税金を払わなかったら

何が起きるか？」 

 

5. もし税金を払

わなかったら 

女性の声：もし税金を払わなかったら何が起きる

か、それを理解することはおそらくもう難しくは

ないでしょう。政府は市民に対する数多くの義務

を果たすことが出来なくなるでしょう。年金生活

者が年金を貰えなくなり、無料の医療は誰も受け

られず、小学生も無料の教育を受ける権利を失

い、道路を修理する金は無くなり、軍隊も警察も

維持することが出来ないのです。さらに多くの

「～ない」があるのです。  

エリミーラが映し出される。 

政府庁舎に X 印がつけられる。 

 

悲しそうな年金生活者の絵が浮か

び上がる。病院や小学校のドアに

は「閉鎖中」の貼り紙、等々テキ

スト通りに。画面の残りの部分に

は助詞「～ない」で満たされる。 

 

  男性の声：字句の挿入「誰が何のために支払わ

なければならないのか？」 

 

6. 誰が何のため

に支払わなけ

ればならない

のか 

女性の声：では誰がどんな税金を払っているのか

見ていくことにしましょう。キルギスの全ての税

金は国税と地方税とに分かれます。国税には、例

えば所得税が含まれます。最も普及されている税

金になります。労働の対価として金銭を受け取っ

ている人は全員がこの税金を払います。ご覧の通

り年々税率が変化してきています。1996年から

2006年までの10年間で33％から10％に引き下げら

れました。税率は所得額によって変わるものでは

なく、世界でも最も低い税率の一つです。 

税金が分かれている図。 

 

添付の図表から所得税率低下のグ

ラフ。 

 



  女性の声：もう一つ国税として利潤税がありま

す。この税率も独立後のキルギスで3分の1に引き

下げられました。現在では法人と個人事業主は利

潤の10％を国に支払っています。つまり収入と支

出の差額から支払っているのです。 

体系図に戻る。 

 

利潤税率低下のグラフ。  

  女性の声：3つ目の税目は売上税です。業務、商

品又は役務の販売に対して組織や個人事業主が支

払うものです。税率は事業の種類によります。そ

してこれもまた常に引き下げられています。2009

年には2.5%から3.5%であったのが現在では2%か

ら3%です。 

体系図に戻る。 

 

税率低下のグラフ。 

 

  女性の声：また物品税も国税に分類されます。こ

れを支払うのはごく一部の製品の生産者と輸入業

者です。さらに地下資源利用税があります。 

税金の体系図が補われる。 

 

  女性の声：地方税に分類されるのは資産税です。

私たちは不動産や自動車の性質に応じて資産税を

支払います。土地の所有者は土地税を払います。

どのくらいでしょう？それは土地の大きさ、そし

て市民が土地をどのような目的で使用しているか

によって異なります。 

資産税が加えられる。下からは

様々なタイプの不動産や自動車の

絵。 

土地税が加えられる。 

土地の絵が畑になったり、工場に

なったり変化する。  

  女性の声：またキルギスの税法では義務的許可証

や自発的許可証、統一税や税契約といった特別税

待遇がいくつか規定されています。 

特別税待遇の一覧。 

  女性の声：これはどうして重要なのでしょう？な

ぜかと言えば、これによって、組織や個人事業主

は事業の多くの領域で多くのことを簡素化出来る

のです。一つの支払で幾つかの税金、主に付加価

値税、利潤税、売上税の支払の代わりになるので

す。 

エリミーラが現れる。以下の文章

がテキスト欄に。 

「これはどうして必要なのか？」 

「こんなにより簡単に！」 

「統一税=付加価値税+利潤税+売

上税」 

  男性の声：国家税務局はうまく市民に歩み寄れ

るだろうか？ 

行間空け：国家税務局は市民に歩

み寄る 

7. STS は市民に

歩み寄る 

女性の声：そう、まさにその通りなのです。大多

数の税金はどんどん引き下げられ、多くの手続が

簡素化されています。キルギスの課税制度は、現

代的で詳細で理解しやすいというだけでなく、旧

ソ連地域の中でも最も自由なものの一つと認めら

れています。国内で集められる税金は多くはあり

ません。 

キルギスの地図を背景にエリミー

ラ。その上には税目と税率が減少

しているグラフ。 

  



  女性の声：例えばロシアでは、様々なレベルの予

算への歳入として、種類もずっと多く、金額もず

っと多くの税金を組織や個人事業主は支払ってい

ます。 

ロシアの地図が現れる。そしてそ

の上にグラフ。 

 

  女性の声：どうして国はそのような譲歩をするの

でしょうか？それは国にとって関心があるのは、

税務行政の業務効率が向上すること、外国のビジ

ネスを国内に誘致すること、脱税対策だからで

す。 

 

画面では歯車を用いた機械が分解

された形でおかれている。それが

一つの機械へと組み立てられてい

き、正常に動き始める。カメラが

引いていく。歯車は時計へと変わ

り、ビジネスマンがその時計を腕

にしている。このビジネスマンは

外国の投資家と握手している。 

  女性の声：より分かるようになったと思います。

今度は誰がどのようにして税金を集めているかに

ついてお話しましょう。集税業務は国家税務局が

行っています。以前は私たちは「税務監督局」と

呼ばれていました。しかし私たちはアプローチを

変えようと決めました。税務職員は市民が税金を

正しく計算して支払えるよう市民をサポートする

べきであって、監督、ましてや処罰などするべき

ではないということなのです。私たちは市民に対

して心を開いて接するようになり、市民に対して

協力する態勢が出来ております。私たちは手続を

簡素化し、多くのプロセスをより便利な電子フォ

ーマットに移し、市民が椅子から立ち上がらずに

少しでも多くの義務を果たすことができるように

取り組んでいます。税務職員は常に職務能力向上

に努め、妥協することのない汚職対策を行ってい

ます。 

「税務監督局」と書いてある建

物。表示板が「国家税務局が」に

変わる。 

厳しい税務監督官のイメージが親

切な職員のイメージに変わる。 

 

市民がスマートフォンのボタンを

押す。「納税済」の文字が現れ

る。 

教室では税務職員のグループが席

に付き研修を受けている。 

汚職公務員が海賊のような姿で

STS の建物から飛び去っていく。 

 

  

8. 税金に関する

研修を受講す

る 

女性の声：税金に関するあなた方の主な質問に私

たちはお答えできたと思います。税金について知

れば知るほどあなた方の生活はより簡素になり、

私たちも働きやすくなります。より詳細な情報は

税法典にあります。税法典は自由に入手できま

す。さらに疑問が生じたら、私たちはいつでもお

答えする用意があります。 

エリミーラは最初は夫と子供たち

を背景にしている。背景が執務室

に変わる。税法典を手に取る。そ

の後受話器を取る。 

 

   

  男性の声：もしもっと知りたい場合には？ 線画による字句：もっと知るに

は？ 



  女性の声：税金に関する簡単な講習もお勧めしま

す。山のような書類を勉強したり、長々とした講

義を聴く必要はないのです。簡単なビデオ教材を

単に見るだけです。この方法であれば、早く、興

味深く、何よりも有益です。どのように、何に対

して正しく税金を支払うのか、どうやって節約で

きるのか詳細に知ることが出来ます。税金を支払

うことでどのようにして国を助け、それがあなた

方の生活や子供たちの福祉向上に反映されるか知

ることが出来るのです。 

タブレットの画面にオンライン講

習の表題がアップで現れる。カメ

ラが引く。タブレット、スマート

フォン、ノートブックを持ってい

る人々。皆が講習を見ている。 

 

  女性の声：国は政府や議会だけではありません。

国とは自らに義務を負う市民一人一人なのです。 

 

あなた方には自分の未来を選択する権利がありま

す。あなた方はどちらをより望みますか？遅れた

国で生活するのが良いですか？それとも発展した

キルギスに住んで最新の科学や進歩の成果を享受

するのが良いですか？そしてあなた方も国の発展

に貢献をしたということを知るのが良いですか？ 

  

赤色で区別された政府や議会の建

物。 

隣には灰色の人々がいるが、この

人々もまた少しずつ赤く色付けさ

れていく。 

状態の悪い道路、ひびの入った建

物、汚い水、年老いた国民、若者

は国を離れていく。 

素晴らしい大都市の絵。清潔な道

路、光り輝く建物、機械類等。 

  男性の声：人生の30分を費やし、意識の高い市民

になり、義務を果たせばその代りにずっと多くの

ものを得るでしょう。 

全ての者が講習を受け始める。 

STS の紋章にて終わる。 

    

 

 



 

 

 ト
ピ
ッ
ク
№
1
.1
納
税
者
の
権
利
と
義
務
汚
職
防
止
策

 

推
定
時
間
：

0
3
:1

0
 

ナ
レ
ー
シ
ョ
ン

 
視
覚
化

 

 
女
の
子
が
ベ
ッ
ド
の
上
に
胡
坐
を
か
い
て
、
手
に
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
取
る
。

 

次
の
フ
レ
ー
ム
：タ
ブ
レ
ッ
ト
の
ア
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
、
大
き
な
字
で
「納
税
者
の
権
利

と
義
務
」ス
ラ
イ
ド
が
上
に
フ
リ
ッ
ク
さ
れ
、
フ
レ
ー
ム
が
タ
ブ
レ
ッ
ト
の
サ
イ
ズ
ま

で
に
拡
大
さ
れ
る
（次
に
次
の
ス
ラ
イ
ド
が
現
れ
る
→
） 

キ
ル
ギ
ス
共
和
国
は
法
治
国
家
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
私
た
ち
一
人
一
人
に
権
利
と
義
務

が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
こ
れ
は
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
憲
法
に
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

・キ
ル
ギ
ス
共
和
国
の
地
図
と
国
旗
。

 

憲
法
が
現
れ
る
。

 

・開
く
。

 

ま
ず
、
私
た
ち
は
国
か
ら
何
を
受
け
て
い
る
か
思
い
出
し
ま
し
ょ
う
。
皆
さ
ん
は
、
少
な
く

と
も
一
度
は
医
者
に
診
て
も
ら
い
、
無
料
の
保
健
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
で
し

ょ
う
。
お
じ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
は
年
金
を
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
の
子
供
は
国
が

建
て
た
学
校
や
幼
稚
園
に
通
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
皆
さ
ん
は
国
の
予
算
で
作
ら
れ
た

道
路
を
走
り
、
公
園
で
散
歩
し
て
い
ま
す
。

 

・憲
法
ペ
ー
ジ
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
イ
ラ
ス
ト
が
現
れ
る
。
医
者
の
診
察
を

受
け
て
い
る
患
者
、
お
金
を
持
っ
て
い
る
年
金
受
給
者
、
机
に
座
っ
て
い
る
生

徒
、
公
園
で
の
サ
イ
ク
リ
ス
ト
等
。

 

  

国
が
第
一
に
お
金
を
使
っ
て
い
る
の
は
次
の
も
の
で
す
。
最
も
多
く
の
お
金
が
使
わ
れ

い
る
の
は
、
社
会
保
障
、
経
済
、
教
育
、
保
健
医
療
で
す
。

 

・国
家
予
算
支
出
の
図
。

 

と
こ
ろ
で
、
国
に
は
沢
山
の
機
能
と
責
任
が
あ
り
ま
す
。
法
律
を
制
定
し
、
そ
の
施
行
を

チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
。
政
府
機
関
の
仕
事
を
運
営
し
、
国
の
経
済
を
振
興
さ
せ
、
イ
ン
フ
ラ

を
整
備
し
、
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
改
善
し
、
教
育
と
文
化
の
水
準
を
向
上
さ
せ
る
こ

と
。
ま
た
、
他
の
国
と
の
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
。
外
交
政
策
に
積
極
的
に
取
組
み
、
防

衛
、
主
権
、
安
全
保
障
を
確
保
す
る
こ
と
。

 

・国
家
を
擬
人
化
し
た
ス
ー
ツ
姿
の
男
性
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
シ
ー
ン
に
登
場
す

る
。
最
初
は
、
テ
ー
ブ
ル
に
立
っ
て
法
律
を
書
い
て
い
る
。
そ
の
後
、
裁
判
官

の
格
好
で
 

同
じ
テ
ー
ブ
ル
で
ガ
ベ
ル
を
叩
く
。
そ
の
次
は
、
鞄
を
持
っ
て
立
っ
た
り
、
工
事

用
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
被
っ
た
り
し
て
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
内
容
に
合
わ
せ
て
、
背

景
と
属
性
が
変
わ
る
。
男
自
体
は
動
か
な
い
。
 

音
声
：主
に
、
キ
ル
ギ
ス
国
民
が
収
め
る
税
金
か
ら
で
す
。
こ
れ
こ
そ
、
私
た
ち
の
義
務

で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
政
府
は
す
べ
て
の
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
の
市
民
の
権
利
を
確
保

す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

 

女
の
子
が
疑
問
を
抱
く
。
こ
の
す
べ
て
の
支
出
の
た
め
の
お
金
は
ど
こ
か
ら
来

て
い
る
の
か
？

 

人
々
が
手
を
繋
い
で
並
ん
で
い
る
。

 

キ
ル
ギ
ス
共
和
国
に
お
け
る
課
税
は
、
合
法
性
と
義
務
の
原
則
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。

納
税
者
の
全
て
の
権
利
と
義
務
は
、
税
法
典
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
誰
も

・税
法
典
の
一
冊
が
現
れ
、
開
く
。

 



 が
そ
れ
ら
を
知
っ
て
い
る
べ
き
で
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
あ
な
た
は
立
派
な
社
会
人
に

は
な
れ
な
い
で
し
ょ
う
。

 

し
か
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
も
し
ま
す
。
た
と
え
ば
、
税
制
上
の
優
遇
措
置
に
つ
い
て
調

べ
て
お
け
ば
、
自
分
に
適
用
出
来
る
場
合
に
は
、
節
税
が
出
来
ま
す
。

 

・本
か
ら
、
幸
せ
そ
う
な
人
々
（家
族
）に
、
特
徴
的
な
音
と
共
に
コ
イ
ン
が
落
ち

て
く
る
。

 

納
税
者
は
、
自
分
の
権
利
を
知
る
こ
と
で
、
そ
の
遵
守
を
税
務
当
局
の
職
員
か
ら
も
求

め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
納
税
者
は
、
自
分
自
身
、
又
は
税
務
代
理
人
を
通
じ
て
納
税

関
係
に
参
加
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
争
い
が
発
生
す
る
場
合
、
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
は

納
税
者
の
権
利
と
正
当
な
利
益
の
行
政
上
及
び
司
法
上
の
保
護
を
保
証
し
ま
す
。

 

・ス
ー
ツ
姿
の
税
務
職
員
が
、
片
手
に
書
類
の
フ
ォ
ル
ダ
、
も
う
片
手
に
は
量
り

を
持
ち
、
頷
き
な
が
ら
微
笑
ん
で
い
る
。

 

・税
務
職
員
が
あ
な
た
か
ら
賄
賂
を
要
求
し
た
り
、
権
限
を
乱
闘
し
た
り
す
る
場
合
、
ど
う

対
応
す
れ
ば
良
い
で
す
か
。

 

・も
ち
ろ
ん
、
電
話
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
で
通
告
し
て
下
さ
い
。
税
務
局
は
、
内
部
の
汚
職
防
止

策
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

 

・賄
賂
！
？
こ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
と
知
ら
な
か
っ
た
の
？
（兄
が
妹
に
話
し
か
け

る
）。

 

・電
話
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
「汚
職
反
対
！
」バ
ッ
ジ

 

税
務
局
に
は
、
こ
の
よ
う
な
件
を
一
つ
一
つ
調
査
し
、
対
処
す
る
特
別
の
部
局
が
あ
り
ま

す
。

 

さ
ら
に
、
税
務
局
は
、
腐
敗
の
リ
ス
ク
を
排
除
す
る
た
め
の
取
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
で
は
、
納
税
者
と
の
接
触
を
伴
わ
な
い
「ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ

ー
ビ
ス
」方
式
で
、
一
定
の
税
務
サ
ー
ビ
ス
と
報
告
の
受
付
が
可
能
で
す
。
税
務
サ
ー

ビ
ス
は
電
子
形
式
に
変
わ
っ
て
い
ま
す
。

 

・こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
を
排
除
す
る
に
は
何
が
必
要
で
あ
る
か
？

 

・プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
カ
ー
ド
か
ら
パ
ー
セ
ン
ト
記
号
が
現
れ
、
飛
び
去
っ
て
い
く
。

 

・「
レ
ポ
ー
ト
」と
書
か
れ
た
紙
が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
か
ら
出
て
く
る
。

 

こ
れ
は
な
ぜ
そ
ん
な
に
重
要
な
の
で
し
ょ
う
か
？
若
い
世
代
は
、
腐
敗
を
決
し
て
容
認

し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
我
が
国
の
経
済
、
し
た
が
っ
て
社
会
全
体
に
被
害
を
与

え
て
い
る
か
ら
で
す
。

 

で
す
か
ら
、
税
金
の
関
係
で
汚
職
と
遭
遇
し
た
場
合
、
必
ず
電
話
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
で
通
告

し
て
下
さ
い
。
各
地
域
の
連
絡
先
は
、
税
務
局
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
は
、

1
2
4
0
番
の
統
一
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
に
電
話
し
て
く
だ
さ
い
。
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
の
新
し
い
番
号
は
こ
ち
ら
で
す
。

 

・キ
ル
ギ
ス
共
和
国
の
地
図
が
、
横
に

2
色
に
分
か
れ
て
い
る
。
赤
は
汚
職

で
、
緑
は
経
済
で
あ
る
。
赤
色
は
減
少
し
始
め
、
緑
色
は
地
図
を
完
全
に
塗
り

つ
ぶ
す
。

 

・電
話
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
の
番
号
、
税
務
局
の
ウ
ェ
ブ
ア
ド
レ
ス
と
短
縮
電
話
番
号

が
現
れ
る
。
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ギ
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共
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国
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制

 

推
定
時
間
：

0
2
:2

0
 

ナ
レ
ー
シ
ョ
ン

 
視
覚
化

 

キ
ル
ギ
ス
の
市
民
は
何
種
類
の
税
金
を
払
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
？

1
種
類
？

2
種
類
？

も
し
か
し
て

5
種
類
？
答
え
は
「
人
に
よ
っ
て
違
う
」
で
す
。
そ
の
人
は
何
を
所
有
し
て
い
る

か
、
ど
う
い
う
仕
事
で
、
何
を
し
て
い
る
か
、
等
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
ど

の
よ
う
な
税
金
が
あ
る
か
、
ま
た
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
場
合
に
収
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
が
、

税
制
で
決
ま
り
ま
す
。

 

・
学
校
の
教
室
。
黒
板
に
は
大
文
字
で
「
税
リ
テ
ラ
シ
ー
」
と
書
い
て
あ

る
。

 

・焦
点
を
生
徒
に
。

 

「
キ
ル
ギ
ス
の
市
民
は
何
種
類
の
税
金
を
払
う
と
思
い
ま
す
か
？
」
と
ア

イ
ナ
ジ
ッ
ク
ち
ゃ
ん
が
手
を
挙
げ
て
聞
く
。

 

・
角
錐
の
図
。
そ
の
頂
点
に
は
「
税
金
」
、
そ
の
下
に
は
「
財
産
」
、
「
仕

事
」、
「そ
の
他
の
要
因
」。
図
の
タ
イ
ト
ル
は
「一
般
税
制
」。

 

キ
ル
ギ
ス
共
和
国
に
は
一
般
税
制
と
特
別
税
制
が
あ
り
ま
す
。

 

一
般
税
制
は
税
法
典
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
も
ま
た
細
か
く
区
分
さ

れ
ま
す
。
一
般
税
制
は
、
国
税
と
地
方
税
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

 

税
制
の
構
成
図
が
描
か
れ
る
。

 

そ
の
後
、
国
税
と
地
方
税
の
構
成
が
描
か
れ
る
。

 

国
税
。
国
の
予
算
へ
の
歳
入
額
で
最
も
多
い
の
は
、
付
加
価
値
税
で
す
。
付
加
価
値
税
は

国
の
総
税
収
の
ほ
ぼ
半
分
に
な
っ
て
い
ま
す
。
付
加
価
値
税
を
収
め
て
い
る
の
は
、
特
定
の

種
類
の
役
務
、
サ
ー
ビ
ス
、
商
品
を
販
売
す
る
者
、
ま
た
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
に
商
品
を
輸
入
す

る
者
で
す
。
そ
の
税
率
は

1
2
%
で
す
。
 

・税
金
の
タ
イ
プ
に
よ
る
枝
分
か
れ
。

 

・
付
加
価
値
税
の
下
に
、
税
収
の
グ
ラ
フ
。
付
加
価
値
税
は
そ
の
半
分

を
色
付
け
る
。
そ
の
下
に
「

1
2
%
」。

 

予
算
に
と
っ
て

2
番
目
に
重
要
な
の
は
法
人
税
で
す
。
そ
れ
を
収
め
て
い
る
の
は
事
業
者
で

す
。
純
利
益
の

1
0
%
。
つ
ま
り
、
収
益
と
費
用
の
差
に
対
す
る
税
で
す
。

 

・法
人
税
。

 

・「
1
0
%
」の
下
に
純
利
益
か
ら
税
額
を
計
算
す
る
式
が
描
か
れ
る
。

 

売
上
税
。
売
上
税
を
収
め
て
い
る
の
は
、
我
が
国
の
領
域
内
で
商
品
、
サ
ー
ビ
ス
、
役
務
を
販

売
す
る
組
織
と
事
業
主
で
す
。
課
税
標
準
は
売
上
高
で
す
。
税
率
は
業
種
に
よ
っ
て
異
な
り

ま
す
。

 

・売
上
税
。

 

・レ
ジ
で
レ
シ
ー
ト
が
印
刷
さ
れ
る
。
税
率
は
業
種
に
よ
っ
て
異
な
る
。

 

物
品
税
と
地
下
資
源
利
用
税
を
収
め
て
い
る
の
は
、
特
定
の
業
種
で
事
業
を
行
う
会
社
で

す
。

 

・
物
品
税
。
カ
ク
テ
ル
が
入
っ
て
い
る
ガ
ラ
ス
、
タ
バ
コ
の
箱
、
「
石
油
」
と

表
示
さ
れ
て
い
る
缶
。

 

・地
下
資
源
利
用
税

+
滝
と
山
の
イ
ラ
ス
ト
。

 

地
下
資
源
利
用
税
を
収
め
て
い
る
の
は
、
地
下
資
源
利
用
権
を
持
ち
、
鉱
物
資
源
の
開
発

又
は
採
掘
を
行
う
者
で
す
。
税
率
は
業
種
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

 

 

こ
れ
ら
の
税
種
を
払
う
の
は
、
組
織
と
事
業
主
で
す
。
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
の
ほ
と
ん
ど
の
市
民

が
払
う
の
は
、
所
得
に
対
す
る
税
金
、
す
な
わ
ち
所
得
税
で
す
。
簡
単
に
言
え
ば
、
給
与
の

一
定
の
割
合
で
す
。
こ
の
税
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
別
の
レ
ッ
ス
ン
で
学
習
し
ま
す
。

 

・税
務
調
査
官
が
再
び
現
れ
る
。

 

・
「
法
人
税

/所
得
税
＝
給
与
か
ら
の
％
」
の
文
字
列
を
手
で
指
し
て
い

る
。

 



 国
税
の
全
て
の
税
率
は
、
そ
れ
を
収
め
て
い
る
人
が
住
ん
で
い
る
地
域
に
よ
っ
て
変
わ
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
の
何
処
で
も
同
じ
で
す
。

 

・キ
ル
ギ
ス
共
和
国
の
地
図
に
「＝
」記
号
が
多
く
描
か
れ
る
。

 

一
方
で
、
地
方
税
は
地
域
に
よ
っ
て
変
わ
り
ま
す
。
地
方
税
は
地
元
の
ケ
ネ
シ
ェ
の
条
例
に
よ

っ
て
導
入
さ
れ
ま
す
。

 

・「
＝
」記
号
は
、
大
き
さ
が
異
な
る
「％
」記
号
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

 

地
方
税
に
は
、
土
地
税
と
財
産
税
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
多
く
の
市
民
が
払
う
最
も
一
般
的

な
税
種
で
す
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
、
次
の
レ
ッ
ス
ン
で
詳
し
く
学
習
し
ま
す
。

 

・地
方
税
の
構
成
図
が
描
か
れ
る
。

 

  
 



 ト
ピ
ッ
ク
№
1
.3
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
の
税
制
：
特
別
税
制

 

推
定
時
間
：

0
4
:1

0
 

ナ
レ
ー
シ
ョ
ン

 
視
覚
化

 

キ
ル
ギ
ス
共
和
国
で
は
、
税
種
に
よ
っ
て
、
簡
易
課
税
方
式
、
即
ち
、
特
別
税
制
を
選
択

し
て
、
そ
の
納
付
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
？

 

・物
思
い
を
し
て
い
る
ス
ー
ツ
姿
の
男
。

 

た
と
え
ば
、
お
店
は
あ
る
商
品
に
つ
い
て
顧
客
の
興
味
を
引
き
た
い
場
合
、
割
引
を
し
ま

す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
商
品
は
も
っ
と
よ
く
売
れ
ま
す
。

 

・商
品
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
（例
え
ば
、
赤
い
円
）。
セ
ー
ル
の
札
が
現
れ
、
商
品
が

す
ぐ
に
消
え
る
。

 

課
税
も
同
じ
で
す
。
国
は
、
製
造
業
に
よ
り
多
く
の
投
資
家
を
誘
致
し
た
い
場
合
、
そ
の

分
野
に
お
け
る
税
金
を
減
税
し
た
り
、
簡
素
化
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
業
者
に
対

し
魅
力
を
増
や
し
ま
す
。

 

・煙
突
の
あ
る
工
場
の
建
物
。
減
税
の
図
。
煙
突
か
ら
煙
が
出
て
い
る
。

 

ま
た
は
、
国
が
中
小
企
業
を
振
興
さ
せ
よ
う
と
決
め
た
場
合
、
国
民
が
よ
り
簡
単
に
会
社

を
作
り
、
利
益
を
得
ら
れ
る
た
め
の
工
夫
が
必
要
で
す
。

 

4
ピ
ー
ス
の
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
が
正
方
形
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。

 

そ
の
た
め
に
、
特
別
税
制
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
は
納
税
者
の
各
区
分
に
対
応
し
て
導

入
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
、
特
別
税
制
の
数
は
６
で
す
。
順
番
に
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

見
て
行
き
ま
し
ょ
う
。

 

 

・統
一
税
簡
易
課
税
制
度

 

・強
制
事
業
免
許
課
税
制
度

 

・任
意
事
業
免
許
課
税
制
度

 

・納
税
契
約
制
度

 

・自
由
経
済
特
区
課
税
措
置

 

・ハ
イ
テ
ク
パ
ー
ク
課
税
措
置

 

一
つ
目
の
考
え
方
は
、
統
一
税
簡
易
課
税
制
度
を
使
っ
て
、
節
税
す
る
こ
と
で
す
。
事

業
を
登
録
す
る
際
、
法
人
税
と
売
上
税
の
代
わ
り
に
統
一
税
を
選
択
で
き
ま
す
。
こ
れ

は
、
見
込
み
の
年
間
所
得
が

8
0
0
万
サ
ム
以
下
の
場
合
に
可
能
で
す
。
統
一
税
の
場

合
、
税
率
は
遥
か
に
低
く
な
り
ま
す
。
農
産
物
加
工

,、
製
造
業
と
商
業
で
は
、
税
率
は

４
％
で
、
売
上
高
に
か
か
り
ま
す
。
納
付
は
銀
行
振
込
で
も
よ
け
れ
ば
、
税
率
は
２
％
で

す
。
こ
の
よ
う
に
、
国
が
企
業
に
対
し
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化
を
促
進
し
て
い
ま
す
。
そ
の
他

の
業
種
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
税
率
は
６
％
と
３
％
に
な
り
ま
す
。

 

特
別
税
制
は
、
任
意
事
業
免
許
又
は
強
制
事
業
免
許
を
利
用
し
て
事
業
を
行
う
者
に
も

適
用
さ
れ
ま
す
。

 

任
意
事
業
免
許
課
税
制
度
に
よ
る
税
は
、
法
人
税
と
売
上
税
の
代
わ
り
に
収
め
ま
す
。

 

強
制
事
業
免
許
課
税
制
度
に
よ
る
税
は
、
年
間

8
0
0
万
ソ
ム
以
上
の
場
合
、
法
人
税
、

売
上
税
、
付
加
価
値
税
の
代
わ
り
に
収
め
ま
す
。

 

・フ
ァ
イ
ル
、
或
い
は
鞄
を
持
っ
て
い
る
ス
ー
ツ
姿
の
人
が
現
れ
る
。

 

・オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
が
現
れ
る
。
・上
に
は
「統
一
税
」の
タ
イ
ト
ル
。

 

・数
人
の
人
が
順
番
で
出
て
く
る
。

 

・「
＜
年
間

8
0
0
万
」、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ジ
ス
タ
ー
と
現
金
支
払
帳
の
イ
ラ
ス
ト
。

 

・タ
イ
ト
ル
は
そ
の
ま
ま
残
り
、
そ
の
下
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
付

い
て
い
る
、
農
場
で
の
農
業
機
械
、
生
産
ラ
イ
ン
、
店
で
商
品
を
売
っ
て
い
る

人
、
及
び
「利
益
の
４
％
」が
出
て
く
る
。
銀
行
カ
ー
ド
の
下
に
「利
益
の

2
％
」。

 

・「
そ
の
他
の
業
種
」 

・事
業
免
許
手
帳
が
現
れ
る
。

 



 次
の
タ
イ
プ
、
即
ち
、
納
税
契
約
制
度
に
よ
る
税
は
、
事
業
活
動
を
行
う
企
業
及
び
個
人

事
業
主
が
収
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

・「
納
税
契
約
」の
タ
イ
ト
ル
。

 

要
す
る
に
、
納
税
者
と
税
務
当
局
は
、
法
人
税
、
売
上
税
、
付
加
価
値
税
の
税
額
を
固

定
金
額
と
し
て
決
定
す
る
契
約
を
締
結
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
今
後
一
年
、
事
業
者
が
収
め

る
税
額
を
決
め
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
誰
で
も
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
適

用
さ
れ
な
い
の
は
、
例
え
ば
、
事
業
免
許
で
事
業
を
行
う
者
、
信
用
・金
融
・保
険
の
サ

ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
、
投
資
フ
ァ
ン
ド
及
び
年
金
フ
ァ
ン
ド
、
有
価
証
券
関
連
業
を
営

む
事
業
者
、
税
金
の
滞
納
者
、
地
下
資
源
利
用
者
、
物
品
税
を
収
め
る
者
で
す
。
ま

た
、
会
社
の
事
業
年
数
も
重
要
で
す
。
事
業
年
数
が

3
年
以
下
の
場
合
、
納
税
契
約
制

度
を
使
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
但
し
、
外
食
業
及
び
リ
ゾ
ー
ト
・健
康
増
進
業
を
営
む
事

業
者
に
と
っ
て
は
、
こ
の
期
間
は
か
な
り
短
縮
さ
れ
、
た
っ
た

3
ヶ
月
に
な
り
ま
す
。

 

・人
は
税
務
署
の
窓
口
で
サ
イ
ン
を
し
て
、
書
類
を
渡
す
。

 

・法
人
税
、
売
上
税
、
付
加
価
値
税
。

 

・側
に
錠
前
が
現
れ
、
か
か
る
。

 

・簡
略
化
さ
れ
た
カ
レ
ン
ダ
ー
が
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
る
。

 

・事
業
免
許
手
帳
、
「信
用
・金
融
・保
険
の
サ
ー
ビ
ス
」の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が

付
い
て
い
る
人
、
「投
資
フ
ァ
ン
ド
及
び
年
金
フ
ァ
ン
ド
」
の
ボ
ッ
ク
ス
、
有
価

証
券
の
フ
ァ
イ
ル
、
人
と
基
準
線
よ
り
下
に
下
が
る
グ
ラ
フ
、
山
を
背
景
に
し

て
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
被
っ
て
い
る
人
、
物
品
税
印
紙
を
持
つ
人
が
次
々
に
出
て
き

て
、

×
マ
ー
ク
で
消
さ
れ
る
。

 

・経
済
活
動
＞

3
年
以
上
（チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
が
付
く
）。

 

・外
食
業
、
リ
ゾ
ー
ト
・健
康
増
進
業
、
住
宅
建
設
は

3
か
月
以
上
（チ
ェ
ッ
ク

マ
ー
ク
が
付
く
）。

 

最
後
に
、
ビ
ー
チ
の
サ
ン
ラ
ウ
ン
ジ
ャ
ー
の
隣
に
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
の
コ
ー
ヒ
ー
コ

ッ
プ
が
あ
り
、
後
ろ
に
は
高
層
ビ
ル
が
見
え
る
絵
を
加
え
る
こ
と
も
出
来
る
。

 

特
別
税
制
が
適
用
さ
れ
る
も
う
一
つ
の
領
域
は
、

S
E

Z
、
つ
ま
り
自
由
経
済
特
区
で
す
。

こ
れ
は
、
す
べ
て
の
税
金
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ
る
チ
ャ
ン
ス
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、

事
業
者
は
自
由
経
済
特
区
で
登
録
し
、
物
品
税
対
象
商
品
以
外
の
製
造
を
開
始
し
、

S
E

Z
総
管
理
局
に
売
上
高
に
対
す
る
２
％
を
払
い
、

S
E

Z
領
域
内
で
全
て
の
税
金
か
ら

免
除
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、

S
E

Z
外
の
全
て
の
事
業
は
、
課
税
対
象
に
な
り
ま
す
。

 

・「
自
由
経
済
特
区
（S

E
Z

)」
の
タ
イ
ト
ル
。

 

・キ
ル
ギ
ス
共
和
国
の
地
図
で
は
、
「

S
E

Z
」と
書
い
て
あ
る
部
分
が
描
か
れ
、

そ
の
隣
に
「利
益
の

2
％
」の
マ
ー
ク
が
出
て
く
る
。

 

そ
し
て
、
免
税
を
受
け
る
も
う
一
つ
の
機
会
が
、
ハ
イ
テ
ク
パ
ー
ク
に
入
居
す
る
こ
と
で

す
。
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
で
は
、
そ
こ
に
入
居
で
き
る
の
は
、
情
報
技
術
と
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
企

業
で
す
。
彼
ら
は
、
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
の
法
律
が
定
め
る
期
間
に
お
い
て
、
法
人
税
、
付

加
価
値
税
、
売
上
税
が
免
除
さ
れ
ま
す
。
ハ
イ
テ
ク
パ
ー
ク
の
居
住
者
に
対
す
る
所
得

税
率
は
５
％
と
、
か
な
り
低
い
で
す
。
加
え
て
、
居
住
者
は
ハ
イ
テ
ク
パ
ー
ク
の
総
管
理

局
に
１
％
を
払
い
ま
す
。

 

・「
ハ
イ
テ
ク
パ
ー
ク
」の
タ
イ
ト
ル
。

 

・情
報
技
術
と
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
イ
ラ
ス
ト
。

 

・法
人
税
（取
り
消
し
線
）

 

・付
加
価
値
税
（
取
り
消
し
線
）

 

・売
上
税
（取
り
消
し
線
）。
側
に
針
が
動
い
て
い
る
時
計
。

 

・P
C
を
操
作
し
て
い
る
人
。
顔
は
モ
ニ
タ
ー
に
隠
さ
れ
て
い
る
。
頭
の
上
に

「5
％

+
総
管
理
局
に
対
す
る

1
％
」 

事
業
主
は
、
特
別
税
制
を
良
く
勉
強
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
幅
に
節
税
で
き
ま
す
。

 
・フ
ァ
イ
ル
、
或
い
は
鞄
を
持
っ
て
い
る
ス
ー
ツ
姿
の
幸
せ
そ
う
な
人
。

 

 
 



 ト
ピ
ッ
ク
№
2
.1
：税
務
取
締
り
の
形
態
：納
税
登
録

 

推
定
計
時
：

0
2
:3

0
 

ナ
レ
ー
シ
ョ
ン

 
視
覚
化

 

法
律
に
よ
り
、
す
べ
て
の
納
税
者
は
税
務
当
局
に
登
録
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
登
録
情

報
の
提
供
は
、
各
個
人
自
身
が
申
請
書
を
書
い
て
行
う
か
、
指
定
機
関
が
行
い
ま
す
。

 

・私
服
姿
の
人
が
紙
を
持
っ
て
、
「
税
務
署
」
と
看
板
に
書
い
て
あ
る
ド
ア

の
側
に
立
つ
。

 

・
そ
の
人
は
、
ス
ー
ツ
姿
の
職
員
に
変
わ
り
、
そ
の
頭
の
上
に
、
前
の
人

物
が
描
か
れ
て
い
る
吹
き
出
し
が
出
て
く
る
。
（
次
に
、
吹
き
出
し
の
人

物
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
周
り
の
も
の
が
消
え
る
。
こ
れ
で
、
納
税
者

自
身
の
話
に
戻
る
。
）

 

納
税
者
の
登
録
は
、
住
ん
で
い
る
場
所
、
あ
る
い
は
そ
の
組
織
の
所
在
地
で
行
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。

 

・
人
の
後
ろ
に
住
宅
が
拡
大
し
、
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
に
変
わ
り
、
上
に
地
理

位
置
表
示
ア
イ
コ
ン
及
び
特
徴
的
な
音
と
共
に
緑
の
チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク

が
出
て
く
る
。

 

登
録
時
に
は
、
各
納
税
者
に
は
統
一
の
納
税
者
識
別
番
号
（

IN
N

)が
割
り
当
て
ら
れ
ま
す
。

個
人
の
場
合
は
、
納
税
者
の

IN
N
と
し
て
社
会
基
金
の

P
IN
を
使
用
で
き
ま
す
。

 

・
人
物
の
側
に
、
数
字
が
動
い
て
、

1
2
3
..
.順
に
並
ぶ

IN
N
が
出
て
く

る
。

 

・I
D
カ
ー
ド
で
、

IN
N
が
線
で
囲
ま
れ
る
。

 

今
後
、
こ
の
納
税
者
識
別
番
号
は
、
そ
の
人
の
す
べ
て
の
税
務
書
類
に
記
載
さ
れ
ま
す
。

 
・下
部
に
同
じ

IN
N
が
記
載
さ
れ
た
紙
の
流
れ
。

 

誰
が
納
税
登
録
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
か
？
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
事
業
主
と

組
織
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
財
産
、
土
地
又
は
所
得
を
持
っ
て
い
る
全
て
の
人
は
、
必
ず
納

税
登
録
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
組
織
に
勤
め
給
与
だ
け
を
も
ら
い
、
し
か
も
課
税
対
象
財

産
を
所
有
し
て
い
な
い
場
合
は
、
登
録
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 

・自
動
車
、
家
、
土
地
、
木
々
の
代
わ
り
に
金
貨
が
付
い
て
い
る
木
の
鉢

が
出
て
く
る
。

 

・登
録
（チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
が
付
く
）。

 

・各
財
産
が
消
え
る
。
「給
与
」と
い
う
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
出
て
く
る
。

 

・登
録
（取
り
消
し
線
）。

 

個
人
又
は
組
織
が
税
務
当
局
に
登
録
さ
れ
た
後
、
納
税
者
の
管
理
登
録
が
必
要
な
場
合
も

あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。

 

た
と
え
ば
、
独
立
し
た
部
局
の
所
在
地
の
変
更
、
又
は
課
税
対
象
物
の
構
成
の
変
更
の
場
合

な
ど
で
す
。

 

・「
識
別
コ
ー
ド
」と
「分
類
コ
ー
ド
」の

2
つ
の
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
が
あ
る

「管
理
登
録
」書
類
。

 

会
社
を
廃
業
さ
せ
た
り
、
以
前
税
を
納
め
て
い
た
土
地
を
売
却
し
た
り
し
て
、
納
税
義
務
が
な

く
な
っ
た
場
合
、
納
税
者
登
録
を
取
り
消
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
あ
な
た
の
組
織
或
い
は
個
人

事
業
主
で
あ
る
あ
な
た
自
身
は
休
業
と
見
な
さ
れ
、
且
つ
、
税
の
滞
納
が
な
い
場
合
、
国
が
あ

な
た
の
納
税
者
登
録
を
削
除
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
識
別
番
号
は
そ
の
ま
ま
残
り

ま
す
。

 

・オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
に
「

C
lo

se
d
」、
土
地
に
「

S
o
ld
」の
看
板
が
出
て
く
る
。

 

・一
覧
表
が
出
て
く
る
。
側
に

2
つ
の
軸
が
あ
る
グ
ラ
フ
。
グ
ラ
フ
の
赤
い

線
が
横
軸
を
通
っ
て
上
り
、
緑
色
に
変
わ
る
。
登
記
簿
の
列
の

1
つ
が

透
明
に
な
り
、
そ
の
場
所
を
下
の
列
が
取
る
。

 



 納
税
登
録
は
、
国
と
の
納
税
関
係
の
最
初
の
も
の
で
あ
り
、
且
つ
非
常
に
重
要
な
ス
テ
ッ
プ
で

す
。
こ
れ
は
税
務
当
局
に
と
っ
て
、
あ
な
た
を
課
税
の
観
点
か
ら
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
の
基
準
で

す
。

 

・は
た
め
く
国
旗
の
下
に
人
が
い
る
。

 

し
た
が
っ
て
、
納
税
登
録
を
受
け
る
方
法
、
場
所
と
期
限
に
つ
い
て
知
る
こ
と
は
非
常
に
重
要

で
す
。
詳
し
い
こ
と
は
、
キ
ル
ギ
ス
税
務
局
が
主
催
す
る
研
修
を
受
け
て
学
ぶ
こ
と
が
出
来
ま

す
。
そ
の
た
め
に
は
、
キ
ル
ギ
ス
税
務
局
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
登
録
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

 

・研
修
名
、

S
T

S
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

 

                
 



 ト
ピ
ッ
ク
№
2
.2
：税
務
取
締
り
の
形
態
：税
務
会
計

 

推
定
時
間
：

0
1
:5

0
 

ナ
レ
ー
シ
ョ
ン

 
視
覚
化

 

税
額
は
ど
の
デ
ー
タ
を
基
に
計
算
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
組
織
は
何
を
対
象
に
し
て
い
く
ら
納

税
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
質
問
へ
の
答
え
る
の
は
税
務
会
計

で
す
。

 

ア
イ
ナ
ジ
ッ
ク
ち
ゃ
ん
が
肩
を
す
く
め
て
、
「い
く
ら
？
」「
ど
こ
か
ら
？
」

「な
ぜ
？
」と
聞
く
。

 

・女
の
子
の
お
母
さ
ん
が
話
し
始
め
る
。

 

お
母
さ
ん
：こ
れ
は
、
私
た
ち
と
税
務
当
局
の
双
方
が
、
何
に
対
し
、
い
く
ら
収
め
る
べ
き
か
を
把

握
す
る
た
め
の
、
体
系
化
さ
れ
た
大
量
の
情
報
で
す
。

 

・線
で
結
合
さ
れ
た
複
雑
な
文
書
の
構
造
。

 

お
母
さ
ん
：税
務
会
計
は
経
理
会
計
に
非
常
に
似
て
い
ま
す
。
経
理
に
つ
い
て
は
誰
で
も
聞
い

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
簡
単
に
言
う
と
、
経
理
は
各
組
織
が
、
い
く
ら
使
っ
て
、
い
く
ら
稼
い
だ
か
を

分
か
る
た
め
に
行
う
こ
と
で
す
。

 

・左
右
に
「収
入
」と
「経
費
」の
見
出
し
。

 

お
母
さ
ん
：税
務
会
計
も
同
じ
で
す
。
資
産
、
収
入
、
経
費
、
及
び
負
債
の
額
、
つ
ま
り
、
課
税
さ

れ
る
も
の
と
そ
の
支
払
い
の
額
で
す
。
こ
れ
は
す
べ
て
、
納
税
者
自
分
自
身
が
決
め
て
い
ま

す
。

 

・書
類
の
上
に
、
「資
産
」、
「
収
入
」、
「費
用
」、
「負
債
」
の
見
出
し
が

出
て
く
る
。

 

お
母
さ
ん
：
収
入
、
費
用
、
控
除
を
書
類
で
証
明
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
あ
な
た
は
お
そ
ら
く
、

私
が
書
類
を
記
入
す
る
こ
と
を
見
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
う
ち
の
店
に
は
レ
ジ
が
あ
り
ま

す
ね
。
他
に
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
、
領
収
書
、
納
品
書
、
仕
入
伝
票
、
帳
簿
、
課
税
標
準
の
計
算
も

あ
り
ま
す
。

 

・「
収
入
」
と
「費
用
」の
書
類
が
残
る
。
 

・右
に
法
定
証
明
書
類
の
一
覧
と
レ
ジ
。
（
こ
こ
で
は
２
人
の
人
物
は
い

な
く
て
も
よ
い
。
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
だ
け
で
も
十
分
。
）

 

お
母
さ
ん
：
ま
た
、
税
務
会
計
の
帳
簿
と
呼
ば
れ
る
、
納
税
者
が
紙
面
或
い
は
電
子
形
式
で
記

入
す
る
特
別
な
様
式
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
は
帳
簿
名
、
対
象
期
間
、
す
べ
て
の
取
引
の
名
前

と
そ
の
金
額
と
数
量
を
記
入
し
ま
す
。
責
任
者
の
署
名
も
必
須
で
す
。
私
の
場
合
、
私
自
身
が

す
べ
て
の
報
告
書
に
署
名
し
ま
す
。

 

・一
覧
表
か
ら
帳
簿
が
抜
き
出
て
、
そ
の
他
の
物
は
消
え
る
。

 

・様
式
が
出
て
き
て
、
徐
々
に
記
入
さ
れ
て
い
る
。

 

・様
式
は
お
母
さ
ん
の
手
に
あ
る
。
お
母
さ
ん
は
そ
れ
に
署
名
す
る
。

 

・フ
レ
ー
ム
に
女
の
子
が
登
場
し
「
信
じ
ら
れ
な
い
！
と
て
も
簡
単

だ
！
」と
驚
い
て
叫
ぶ
。

 

 

お
母
さ
ん
：税
務
会
計
は
単
な
る
デ
ー
タ
の
一
式
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
よ
り
、
税
額
の
計

算
に
使
わ
れ
る
集
計
値
を
求
め
る
た
め
に
、
デ
ー
タ
を
ど
の
方
法
、
原
則
、
手
順
に
従
っ
て
グ

ル
ー
プ
化
さ
れ
て
い
る
か
を
見
た
り
、
確
認
し
た
り
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
そ
し
て
、
税
務
会
計

の
お
陰
で
、
私
は
国
に
対
し
て
税
金
を
正
し
く
収
め
て
い
る
か
ど
う
か
が
、
確
実
に
分
か
り
ま

す
。

 

・フ
レ
ー
ム

2
の
グ
ラ
フ
に
大
き
な
拡
大
鏡
が
図
に
向
け
ら
れ
て
い

る
。

 

税
務
会
計
は
、
国
だ
け
で
な
く
、
ま
ず
納
税
者
自
身
に
必
要
で
す
。
納
税
者
は
、
い
く
ら
、
い

・ア
イ
ナ
ジ
ッ
ク
ち
ゃ
ん
の
側
に
、
「利
益
」、
「控
除
」、
「
費
用
」の
タ
イ



 つ
、
何
に
対
し
収
め
る
べ
き
か
を
明
確
に
知
り
、
将
来
の
納
税
支
出
を
予
測
出
来
ま
す
。
国
は

そ
の
税
収
を
、
国
民
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
た
ち
に
還
元
し
ま
す
。

 

ト
ル
が
付
い
た
ア
イ
コ
ン
が
出
て
く
る
。

 

    
 



 ト
ピ
ッ
ク
№
2
.3
：税
務
取
締
り
の
形
態
：税
務
調
査

 

推
定
時
間
：

0
4
:5

0
 

ナ
レ
ー
シ
ョ
ン

 
視
覚
化

 

残
念
な
が
ら
、
す
べ
て
の
納
税
者
が
誠
意
を
持
っ
て
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
一
人
が
未
納
し
て
い
る
場
合
、
納
税
者
全
体
の
間
で
不
平
等
が
生
れ
て
し
ま
い
ま

す
。
結
局
的
に
、
皆
が
困
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
国
は
定
期
的
に
呼
び
か
け
、
税
を
タ
イ
ム

リ
ー
に
、
誠
実
に
、
適
切
に
収
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
リ
マ
イ
ン
ド
し
て
い
ま
す
。
税

を
払
わ
な
い
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
誠
実
な
納
税
者
に
対
す
る
不
公
平
で
す
。

 

・海
賊
の
衣
装
を
着
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
、
人
々
が
働
く
オ
フ
ィ
ス
に
立
っ
て
い

る
。

 

・グ
ラ
フ
で
、
予
算
水
準
は
下
落
し
、
従
業
員
の
顔
が
悲
し
げ
に
な
る
。

 

・拡
大
鏡
は
海
賊
の
顔
に
向
け
ら
れ
る
。

 

こ
の
機
能
は
、
税
務
税
務
取
締
り
と
呼
ば
れ
ま
す
。
税
務
当
局
に
は
、
支
払
人
を
再
確

認
す
る
い
く
つ
か
の
手
段
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

 

・税
務
調
査

 

・抜
き
打
ち
実
地
検
査

 

・お
と
り
購
入

 

、
そ
し
て

 

・税
検
査
所

 

・税
務
調
査

 

・抜
き
打
ち
実
地
検
査

 

・お
と
り
購
入

 

・税
検
査
所

 

最
も
一
般
的
に
使
用
さ
れ
る
形
態
は
、
税
務
調
査
で
す
。
税
務
当
局
の
み
が
そ
れ
を
実

施
す
る
権
利
を
持
っ
て
い
ま
す
。
税
務
調
査
に
参
加
す
る
の
は
、
税
務
当
局
の
職
員
、

納
税
者
、
税
務
代
理
人
で
す
。

 

S
T

S
の
女
性
職
員
は
フ
レ
ー
ム
の
中
央
に
立
っ
て
い
る
。
女
性
職
員
の
頭
の

上
に
「税
務
調
査
」の
雲
形
吹
き
出
し
が
出
て
く
る
。

 

税
務
調
査
は
、
実
地
調
査
と
オ
フ
サ
イ
ト
調
査
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
ま
ず
、
実
地
調
査
が

ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
か
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

 

・雲
形
吹
き
出
し
。
税
務
調
査

 

・実
地
調
査

 

・オ
フ
サ
イ
ト
調
査

 

・大
き
な
白
い
車
が
走
り
、
そ
の
車
体
に
は
「実
地
調
査
」と
書
い
て
あ
る
。

 

そ
れ
で
は
、
納
税
者
或
い
は
、
組
織
の
長
ま
た
は
税
務
代
理
人
に
命
令
書
が
渡
さ
れ
ま

す
。
命
令
書
は
、
手
渡
し
て
、
受
領
サ
イ
ン
を
も
ら
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
そ
の
後
、
調
査
に

つ
い
て
予
告
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
で
す
。

 

・オ
フ
ィ
ス
内
の
男
に
紙
が
渡
さ
れ
、
男
は
そ
れ
に
署
名
を
す
る
。

 

・納
税
者
が
税
務
当
局
か
ら
逃
げ
て
、
命
令
書
の
受
取
を
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
る
場
合
、

書
留
郵
便
で
送
り
ま
す
。

 

・
オ
フ
ィ
ス
は
消
え
る
。
反
対
側
か
ら
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
向
か
っ
て
、
手
紙
を
持

っ
た
郵
便
配
達
員
が
近
づ
い
て
い
る
。

 

調
査
当
日
、
税
務
職
員
は
身
分
証
明
書
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
調
査
で

は
、
必
要
な
す
べ
て
の
書
類
が
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
ま
す
。
そ
の
後
、
税
務
職
員
は
税
務
調
査

調
書
を
作
成
し
、
両
者
が
そ
れ
に
署
名
し
ま
す
。
調
査
調
書
に
は
、
ど
の
よ
う
な
調
査

・
税
務
職
員
は
納
税
者
に
近
づ
き
、
身
分
証
明
書
を
提
示
し
、
納
税
者
か
ら

受
け
取
っ
た
書
類
を
調
べ
、
両
者
が
調
書
に
署
名
す
る
。

 



 が
、
い
つ
、
誰
が
行
っ
た
の
か
、
対
象
組
織
の
代
表
者
は
誰
で
あ
る
の
か
、
最
終
的
に
は

ど
の
く
ら
い
の
税
額
が
確
定
さ
れ
た
の
か
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
調
書
は
両
者
に
よ
っ

て
署
名
さ
れ
ま
す
。

 

税
務
職
員
は
計
画
に
従
っ
て
、
ま
た
は
計
画
外
で
来
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
計
画
調
査
の

場
合
、
全
て
の
税
金
が
適
切
に
収
め
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
。
こ
れ
は
年

に
1
回
だ
け
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
書
類
の
調
査
対
象
に
な
る
期
間
は
過
去

3
年
間

だ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
調
査
の
実
施
期
間
は

3
0
日
以
内
で
す
。
大
口
納
税
者
の
場
合

は
、

5
0
日
以
内
で
す
。
あ
な
た
の
会
社
が
国
の
各
地
域
に
支
店
を
持
っ
て
い
る
場
合
、

各
支
店
の
調
査
を

3
0
日
以
内
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

 

・「
計
画
調
査
＜
年
に

1
回
」。

 

・「
調
査
対
象
書
類
＜

3
年
間
」。

 

・「
調
査
実
施
期
間
＜

3
0
日
間
」。

 

(「
3
0
」が
「5

0
」に
変
わ
る

)。
 

 

ち
な
み
に
、
調
査
が
毎
年
入
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
税
務
当
局
は
次
の
よ
う
に
調
査
計
画

を
作
成
し
ま
す
。

 

第
1
区
分
に
は
、
未
納
の
リ
ス
ク
が
高
い
組
織
が
入
り
ま
す
。
第

2
区
分
に
は
、
無
作
為

に
抽
出
さ
れ
る
納
税
者
で
す
。
ち
な
み
に
、
そ
れ
は
全
体
数
の

5
%
以
下
で
す
。
し
た
が

っ
て
、
誠
意
を
も
っ
て
納
税
義
務
を
果
た
し
て
い
る
な
ら
ば
、
調
査
対
象
に
な
る
確
率
は

非
常
に
低
い
で
す
。

 

・
「
調
査
計
画
」
の
空
白
紙
。
側
に
、
登
録
簿
（
電
子
リ
ス
ト
）
が
ス
ク
ロ
ー
ル
さ

れ
て
い
く
。

 

第
1
区
分
に
は
、
赤
で
ハ
イ
ラ
イ
ト
さ
れ
た
行
が
入
る
。
第

2
区
分
に
は
、
登

録
簿
か
ら
無
作
為
に
抽
出
さ
れ
た
行
。
第

2
区
分
は
「

5
%
」
と
書
い
て
あ
る

括
弧
で
強
調
さ
れ
る
。

 

そ
れ
で
は
、
税
務
当
局
は
な
ぜ
計
画
外
調
査
を
行
う
の
で
し
ょ
う
か
。
い
く
つ
か
の
場
合

が
あ
り
ま
す
。

 

組
織
の
再
編

 

組
織
の
清
算

 

個
人
事
業
主
の
廃
業

 

納
税
者
か
ら
の
申
請
に
よ
る
場
合

 

納
税
者
が
不
適
切
に
税
額
を
計
算
し
て
い
る
証
拠
が
出
て
き
た
場
合

 

関
税
同
盟
か
ら
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
領
域
内
に
商
品
を
輸
入
し
、
付
加
価
値
税
又
は
物
品

税
を
納
め
る
場
合
。

 

・税
務
調
査
官
が
フ
レ
ー
ム
に
い
る
。

 

・「
計
画
外
調
査
は
次
の
場
合
に
行
わ
れ
る
」

 

・組
織
の
再
編

 

・組
織
の
清
算

 

・個
人
事
業
主
の
廃
業

 

・不
適
切
な
税
額
の
計
算
の
疑
い

 

・関
税
同
盟
か
ら
の
商
品
の
輸
入
と
付
加
価
値
税
・物
品
税
の
納
付
。

 

 

ま
た
、
納
税
者
が
社
会
的
に
重
要
な
施
設
の
建
設
に
関
わ
っ
て
い
る
場
合
、
計
画
外
調

査
の
対
象
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
学
校
や
幼
稚
園
を
建
設
す
る
請
負
業

者
で
す
。
計
画
外
調
査
は

3
日
以
内
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

 

・側
に
校
舎
が
現
れ
る
。

 

・「
計
画
外
調
査
＜

3
日
間
」テ
キ
ス
ト
。

 

税
務
調
査
を
受
け
て
か
ら

1
年
以
内
に
、
税
務
当
局
は
再
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。
し
か
し
そ
れ
は
、
再
調
査
の
根
拠
が
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
ま
す
。
再
調
査
は
、
本
調

査
時
と
は
違
う
職
員
が
実
施
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
そ
れ
を

1
5
日
以
内
に

・「
再
調
査
実
施
期
間
＜

1
5
日
間
」。

 



 完
了
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

 

こ
れ
で
、
実
地
調
査
に
つ
い
て
分
か
り
ま
し
た
ね
。
で
は
「
オ
フ
サ
イ
ト
」
と
は
ど
う
い
う
意

味
で
し
ょ
う
か
？
こ
れ
は
、
税
務
当
局
の
職
員
が
現
場
に
出
向
く
こ
と
な
く
、
提
出
さ
れ
た

書
類
を
自
分
の
職
場
で
確
認
す
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
調
査
の
結
果
、
納
税
者
が
税

額
を
最
終
的
に
過
大
ま
た
は
過
小
に
し
た
り
、
あ
る
い
は
報
告
に
誤
り
が
あ
っ
た
り
す
る
こ

と
が
判
明
し
た
場
合
、
そ
の
違
反
者
に
手
紙
が
届
き
ま
す
。
非
違
は
全
て

1
5
日
以
内
に

修
正
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

 

・オ
フ
サ
イ
ト
調
査
と
は
？

 

・税
務
職
員
が
大
き
な
箱
か
ら
紙
を
出
す
。

 

・非
違
修
正
の
期
限
は

1
5
日
間
。

 

・
ま
た
、
税
務
当
局
は
抜
き
打
ち
実
地
検
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
回
数
は
同
じ

納
税
者
に
対
し
年
に

1
2
回
以
下
で
す
。
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
項
目
は
、
税
務
当
局
に
登
録

し
て
い
る
か
、
レ
ジ
が
あ
る
か
、
事
業
免
許
に
従
っ
て
支
払
い
を
し
て
い
る
か
等
で
す
。

 

・
オ
フ
ィ
ス
ま
た
は
店
舗
の
建
物
。
・入
り
口
の
上
に
は
「
＜
年
間
抜
き
打
ち
実

地
検
査
回
数
は

1
2
回
以
下
」の
テ
キ
ス
ト
。

 

・チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
が
付
い
て
い
る
検
査
の
リ
ス
ト
。

 

調
査
の
も
う
一
つ
の
種
類
は
、
お
と
り
購
入
で
す
。
税
務
職
員
は
商
品
を
購
入
し
、
売
り

手
が
領
収
書
を
く
れ
る
か
ど
う
か
チ
ェ
ッ
ク
す
る
だ
け
で
す
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ

は
法
律
違
反
で
す
。
税
務
当
局
は
こ
の
よ
う
な
検
査
を
い
つ
で
も
必
要
と
考
え
る
分
だ
け

行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

・売
り
手
が
、
レ
ジ
で
税
務
調
査
官
に
領
収
書
を
渡
し
て
い
る
。

 

最
後
に
、
税
検
査
所
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
そ
の
権
限
を
持
っ
て
い
る
税
務
当
局
の
職

員
が
決
め
ら
れ
た
期
間
中
、
納
税
者
の
観
察
を
行
う
こ
と
で
す
。
そ
の
目
的
は
、
商
品
の

売
上
と
資
金
の
流
れ
に
対
す
る
完
全
な
会
計
管
理
を
確
保
す
る
こ
と
で
す
。
税
検
査
所

は
次
の
施
設
に
お
い
て
開
設
さ
れ
ま
す
。
物
品
税
の
対
象
に
な
る
物
品
を
生
産
し
て
い

る
事
業
者
、
外
食
産
業
、
商
業
、
ま
た
は
リ
ゾ
ー
ト
健
康
増
進
分
野
の
事
業
者
、
鉱
業
の

事
業
者
、
未
納
税
額
が
あ
る
事
業
者
、
及
び
、
事
業
活
動
結
果
が
ゼ
ロ
に
な
っ
て

 

い
る
申
告
書
を
継
続
的
に
提
出
し
て
い
る
事
業
者
で
す
。

 

税
検
査
所
の
営
業
時
間
は
、
納
税
者
と
同
じ
で
す
。
税
検
査
所
は
毎
月
報
告
書
を
作
成

し
ま
す
。

 

・
肩
章
付
き
青
い
制
服
、
ネ
ク
タ
イ
、
サ
ン
グ
ラ
ス
姿
の
複
数
の
人
物
。
中
に

は
ブ
リ
ー
フ
ケ
ー
ス
を
持
っ
て
い
る
人
も
い
る
。

 

・
次
の
ア
イ
コ
ン
が
表
示
さ
れ
、
移
動
し
、
人
物
の
後
ろ
に
消
え
る
：
物
品
税

印
紙
、
器
が
付
い
て
い
る
皿
、
商
品
の
領
収
書
、
ボ
ー
ル
と
ビ
ー
チ
パ
ラ
ソ

ル
、
山
を
背
景
に
大
き
な
ク
レ
ー
ン
、
赤
く
点
滅
し
て
い
る
「納
税
報
告
書
」。

 

・時
計
で
、

9
か
ら

6
ま
で
の
時
間
が
赤
く
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
る
。

 

  
 



 ト
ピ
ッ
ク
№
3
.1
：所
得
税

 

推
定
時
間
：

0
3
:5

0
 

ナ
レ
ー
シ
ョ
ン

 
視
覚
化

 

所
得
税
は
、
国
税
の
一
種
で
す
。
つ
ま
り
、
そ
の
税
率
（

1
0
%
）
は
全
国
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
れ
は
国
に
対
す
る
最
も
広
く
知
ら
れ
る
支
払
い
で
す
。
そ
れ
で
は
、
誰
が
そ
れ

を
支
払
う
の
で
し
ょ
う
か
？

 

・所
得
税

 

・
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
の
地
図
、
「

1
0
%
」
の
マ
ー
ク
が
各
地
に
コ
ピ
ー
さ
れ
て

い
く
。

 

ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
所
得
を
得
て
い
る
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
の
す
べ
て
の
市
民
で
す
。
ま

た
、
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
の
国
内
で
所
得
を
得
て
い
る
外
国
人
も
、
所
得
税
を
納
め
る
義
務

が
あ
り
ま
す
。
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
の
国
内
源
泉
所
得
と
な
る
所
得
を
外
国
人
に
支
払
う
組
織

も
同
様
で
す
。

 

・
「
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
の
市
民
」
、
「キ
ル
ギ
ス
共
和
国
で
働
い
て
い
る
外
国

人
」
、
「キ
ル
ギ
ス
共
和
国
の
国
内
源
泉
所
得
と
な
る
所
得
を
外
国
人
に
支

払
う
組
織
」
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
付
い
て
い
る
人
の
イ
ラ
ス
ト
。
頭
に
は
サ
イ

ズ
が
拡
大
し
て
い
る
金
貨
。

 

個
人
の
所
得
と
は
、
活
動
の
結
果
と
し
て
取
得
し
た
資
金
及
び
物
質
的
資
産
の
こ
と
で
す
。

 
・S

T
S
の
職
員
は
フ
レ
ー
ム
に
い
る
。

 

・
個
人
の
所
得
と
は
、
活
動
の
結
果
と
し
て
取
得
し
た
資
金
及
び
物
質
的

資
産
の
こ
と
で
あ
る
。

 

所
得
税
は
ど
の
よ
う
に
計
算
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
そ
し
て
、
そ
れ
は
ど
の
お
金
に
対
し
て

課
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

 

・所
得
税
は
ど
の
よ
う
に
計
算
さ
れ
る
か
？

 

所
得
税
の
課
税
標
準
は
、
課
税
期
間
中
に
納
税
者
が
受
け
取
っ
た
年
間
総
所
得
と
控
除

額
と
の
差
と
し
て
計
算
さ
れ
ま
す
。

 

そ
れ
で
は
、
所
得
と
は
何
で
し
ょ
う
か
？

 

「
所
得
」
と
は
、
資
産
の
増
加
、
有
形
財
産
・
利
益
の
取
得
、
及
び
納
税
者
の
負
債
の
減
少

の
こ
と
で
す
。

 

年
間
総
所
得
と
は
、
あ
な
た
が
そ
の
一
年
に
受
け
取
っ
た
す
べ
て
の
種
類
の
所
得
の
こ
と

で
す
。

 

あ
な
た
が
労
働
法
典
に
基
づ
い
て
働
い
て
い
る
場
合
、
課
税
所
得
は
法
定
最
低
標
準
所

得
を
下
回
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
値
は
、
毎
年
各
都
市
及
び
地
域
ご
と
に
個
別
に
計

算
さ
れ
ま
す
。

 

・「
所
得
」線
グ
ラ
フ
。
始
点
は
「

1
月

1
日
」、
終
点
は
「

1
2
月

3
1
日
」。
色

で
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
る
。

 

・
「
控
除
」
線
グ
ラ
フ
は
最
初
の
グ
ラ
フ
の
真
下
に
あ
る
。
仕
組
み
は
同
じ
だ

が
、
色
が
グ
ラ
フ
全
体
を
覆
っ
て
い
な
い
。
残
り
の
線
分
か
ら
、
線
は
図
面

の
よ
う
に
下
り
、
最
初
の
グ
ラ
フ
を
取
り
込
む
。
「
所
得
」
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が

表
示
さ
れ
る
。

 

・
「
所
得
」
と
は
、
資
産
の
増
加
、
有
形
財
産
・
利
益
の
取
得
、
及
び
納
税

者
の
負
債
の
減
少
の
こ
と
で
あ
る
。

 

・
年
間
総
所
得
と
は
、
あ
な
た
が
そ
の
一
年
に
受
け
取
っ
た
す
べ
て
の
種

類
の
所
得
の
こ
と
で
あ
る
。
（
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
の
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
色
の
円
グ

ラ
フ
は
、
時
計
回
り
に
表
示
さ
れ
、
側
に
「
年
」
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
表
示
さ

れ
る
。
）

 

・
「
所
得
＞
法
定
最
低
標
準
所
得
」
。
「
所
得
税
」
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
付
い

た
楕
円
で
囲
ま
れ
る
。

 

キ
ル
ギ
ス
共
和
国
の
所
得
税
率
は
、
年
間
総
所
得
の

1
0
%
で
す
。
つ
ま
り
、
金
銭
及
び
現

・年
間
総
所
得
を
表
す
線
分
に
「

1
0
％
」が
色
で
強
調
表
示
さ
れ
る
。

 



 物
、
役
務
、
サ
ー
ビ
ス
の
形
で
得
た
あ
ら
ゆ
る
所
得
を
合
計
し
ま
す
。

 

予
想
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
実
際
に
ま
だ
受
け
取
っ
て
い
な
い
所
得
は
、
所
得
と
し
て
み
な

さ
れ
ず
、
年
間
総
所
得
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
税
法
典
で
定
め
る
、
年
間
総
所
得
に
含

ま
れ
な
い
非
課
税
所
得
も
あ
り
ま
す
。

 

・非
課
税
所
得
は
年
間
総
所
得
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。

 

ま
た
、
個
人
が
利
用
で
き
る
控
除
も
あ
り
ま
す
。

 
・画
面
上
で
、
複
数
の
マ
イ
ナ
ス
サ
イ
ン
が
笑
顔
に
変
わ
る
。

 

控
除
は
、
税
額
、
つ
ま
り
、
国
に
納
め
る
べ
き
金
額
か
ら
引
く
の
で
は
な
く
、
税
額
が
計
算
さ

れ
る
も
と
の
金
額
か
ら
引
く
も
の
で
す
。
そ
の
金
額
が
小
さ
い
ほ
ど
、
税
額
が
小
さ
く
な
り
ま

す
。
適
用
で
き
る
優
遇
措
置
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
節
税
で
き
ま
す
。

 

・年
間
総
所
得
の
線
分
、
連
動
し
て
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
、
少
し
短
縮
す
る
。

 

平
均
し
て
、
国
は
年
に
福
祉
控
除
と
し
て
国
民
に
対
し

1
5
0
0
万
ソ
ム
を
還
付
し
ま
す
。
財

産
取
得
控
除
は
、
年
々
増
加
し
、
数
千
万
ソ
ム
に
も
上
っ
て
い
ま
す
。

 

・年
間
福
祉
控
除

1
5
0
0
万
ソ
ム
＋
財
産
税
の
還
付
。

 

・家
族
が
抱
き
合
っ
て
い
る
。

 

メ
リ
ッ
ト
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
優
遇
措
置
の
内
容
に
つ
い
て
調
べ
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

 

控
除
に
は
、
標
準
控
除
、
財
産
取
得
控
除
及
び
福
祉
控
除
が
あ
り
ま
す
。

 

・控
除
に
は
次
の
種
類
が
あ
る
。

 

・標
準
控
除

 

・財
産
取
得
控
除

 

・福
祉
控
除

 

標
準
控
除
に
は
、
法
定
標
準
単
位
の

6
.5
倍
に
相
当
す
る
個
人
控
除
が
入
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
納
税
者
一
人
あ
た
り
月
額

6
5
0
ソ
ム
で
す
。
年
間
で
は

7
,8

0
0
ソ
ム
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
扶
養
者
一
人
あ
た
り
月

1
0
0
ソ
ム
控
除
で
き
ま
す
。
ま
た
、
標
準
控
除
に
は
、
社
会

基
金
へ
の
保
険
料
も
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
額
は
所
得
総
額
の

1
0
%
に
相
当
し
ま
す
。

 

・標
準
控
除
。

 

・個
人
控
除
：法
定
標
準
単
位
の

6
.5
倍
＝

6
5
0
ソ
ム
。
納
税
者
一
人
あ
た

り
年
間

7
,8

0
0
ソ
ム
。

 

・扶
養
者
一
人
あ
た
り
月

1
0
0
ソ
ム
＝
年
間

1
,2

0
0
ソ
ム
。

 

・年
金
保
険
料
：所
得
総
額
の

1
0
%
。

 

福
祉
控
除
を
適
用
し
て
、
非
課
税
金
額
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
対
象
は
、
あ
な

た
自
身
及
び

2
4
歳
以
下
の
扶
養
家
族
の
教
育
費
で
す
。
あ
な
た
が
高
等
教
育
或
い
は

専
門
教
育
を
受
け
た
り
、
長
男
を
学
校
へ
、
次
男
を
幼
稚
園
に
行
か
せ
た
り
す
る
場
合
、
国

は
そ
の
お
金
か
ら
税
金
を
徴
収
し
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
こ
の
金
額
は
、
教
育
費
を
引
く
前
の

課
税
標
準
の

1
0
%
、
ま
た
、
扶
養
者
が

3
人
以
上
い
る
納
税
者
の
場
合
は
そ
れ
の

2
5
%

を
上
回
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

 

・福
祉
控
除

 

・タ
ッ
セ
ル
付
き
の
卒
業
生
の
帽
子
、
側
に
は
金
貨
の
山
。

 

・「
自
分
自
身
及
び

2
4
歳
以
下
の
扶
養
者
の
分
」

 

・「
課
税
標
準
の

1
0
%
以
下
」

 

課
税
標
準
の
線
分
に

1
0
分
の

1
が
強
調
表
示
さ
れ
る
。

 

・扶
養
者
が

3
人
以
上
い
る
納
税
者
の
場
合
は
課
税
標
準
の

2
5
%
以
下

 

そ
し
て
最
後
に
、
最
大
の
控
除
で
あ
る
財
産
取
得
控
除
で
す
。
こ
れ
は
、
個
人
が
住
宅
ロ

ー
ン
の
利
息
の
返
済
に
当
て
た
金
額
に
相
当
す
る
額
で
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か

し
、
年
間

2
3
万
ソ
ム
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
住
宅
ロ
ー
ン
の
返
済
は
雇
用
主
等
が

支
払
っ
て
い
る
場
合
、
こ
の
控
除
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

 

・財
産
取
得
控
除
。

 

・住
宅
ロ
ー
ン
％
。
（多
階
建
て
の
集
合
住
宅
）

 

・年
間

2
3
万
ソ
ム
以
内
。

 

ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
所
得
税
は
雇
用
主
が
納
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
給
料
を
支
払
う
前
に

・会
計
部
で
給
料
を
も
ら
っ
て
い
る
人
。

 



 源
泉
徴
収
さ
れ
ま
す
。

 
・「
給
与
」の
単
語
か
ら
「

1
0
%
」と
幽
霊
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
離
れ
て
い
く
。

 

で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
控
除
額
の
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
？
そ
の
た

め
に
税
務
当
局
に
連
絡
し
て
、
控
除
を
受
け
る
権
利
を
証
明
す
る
書
類
を
提
出
す
れ
ば
良

い
で
す
。
あ
な
た
が
指
定
し
た
銀
行
口
座
に
還
付
金
が
振
り
込
め
ら
れ
ま
す
。

 

・税
務
当
局
の
側
に
立
っ
て
い
る
笑
顔
の
人
。

 

・「
銀
行
口
座
残
高
」の
テ
キ
ス
ト
と
ゼ
ロ
か
ら
変
わ
っ
て
い
く
数
字
。

 

キ
ル
ギ
ス
共
和
国
の
所
得
税
率
は
、
旧
ソ
連
各
国
の
中
で
最
も
低
い
税
率
の

1
つ
で
す
。

1
9
9
6
年
か
ら

2
0
0
6
年
ま
で
の

1
0
年
間
で

3
3
%
か
ら

1
0
%
ま
で
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し

た
。

 

グ
ラ
フ
。

 

所
得
税
は
国
の
予
算
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
で
す
。

2
0
1
7
年
の
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
の
予

算
の
う
ち
、
所
得
税
の
割
合
は

1
5
％
で
し
た
。

 

グ
ラ
フ
。

 

  
 



 ト
ピ
ッ
ク
№
3
.2
～

3
.3
（
個
人
の
）統
一
納
税
申
告
書
：記
入
の
仕
方
と
個
人
の
統
一
納
税
申
告
書
に
よ
る
過
納
金
還
付
の
手
続
き

 

推
定
時
間
：

0
5
:0

0
 

ナ
レ
ー
シ
ョ
ン

 
視
覚
化

 

納
税
申
告
と
は
、
所
得
と
財
産
に
つ
い
て
の
個
人
の
自
発
的
な
申
請
の
主
な
ツ
ー
ル
の

1
つ

で
す
。
世
界
の
す
べ
て
の
先
進
国
で
は
、
納
税
申
告
書
は
主
要
な
納
税
報
告
に
な
っ
て
い
ま

す
。

 

・税
務
検
査
官
は
フ
レ
ー
ム
の
真
ん
中
に
い
る
。

 

・
背
景
に
は
、
世
界
地
図
と
「
世
界
の
す
べ
て
の
先
進
国
で
の
納
税

申
告
書
は
主
要
な
納
税
報
告
に
な
っ
て
い
る
」
の
テ
キ
ス
ト
が
表
示
さ

れ
る
。

 

現
在
、
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
で
は
、
事
業
と
動
産
を
有
せ
ず
に
、
ま
た
不
動
産
が
一
定
面
積
を
超

え
な
い
個
人
は
、
統
一
納
税
申
告
書
を
提
出
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
ま
せ
ん
。

2
0

2
0
年
に
は

一
般
申
告
書
が
導
入
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
所
得
、
財
産
又
は
土
地
を
持
つ
人
は
、
税
務
当
局

に
申
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
市
民
で
す
。
一
般
報

告
に
よ
っ
て
、
個
人
が
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
資
産
を
、
そ
の
個
人
の
合
法
的
な
所
得
源
と
比
較

す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
 

・次
に
場
合
、
統
一
納
税
申
告
書
を
提
出
す
る
義
務
は
な
い
。

 

・あ
な
た
は
ビ
ジ
ネ
ス
を
持
っ
て
い
な
い
。

 

・動
産
は
な
い
。

 

・不
動
産
は
一
定
の
面
積
を
超
え
て
い
な
い
。

 

 ・「
2
0
2
0
か
ら
は
一
般
申
告
書
」。

 

・
人
の
後
ろ
に
車
、
家
等
の
物
が
並
ぶ
。
側
に
は
、
所
得
が
継
続
的

に
減
少
し
て
い
る
グ
ラ
フ
。

 

法
人
と
公
務
員
に
よ
る
申
告
は
別
の
大
き
な
テ
ー
マ
に
な
る
の
で
、
先
ず
、
み
ん
な
に
関
係
す

る
こ
と
に
つ
い
て
話
し
ま
し
ょ
う
。
個
人
の
統
一
納
税
申
告
書
。

 

・個
人
の
統
一
納
税
申
告
書
。

 

あ
な
た
が
所
得
を
得
て
い
る
場
合
、
或
い
は
土
地
、
家
、
ア
パ
ー
ト
、
又
は
車
を
持
っ
て
い
る
場

合
、
申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
報
告
義
務
が
な
い
の
は
、
何
も
持
っ
て
い
な
い

者
、
及
び
報
告
年
度
中
に
無
課
税
所
得
の
み
を
受
け
取
っ
た
者
だ
け
で
す
。
こ
れ
は
、
例
え

ば
、
年
金
、
奨
学
金
、
若
し
く
は
近
親
者
か
ら
の
贈
与
又
は
相
続
で
す
。

 

・
人
間
。
人
の
周
り
に
：
金
貨
の
山
が
増
え
、
家
、
庭
、
車
が
出
て
く

る
。
人
間
か
ら
「
Е
Н
Д
」
（
統
一
納
税
申
告
書
）
の
テ
キ
ス
ト
に
向
か
っ

て
矢
印
。

 

・本
を
持
つ
学
生
。

 

周
り
に
「年
金
」
、
「奨
学
金
」、
「相
続
」「
贈
与
」と
い
う
複
数
の
単
語
。

「Е
Н
Д
」に
取
り
消
し
線
が
引
か
れ
る
。

 

現
行
法
で
は
、
個
人
は

4
月

1
日
ま
で
に
申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、

前
年
度
の
報
告
で
す
。

 

・再
び
、

S
T

S
の
職
員
が
出
て
く
る
。

 

・「
統
一
納
税
申
告
書
。
毎
年

4
月

1
日
ま
で
に
」

 

様
式
は
ど
こ
で
入
手
で
き
ま
す
か
？
納
税
者
は
、
税
務
当
局
の

W
eb
サ
イ
ト

（
w

w
w

.s
ti

.g
o
v
.k

g
）
か
ら
統
一
納
税
申
告
書
の
様
式
を
自
分
で
印
刷
し
、
自
宅
又
は
オ
フ
ィ
ス

で
記
入
し
て
、
税
務
当
局
に
提
出
し
ま
す
。
ま
た
、
各
税
務
当
局
で
も
無
料
で
様
式
が
も
ら
え
ま

す
。
税
務
当
局
の
職
員
は
、
あ
な
た
の
要
求
に
応
じ
て
、
申
告
書
様
式
の
印
刷
だ
け
で
な
く
、

そ
の
記
入
に
関
し
て
も
サ
ポ
ー
ト
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

 

・W
eb
サ
イ
ト
上
の
統
一
納
税
申
告
書
の
様
式
（リ
ン
ク
）。

 

 ・税
務
職
員
は
、
紙
を
差
し
出
し
、
「

O
K

!」
の
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
を
す
る
。

 



 完
成
し
た
申
告
書
を
、
住
民
登
録
地
又
は
実
際
の
居
住
地
の
税
務
当
局
に
提
出
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
提
出
方
法
と
し
て
は
、
税
務
当
局
の
窓
口
へ
の
提
出
、
書
留
郵
便
を
使
っ
た
郵
送
、

及
び
税
務
当
局
の
訪
問
を
必
要
と
し
な
い
電
子
提
出
が
あ
り
ま
す
。

 

・
紙
一
枚
が
画
面
を
旋
回
し
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
効
果
を
使
っ
て
消
え

て
い
く
。

 

・封
筒
が
出
て
き
て
、
紙
一
枚
の
軌
跡
を
辿
る
。

 

・W
o
rd
な
ど
の
ア
イ
コ
ン
が
表
示
さ
れ
る
。

 

提
出
さ
れ
た
申
告
書
に
は
間
違
い
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
後

6
年
間
以
内
に
修
正
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

 

・「
6
年
間
以
内
に
修
正
可
能
」。

 

ち
な
み
に
、
申
告
書
を
提
出
す
る
時
に
、
前
回
の
ビ
デ
オ
レ
ッ
ス
ン
で
説
明
し
た
福
祉
控
除
及

び
財
産
取
得
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
教
育
費
や
住
宅
ロ
ー
ン
の
返
済
額
を
課
税
額

か
ら
差
し
引
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
思
い
出
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、
納
め
た
税
金
と
の
差
額
は

返
し
て
も
ら
え
ま
す
。

 

・
統
一
納
税
申
告
書
は
、
教
育
費
や
住
宅
ロ
ー
ン
の
費
用
を
返
し
て

も
ら
う
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
。

 

教
育
費
の
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、
記
入
さ
れ
た
申
告
書
の
他
に
、
有
料
サ
ー
ビ
ス
契
約
書

と
領
収
書
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

 

・
統
一
納
税
申
告
書

+
申
請
書

+
契
約
の
コ
ピ
ー

+
領
収
書
の
コ
ピ
ー

（ア
イ
コ
ン
に
よ
る
表
示
）。

 

教
育
費
を
払
っ
た
の
が
当
人
で
は
な
く
、
扶
養
者
の
場
合
、
扶
養
者
に
関
す
る
証
明
書
も
必
要

に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
出
生
証
明
書
、
扶
養
者
の
養
子
縁
組
証
明
書
、
教
育
先
か
ら
の
証
明

書
、
申
請
者
の
パ
ス
ポ
ー
ト
の
コ
ピ
ー
、
扶
養
者
の
パ
ス
ポ
ー
ト
（
あ
る
場
合
）
、
申
請
者
の
配
偶

者
の
パ
ス
ポ
ー
ト
、
結
婚
証
明
書
又
は
離
婚
証
明
書
で
す
。
ま
た
、
雇
用
先
が
発
行
す
る
、
給

料
の
計
算
額
、
一
年
の
所
得
税
及
び
公
的
社
会
保
険
料
の
源
泉
徴
収
額
を
証
明
す
る
書
類

が
必
要
で
す
。
も
う
一
つ
の
要
件
は
、
地
方
自
治
体
、
住
宅
管
理
委
員
会
、
住
宅
所
有
者
管
理

組
合
、
団
地
委
員
会
又
は
住
宅
協
同
組
合
か
ら
の
証
明
書
で
す
。

 

+
出
生
証
明
書
（
扶
養
者
の
養
子
縁
組
証
明
書
）

+
教
育
先
か
ら
の
証

明
書

+
申
請
者
の
パ
ス
ポ
ー
ト
の
コ
ピ
ー

+
扶
養
者
の
パ
ス
ポ
ー
ト

+
申

請
者
の
配
偶
者
の
パ
ス
ポ
ー
ト

+
結
婚
証
明
書
又
は
離
婚
証
明
書

（ア
イ
コ
ン
に
よ
る
表
示
）。

 

給
与
額
証
明
書
、
所
得
税
額
と
社
会
保
険
料
額

+
家
族
構
成
の
証

明
書
を
別
に
強
調
す
る
。

 

財
産
取
得
控
除
を
返
し
て
も
ら
う
に
は
、
次
の
種
類
が
必
要
で
す
。
申
請
書
、
パ
ス
ポ
ー
ト
の
コ

ピ
ー
、
自
動
車
の
登
録
証
明
書
の
コ
ピ
ー
（
あ
る
場
合
）
、
住
宅
ロ
ー
ン
契
約
の
コ
ピ
ー
、
質
権

契
約
の
コ
ピ
ー
、
住
宅
ロ
ー
ン
支
払
書
類
の
コ
ピ
ー
、
銀
行
が
発
行
す
る
入
金
証
明
書
、
及
び

勤
務
先
か
ら
の
雇
用
証
明
書
で
す
。

 

申
請
書

+
パ
ス
ポ
ー
ト
の
コ
ピ
ー

+
自
動
車
の
登
録
証
明
書
の
コ
ピ
ー

+
住
宅
ロ
ー
ン
契
約
の
コ
ピ
ー

+
質
権
契
約
の
コ
ピ
ー

+
支
払
書
類
の

コ
ピ
ー

+
入
金
証
明
書

+
勤
務
先
か
ら
の
雇
用
証
明
書
。

 

ご
覧
の
と
お
り
、
沢
山
の
書
類
が
必
要
で
す
が
、
か
な
り
の
金
額
を
返
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。
国
は
毎
年
数
千
万
ソ
ム
を
国
民
に
返
し
て
い
ま
す
。

 

・子
供
や
老
人
が
い
る
複
数
の
家
族
。
側
に
控
除
に
よ
っ
て
返
さ
れ
る

還
付
金
の
カ
ウ
ン
タ
ー
。

 

申
告
を
提
出
し
な
か
っ
た
場
合
、
ま
た
は
期
限
後
に
提
出
し
た
場
合
は
ど
う
な
り
ま
す
か
？
そ
の

場
合
、
罰
金
を
支
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
個
人
な
ら

1
0

0
0
ソ
ム
、
法
人
な
ら

5
0
0
0
ソ
ム
で
す
。

 

・統
一
納
税
申
告
書
の
提
出
が
遅
れ
た
場
合
、
次
の
金
額
の
罰
金
が

課
さ
れ
る
。

 

・個
人
は

1
0
0
0
ソ
ム
。

 

・法
人
は

5
0
0
0
ソ
ム
。

 

公
務
員
の
場
合
、
別
の
罰
則
が
あ
り
ま
す
。
公
務
員
が
提
出
が
遅
れ
た
り
、
何
か
を
隠
し
た
り
し

・
ネ
ク
タ
イ
が
は
た
め
い
て
い
る
男
が
走
る
。
ス
ー
ツ
ポ
ケ
ッ
ト
に
は
キ



 た
ら
、
税
務
当
局
は
そ
の
旨
を
直
ぐ
に
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
公
開
し
、
検
察
に
通
告
し
ま
す
。

 
ル
ギ
ス
共
和
国
国
旗
の
バ
ッ
ジ
が
付
い
て
い
る
。

 

・男
の
写
真
は
新
聞
の
見
出
し
に
表
示
さ
れ
て
い
る
。

 

・公
務
員
が
止
ま
り
、
汗
の
一
滴
の
が
額
を
下
る
。

 

・検
察
所
の
建
物
が
出
て
く
る
。

 

自
発
的
に
申
告
書
を
提
出
す
る
キ
ル
ギ
ス
人
の
数
は
年
々
増
加
し
て
い
ま
す
。

2
0

1
8
年
に
、
そ

の
数
は
ほ
ぼ

5
0
万
人
に
達
し
ま
し
た
。

 

・
複
数
の
人
間
の
色
付
き
の
シ
ル
エ
ッ
ト
が
並
ん
で
、
キ
ル
ギ
ス
共
和

国
地
図
の
輪
郭
を
作
る
。

 

・「
2
0
1
8
年
に

5
0
万
人
の
キ
ル
ギ
ス
人
」の
テ
キ
ス
ト
。

 

  
 



 ト
ピ
ッ
ク

N
o
4
.1
：財
産
税

 

推
定
時
間
：

0
4
:5

0
 

ナ
レ
ー
シ
ョ
ン

 
視
覚
化

 

キ
ル
ギ
ス
共
和
国
内
で
登
録
さ
れ
て
い
る
財
産
を
所
有
し
て
い
る
者
は
税
金
を
払
わ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
ま
た
こ
れ
は
、
住
宅
ロ
ー
ン
契
約
或
い
は
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
リ
ー
ス
契
約
に
基
づ
い
て
購
入

し
た
財
産
に
も
適
用
さ
れ
ま
す
。

 

・地
図
を
背
景
に
し
た
税
務
検
査
官
。

 

・地
図
上
に
は
、
家
具
付
き
住
宅
の
断
面
が
出
て
く
る
。
「抵
当
権

/

賃
貸
」の
テ
キ
ス
ト
。

 

具
体
的
に
、
何
に
対
し
て
払
う
か
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
課
税
対
象
に
な
る
財
産
は

4
つ
に
区
分
さ
れ

ま
す
。

 

・「
財
産
は

4
区
分
に
分
け
ら
れ
る
」。

 

画
面
が

4
つ
に
分
か
れ
る
。

 

・各
区
分
の
説
明
時
に
、
対
応
す
る
画
面
の
部
分
が
拡
大
す
る
。

 

第
１
区
分
は
、
事
業
用
に
利
用
さ
れ
て
い
な
い
、
恒
久
的
ま
た
は
一
時
的
な
居
住
用
の
戸
建
住

宅
、
ア
パ
ー
ト
、
別
荘
で
す
。

 

納
付
期
限
は
、
当
該
財
産
の
管
理
登
録
税
務
署
又
は
所
在
地
所
轄
税
務
署
に
お
い
て
、

9
月

1

日
の
翌
日
ま
で
で
す
。

 

・1
）個
人
使
用
用
の
戸
建
住
宅
、
ア
パ
ー
ト
、
別
荘
。

 

(イ
ラ
ス
ト
グ
ル
ー
プ

) 

・「
毎
年
の

9
月

1
日
ま
で
の
納
付
」

 

第
２
区
分
は
、
住
宅
、
ア
パ
ー
ト
、
夏
の
家
、
寄
宿
舎
、
休
日
の
家
、
療
養
所
、
リ
ゾ
ー
ト
、
製
造
、
行

政
、
産
業
、
な
ら
び
に
設
計
お
よ
び

/ま
た
は
事
業
活
動
の
実
施
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
他
の
資
本

の
建
物
で
す
。

 

・
2
）
事
業
活
動
用
の
戸
建
住
宅
、
ア
パ
ー
ト
、
別
荘
、
ボ
ー
デ
ィ
ン

グ
ハ
ウ
ス
、
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
、
療
養
所
、
リ
ゾ
ー
ト
、
製
造
業
用
、
事

務
所
用
、
工
業
用
及
び
そ
の
他
の
恒
久
建
築
物
。

(イ
ラ
ス
ト
グ
ル

ー
プ

) 

第
３
区
分
は
、
事
業
活
動
用
に
設
計
或
い
は
利
用
さ
れ
て
い
る
キ
ヨ
ス
ク
や
コ
ン
テ
ナ
等
、
金
属
そ

の
他
の
構
造
の
仮
設
建
築
物
で
す
。

 

・
3
）
事
業
活
動
用
の
キ
ヨ
ス
ク
や
コ
ン
テ
ナ
等
、
金
属
そ
の
他
の

構
造
の
仮
設
建
築
物
。

 

(イ
ラ
ス
ト
グ
ル
ー
プ

) 

第
２
～
３
区
分
の
財
産
の
納
付
期
限
は
、
当
四
半
期
の

3
ヶ
月
目
の

2
0
日
の
翌
日
ま
で
で
、
納
付

は
当
年
内
に
均
等
分
で
行
い
ま
す
。

 

つ
ま
り
、

 

・当
年
の

3
月

2
1
日
ま
で
。

 

・当
年
の

6
月

2
1
日
ま
で
。

 

・当
年
の

9
月

2
1
日
ま
で
。

 

・当
年
の

1
2
月

2
1
日
ま
で
。

 

第
２
～
３
区
分
の
下
に
「
納
付
は
当
四
半
期
の

3
ヶ
月
目
の

2
0

日
の
翌
日
ま
で
で
、
当
年
内
に
均
等
分
に
よ
っ
て
」の
テ
キ
ス
ト
。

 

・
年
を
表
す
線
分
は
均
等
に
分
割
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「

3
月

2
1

日
ま
で
」、
「6
月

2
1
日
ま
で
」等
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
。

 

第
４
区
分
は
自
走
式
機
械
及
び
機
構
を
含
む
車
両
で
す
。

 

そ
れ
に
対
す
る
は
税
金
は
、
次
の
よ
う
に
納
め
ら
れ
ま
す
。

 

個
人
は
、
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
政
府
が
定
め
る
期
限
内
に
、
当
該
財
産
の
登
録
税
務
署
又
は
一
時

・4
）自
走
式
機
械
及
び
機
構
を
含
む
車
両
。

 

・
目
覚
ま
し
時
計
。
針
は
短
い
距
離
を
移
動
し
、
そ
の
部
分
は
緑

に
変
わ
る
。
針
が
停
止
す
る
と
、
目
覚
ま
し
時
計
は
ジ
ャ
ン
プ
し



 登
録
税
務
署
に
納
付
し
ま
す
。

 

組
織
及
び
個
人
事
業
主
は
、
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
政
府
が
定
め
る
期
限
内
で
、
且
つ
車
検
期
限
内

で
、
指
定
国
家
機
関
に
お
け
る
当
財
産
の
登
録
地
で
納
付
し
ま
す
。

 

て
、
色
は
赤
に
変
わ
る
。

 

・「
車
検
期
限
内
」

 

納
税
者
は
自
分
の
財
産
に
つ
い
て
も
報
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
報
告
期
限
は
、
組
織
は

3

月
1
日
ま
で
、
個
人
は

4
月

1
日
ま
で
で
す
。

 

・「
統
一
納
税
申
告
書
の
提
出
期
限

 

法
人
は

3
月

1
日
ま
で

 

個
人
は

4
月

1
日
ま
で
」

 

・そ
れ
ぞ
れ
の
日
付
は
カ
レ
ン
ダ
ー
に
マ
ー
ク
さ
れ
る
。

 

た
だ
し
、
誰
も
が
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
の
住
宅
が
一
定

の
面
積
よ
り
小
さ
い
場
合
、
国
か
ら
免
税
を
受
け
ら
れ
ま
す
。
そ
の
面
積
は
都
市
な
ど
に
よ
っ
て
違

い
ま
す
。
例
え
ば
、
ビ
シ
ュ
ケ
ク
で
は
、

1
5
0
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
戸
建
住
宅
及
び

8
0
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
ア
パ
ー
ト
の
所
有
者
は
税
金
を
払
わ
な
く
て
も
大
丈
夫
で
す
。

 

・
住
宅
の
図
面
が
描
か
れ
、
「
＜
一
定
の

m
2
」
の
テ
キ
ス
ト
が
ポ
ッ

プ
ア
ッ
プ
す
る
。

 

・「
不
動
産
税
」の
テ
キ
ス
ト
に
取
り
消
し
線
が
引
か
れ
る
。

 

・ビ
シ
ュ
ケ
ク
市
の
地
図
、
「
ビ
シ
ュ
ケ
ク
」の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
。

 

・戸
建
住
宅
「＜

1
5
0
平
方
メ
ー
ト
ル
」。

 

・ア
パ
ー
ト
「＜

8
0
平
方
メ
ー
ト
ル
」。

 

外
交
施
設
、
国
際
機
関
の
建
物
は
優
遇
措
置
を
受
け
ら
れ
ま
す
。
障
害
者
団
体
の
一
部
は
財
産

税
が
免
税
さ
れ
ま
す
。

 

・「
大
使
館
」の
看
板
の
あ
る
建
物
。

 

・キ
ル
ギ
ス
共
和
国
の
国
旗
と
世
界
銀
行
の
旗
が
あ
る
建
物
。

 

・車
椅
子
に
乗
っ
た
人
の
看
板
が
あ
る
建
物
。

 

ま
た
、
特
定
の
称
号
の
受
賞
者
、
戦
闘
作
戦
の
参
加
者
、
国
を
守
り
な
が
ら
被
害
を
受
け
た
者
、
障

害
者
は
優
遇
措
置
を
受
け
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
地
方
自
治
体
の
決
定
に
よ
る
免
税
も
あ
り
ま
す
。

 

・
機
長
制
服
の
人
、
兵
士
の
男
、
車
椅
子
に
乗
っ
て
い
る
兵
士
、

車
椅
子
に
乗
っ
て
い
る
普
通
の
人
。

 

不
動
産
の
所
有
者
が
納
め
る
べ
き
税
額
は
ど
の
よ
う
に
計
算
さ
れ
ま
す
か
？

 

ま
ず
、
課
税
さ
れ
る
価
格
を
計
算
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
求
め
る
に
は
、

5
つ
の
数
字
を
乗

算
し
ま
す
。

 

ま
ず
、
面
積

1
平
方
メ
ー
ト
ル
の
価
格
で
す
。
こ
れ
は
国
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
、
材
質
と
耐
用
年
数

で
決
ま
り
ま
す
。
建
物
が
よ
り
新
し
く
頑
丈
な
ほ
ど
、
税
額
が
上
が
り
ま
す
。
そ
れ
を
面
積
に
掛
け
ま

す
。
住
宅
の
場
合
、
こ
れ
は
免
税
対
象
面
積
を
超
え
る
分
の
面
積
で
す
。
事
業
用
の
不
動
産
の
場

合
、
全
面
積
で
す
。
次
は
、
地
域
係
数
に
掛
け
ま
す
。
そ
の
値
は
、
大
都
市
で
は
高
く
、
小
さ
な
集

落
で
は
低
く
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
次
は
、
地
区
係
数
で
す
。
こ
れ
は
、
財
産
が
所
在
し
て
い
る
村

や
町
の
地
区
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
中
心
部
に
近
い
ほ
ど
、
係
数
は
高
い
で
す
。
そ
し
て
、
事
業

用
建
物
の
業
種
係
数
で
す
。

 

・
税
務
調
査
官
は
フ
レ
ー
ム
に
い
る
。
「
財
産
の
所
有
者
が
納
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
税
額
を
ど
の
よ
う
に
計
算
す
る
か
？
」

 

 ・計
算
式

: 

一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
価
格
（
下
に
小
さ
い
字
で
「
材
質
と
耐

用
年
数
に
よ
る
）
ｘ
面
積
（平
方
メ
ー
ト
ル
）（
第

2
-3
区
分
の
財
産

の
場
合
、
総
面
積
。
第

1
区
分
の
財
産
の
場
合
、
設
定
さ
れ
た
面

積
を
上
回
る
面
積
）
ｘ
地
域
係
数
（
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
内
の
所
在

地
に
よ
る
）
ｘ
地
区
係
数
（
集
落
内
の
所
在
地
に
よ
る
）
ｘ
（
業
種
係

数
）
（
下
の
括
弧
内
に
小
さ
い
字
で
「
事
業
用
の
建
物
の
場

合
」）
。

 

そ
れ
で
は
、
計
算
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
ト
ク
モ
ク
市
の
中
心
部
に
あ
る
新
し
い
レ
ン
ガ
造
り
の
建
物
に

1
5
0
0
0
×

2
0
×

0
.6

×
1

×
1
＝

1
8
万
ソ
ム
。

 



 1
0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
の
ア
パ
ー
ト
が
あ
る
と
し
ま
す
。

 

税
法
典
の
表
で
は
、
こ
の
よ
う
な
住
居
の

1
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
価
格
は

1
5
0
0

0
ソ
ム
で
す
。

8
0
平
方
メ
ー
ト
ル
に
対
し
て
払
わ
な
く
て
も
良
い
こ
と
は
覚
え
て
い
ま
す
ね
。
し
た
が
っ
て
、
残
り
の

2
0
に
次
の
数
字
を
掛
け
ま
す
。
都
市
の
地
域
係
数
は

0
.6
で
す
。
地
区
係
数
も

1
で
す
。
そ
し
て
、

業
種
係
数
も

1
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
課
税
価
格
は

1
8
万
ソ
ム
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
を
も
と
に
計
算

し
ま
し
ょ
う
。

 

 

こ
の
ア
パ
ー
ト
で
事
業
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
、
税
率
は

0
.3

5
％
で
す
。
結
果
と
し
て
、
国
に
対
し

年
に

6
3
0
ソ
ム
を
納
め
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

 

1
8
万

/1
0
0
*
0
.3

5
%
＝

6
3
0
ソ
ム
。

 

 

事
業
用
不
動
産
の
場
合
、
税
率
は

0
.8
％
と
高
め
で
す
。

 

 

1
8
万

/1
0
0
*
0
.8

%
＝

1
4
4
0
ソ
ム
。

 

 

車
両
に
か
か
る
税
額
は
、
製
造
年
、
総
排
気
量
と
車
両
の
種
類
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
総
排
気
量

が
大
き
く
、
車
が
新
し
い
ほ
ど
、
税
額
が
上
が
り
ま
す
。

 

・自
家
用
車
、
ジ
ー
プ
、
バ
ス
。

 

・「
製
造
年
」、
「総
排
気
量
」、
「車
両
の
種
類
」。

 

  
 



 ト
ピ
ッ
ク
№
5
.1
：土
地
税

 

ナ
レ
ー
シ
ョ
ン

 
視
覚
化

 

税
収
の
中
で
土
地
税
の
割
合
は
最
も
低
い
で
す
。
全
体
の
わ
ず
か

1
.2

%
で
す
。

 

土
地
税
の
納
税
者
は
、
土
地
の
利
用
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
土
地
の
所
有
者
或
い
は
利
用
者
で

す
。
土
地
を
複
数
の
人
が
所
有
し
て
い
る
場
合
、
み
ん
な
が
払
い
ま
す
。

 

農
業
を
営
む
た
め
に
国
か
ら
土
地
を
受
け
取
っ
た
す
べ
て
の
人
に
も
こ
の
税
を
納
め
る
義
務
が
あ
り

ま
す
。
土
地
の
所
有
者
が
誰
か
に
そ
れ
を
貸
し
て
い
る
場
合
は
、
本
人
自
身
が
払
い
ま
す
。

 

・税
務
調
査
官
は
フ
レ
ー
ム
に
い
る
。

 

・税
収
の
グ
ラ
フ
或
い
は
図
。

 

・グ
ラ
フ
の
側
に
「

1
.2

%
」。
畑
の
イ
ラ
ス
ト
。

 

・
グ
ラ
フ
が
消
え
る
。
畑
の
下
に
、
複
数
の
人
が
出
て
き
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
下
に
「

1
.2

%
」が
表
示
さ
れ
る
。

 

納
付
す
る
の
は
年
に

1
回
で
す
。
税
額
は
ど
の
よ
う
に
分
か
り
ま
す
か
。

 

農
用
地
に
つ
い
て
は
、
税
額
は
面
積
と
イ
ン
フ
レ
率
に
よ
っ
て
決
ま
り
ま
す
。

 

非
農
用
地
は
、
面
積
、
地
区
、
ま
た
事
業
性
の
有
無
に
よ
っ
て
課
税
さ
れ
ま
す
。

 

・「
面
積
」と
「イ
ン
フ
レ
率
」。

 

・「
面
積
」、
「地
区
係
数
」、
「商
業
利
用
係
数
」。

 

地
区
係
数
は
、
税
法
典
で
定
め
る
範
囲
内
で
地
方
自
治
体
が
設
定
し
ま
す
。
最
も
高
い
の
は
、
ビ
シ

ュ
ケ
ク
市
と
オ
シ
市
の
係
数
で
す
。
他
の
都
市
等
で
は
、
よ
り
低
く
な
り
ま
す
。

 

・地
図
上
の
集
落
名
の
側
に
係
数
値
が
表
示
さ
れ
る
。

 

ビ
シ
ュ
ケ
ク
市
：

0
.6
～

3
。

 

オ
シ
市
：0

.3
～

3
。

 

そ
の
他
の
集
落
：

0
.3
～

1
.2
。

 

キ
ル
ギ
ス
共
和
国
の
土
地
税
率
は
い
く
ら
で
し
ょ
う
か
？
農
用
地
で
あ
れ
ば
、
分
割
納
付
が
可
能
で

す
。

 

2
0
%
は
当
年
の

4
月

2
5
日
の
翌
日
ま
で
に
。

 

2
5
%
は
当
年
の

8
月

2
5
日
の
翌
日
ま
で
に
。

 

5
5
%
は
当
年
の

1
1
月

2
5
日
の
翌
日
ま
で
に
。

 

・「
農
地
用
の
場
合
」

 

一
年
を
表
す
線
分
は
三
分
割
さ
れ
る
。
各
部
分
に
は
、
「

4
月

2
6

日
ま
で
に
」、
「

8
月

2
6
日
ま
で
に
」、
「1

1
月

2
6
日
ま
で
に
」の

キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
付
く
。

 

土
地
を
利
用
す
る
組
織
及
び
起
業
家
は
、
毎
四
半
期
、
つ
ま
り
、
年
に

4
回
等
分
に
税
金
を
納
め
ま

す
。

 

第
1
四
半
期
分
は
当
年
の

1
月

2
0
日
の
翌
日
ま
で
に
。

 

第
2
四
半
期
分
は
当
年
の

4
月

2
0
日
の
翌
日
ま
で
に
。

 

第
3
四
半
期
分
は
当
年
の

7
月

2
0
日
の
翌
日
ま
で
に
。

 

第
4
四
半
期
分
は
当
年
の

1
0
月

2
0
日
の
翌
日
ま
で
に
。

 

・オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
と
そ
の
前
に
立
つ
男
。

 

・
一
年
を
表
す
線
分
が
四
分
割
さ
れ
る
。
各
部
分
に
は
、
「

1
月

2
1
日
ま
で
に
」、
「

4
月

2
1
日
ま
で
に
」、
「1

0
月

2
1
日
ま
で
に
」

の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
付
く
。

 

住
宅
隣
接
土
地
に
つ
い
て
は
、
当
年

9
月

1
日
の
翌
日
ま
で
に
払
い
ま
す
。
第
二
次
世
界
大
戦
の

参
戦
者
と
障
害
者
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
戦
争
の
参
戦
軍
人
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
の
復
旧
作

業
者
、
先
天
障
害
者
、
１
級
・
２
級
の
障
害
者
、
職
務
中
に
死
亡
し
た
ま
た
は
失
踪
し
た
軍
人
、
ま
た

は
警
察
官
の
家
族
は
、
住
宅
隣
接
土
地
及
び
家
庭
菜
園
用
地
に
係
る
土
地
税
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
免
税
を
受
け
ら
れ
る
の
は
、
年
金
受
給
者
と

4
人
以
上
の
未
成
年
の
子
供
を
持
つ
両
親
で

・住
宅
隣
接
土
地
：毎
年
の

9
月

1
日
ま
で
。

 

 ・住
宅
隣
接
土
地
に
か
か
る
税
（取
り
消
し
線
）。

 

(一
覧
表

)各
行
に
合
わ
せ
て
小
さ
な
イ
ラ
ス
ト
が
表
示
さ
れ
る
。

 



 す
。

 

ま
た
、
農
民
は
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
損
失
を
被
っ
た
場
合
、
地
方
自
治
体
の
決
定
で
土
地
税
の
免

税
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

・畑
が
背
景
に
あ
る
人
。

 

・落
雷
が
地
面
に
当
た
り
、
畑
が
燃
え
て
し
ま
う
。

 

  
 



 ト
ピ
ッ
ク
№
6
.1
税
法
違
反
と
そ
れ
に
対
す
る
罰
則

 

推
定
時
間
：

0
1
:5

0
 

ナ
レ
ー
シ
ョ
ン

 
視
覚
化

 

キ
ル
ギ
ス
共
和
国
に
お
け
る
税
法
違
反
は
、
行
政
反
則
や
刑
事
犯
罪
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 

税
法
違
反
の
種
類
と
そ
れ
に
対
す
る
罰
則
は
、
税
法
典
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
は
、
そ
の
種

類
に
つ
い
て
学
び
ま
し
ょ
う
。

 

1
.税
務
当
局
に
お
け
る
納
税
登
録
又
は
管
理
登
録
を
せ
ず
に
事
業
を
行
う
こ
と
。

 

ト
ー
ガ
姿
の
女
性
（
テ
ミ
ス
）
は
、
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
天
秤
を
慎
重
に

置
き
、
テ
ー
ブ
ル
か
ら
税
法
典
を
取
り
、
視
聴
者
に
提
示
す
る
。

 

・「
税
務
当
局
に
お
け
る
納
税
登
録
又
は
管
理
登
録
を
せ
ず
に
事
業

を
行
う
こ
と
」 

個
人
は
、
税
務
当
局
に
お
け
る
納
税
登
録
又
は
管
理
登
録
を
せ
ず
に
、
つ
ま
り
、
税
金
を
払
わ

な
い
で
取
引
を
行
っ
た
場
合
、
こ
の
よ
う
な
違
反
者
は
事
業
の
全
期
間
に
関
し
て
税
額
を
一
括

に
納
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
納
付
額
は

5
,0

0
0
ソ
ム
以
上
で
す
。

 

・納
税
登
録
（取
り
消
し
線
）。

 

・税
金
の
納
付
（取
り
消
し
済
）。

 

・沢
山
の
金
（「

5
0
0
0
ソ
ム
以
上
」の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
） 

2
.過
少
申
告
。

 

過
少
申
告
を
し
た
者
は
、
そ
の
差
額
に
加
え
て
、
国
か
ら
隠
し
た
金
額
の
大
小
に
よ
っ
て
決
ま
る

加
算
税
を
払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

 

・
過
少
申
告
し
た
税
額
が
そ
の
年
間
総
所
得
の

2
%
以
下
の
場
合
、
加
算
税
は
適
用
さ
れ
ま
せ

ん
。

 

・2
%
か
ら

5
%
の
場
合
、
過
少
申
告
し
た
税
額
の
半
分
に
相
当
す
る
金
額
を
加
算
税
と
し
て
払
わ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

5
%
以
上
の
場
合
、
過
少
申
告
し
た
税
額
の

1
0
0

%
に
相
当
す
る
金
額

を
加
算
税
と
し
て
払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

 

・過
少
申
告
。

 

・
同
情
を
期
待
し
な
が
ら
、
空
の
ポ
ケ
ッ
ト
を
出
し
て
見
せ
て
い
る
人

の
ク
イ
ッ
ク
フ
レ
ー
ム
。

 

・空
白
の
白
い
画
面
に
：

 

・2
%
以
下

(フ
ェ
ー
ド
す
る

) 

・2
%
～

5
%
（過
少
申
告
し
た
税
額
の

5
0
%
） 

・5
%
以
上

(過
少
申
告
し
た
税
額
の

1
0
0
%

) 

3
.源
泉
徴
収
義
務
者
に
よ
る
納
付
義
務
の
不
履
行
。

 

源
泉
徴
収
義
務
者
は
、
源
泉
徴
収
し
た
所
得
税
額
を
全
部
又
は
一
部
を
納
付
し
な
か
っ
た
場

合
、
最
終
的
に
払
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
滞
納
が
あ
っ
た
各
月
に
、
滞
納
額
の

1
0
%
を
、

所
得
税
額
の

5
0

%
以
内
で
罰
金
と
し
て
取
ら
れ
ま
す
。

 

・源
泉
徴
収
義
務
者
に
よ
る
納
付
義
務
の
不
履
行
。

 

・お
金
の
山
。

 

・
お
金
の
山
が
去
り
、
そ
の
後
ろ
に
ま
た

1
1
の
お
金
の
山
が
あ
る
。

合
計

1
2
の
山
（
一
年
の
月
の
数
）
。
そ
れ
ぞ
れ
の
山
の
上
に

「1
0
%
」
の
イ
ラ
ス
ト
が
浮
か
ぶ
。

 

 

税
法
違
反
に
は
、
刑
事
犯
罪
や
行
政
犯
則
と
同
様
に
、
時
効
が
あ
り
ま
す
。
違
反
が
犯
さ
れ
て
か

ら
6
年
後
に
は
、
市
民
を
罰
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

 

「6
年
」の
サ
イ
ン
を
持
っ
た
男
は
笑
顔
で
肩
を
す
く
め
る
。

 

ま
た
、
同
じ
違
反
に
対
し
て

2
回
罰
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
納
税
者
の
罪
を
立
証
す
る
こ
と
は

税
務
当
局
の
義
務
で
す
。
納
税
者
に
は
自
分
の
無
実
を
立
証
す
る
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 

税
務
職
員
は
、
頭
を
掻
き
、
書
類
の
束
を
取
り
出
し
て
読
む
。

 

根
拠
が
あ
れ
ば
、
税
法
違
反
に
対
す
る
罰
則
だ
け
で
な
く
、
刑
事
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
も
あ
り
ま

す
。

 

税
務
職
員
は
、
書
類
を
ど
け
る
。
近
く
に
手
錠
が
ポ
ッ
プ
ア
ッ
プ
す

る
。

 



 納
税
者
が
無
実
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
後
の
税
金
を
払
わ
な
く
て
も
良
い
と
い
う
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん

.結
局
の
と
こ
ろ
、
期
間
全
体
に
か
か
る
税
金
を
支
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

 

・納
税
者
が
無
実
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
税
金
を
納
め
る
義
務
は
免
除

さ
れ
な
い
。

 

  
 



 ト
ピ
ッ
ク
№
6
.2
:税
務
機
関
の
処
分
に
対
す
る
不
服
申
立
て

 

推
定
時
間
：

0
1
:4

0
 

ナ
レ
ー
シ
ョ
ン

 
視
覚
化

 

税
法
典
で
は
、
納
税
者
は
、
税
務
当
局
の
処
分
、
又
は
行
為
も
し
く
は
そ
の
不
作
為
に
対
し

不
服
を
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

 

・フ
レ
ー
ム
の
中
央
に
税
務
調
査
官
。
頭
の
上
の
雲
形
吹
き
出
し
の
中

に
は
、
人
間
の
姿
。
人
間
か
ら
「不
服
」の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
付
い
た
矢

印
。

 

適
切
な
方
法
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
処
分
に
対
し
不
服
が
あ
る
納
税
者
は
、
指
定
税
務
機
関
に

不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

 

「不
服
」の
矢
印
の
人
間
を
拡
大
。

 

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
処
分
に
つ
い
て
知
ら
さ
れ
て
か
ら

3
0
日
以
内
に
不
服
を
作
成
す
る
こ

と
で
す
。
税
務
当
局
が
審
査
を
行
っ
て
い
る
間
、
キ
ル
ギ
ス
税
務
局
の
処
分
の
執
行
は
一
時

停
止
さ
れ
、
納
税
者
に
罰
金
は
課
さ
れ
ま
せ
ん
。
税
務
局
は
、
納
税
者
の
主
張
、
経
済
活

動
、
調
査
を
し
た
職
員
の
作
業
内
容
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
。

 

・針
が
動
く
時
計
。
側
に
「

3
0
日
」の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
。

 

・「
延
滞
税
（例
え
ば

5
5
.5

5
）」
が
ゼ
ロ
に
な
る
。

 

・エ
ル
ミ
ラ
の
手
の
ひ
ら
に
は
、
人
と
「主
張
、
経
済
活
動
、
税
務
職
員
の

作
業
内
容
」の
テ
キ
ス
ト
。

 

不
服
申
し
立
て
を
書
面
で
提
出
し
、
必
要
な
書
類
は
す
べ
て
添
付
し
ま
す
。
専
門
家
は
そ
れ

を
3
0
日
以
内
に
審
査
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
期
限
内
に
回
答
が
な
か
っ
た
場
合

は
、
不
服
申
し
立
て
が
自
動
的
に
容
認
さ
れ
ま
す
。

 

・「
不
服
申
し
立
て
」の
タ
イ
ト
ル
の
紙
一
枚
。

 

・暦
月
は
色
で
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
、
そ
の
後
、
「不
服
申
し
立
て
」の
紙
に

疑
問
符
が
表
示
さ
れ
、
緑
色
の
チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
に
変
わ
る
。

 

不
服
申
し
立
て
に
誤
り
が
あ
る
、
又
は
必
要
な
書
類
や
情
報
が
不
足
し
て
い
る
場
合
、
税
務

当
局
は
そ
の
理
由
を
示
し
不
服
申
し
立
て
を
申
請
者
に
返
却
し
ま
す
。

 

納
税
者
は
、
不
服
申
し
立
て
が
返
却
さ
れ
た
理
由
を
取
り
除
い
た
後
、
返
却
さ
れ
た
不
服
申
し

立
て
の
受
領
日
か
ら

1
0
日
以
内
に
、
指
定
税
務
機
関
に
不
服
を
再
度
申
し
立
て
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

 

・中
央
に
あ
る
「不
服
申
し
立
て
」の
一
枚
の
周
り
に
紙
数
枚
が
出
て
く

る
。
中
央
の
一
枚
の
テ
キ
ス
ト
は
赤
く
強
調
さ
れ
る
。
紙
の
何
枚
か
は
透

明
に
っ
て
、
消
え
る
。

 

・砂
時
計
。
そ
の
上
に
は
、

1
0
か
ら
～

0
ま
で
の
カ
ウ
ン
タ
。
側
に
前
の

フ
レ
ー
ム
か
ら
の
「不
服
申
し
立
て
」の
紙
が
再
び
集
ま
る
。

 

一
般
的
に
、
税
務
当
局
に
は

3
つ
の
決
定
の
オ
プ
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
す
。
全
部
容
認
、
一
部
容

認
と
棄
却
で
す
。
あ
な
た
の
主
張
が
認
め
ら
れ
た
ら
、
税
務
当
局
の
処
分
は
取
り
消
さ
れ
ま

す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
以
上
申
請
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
新
し
い
事
由
を
示
さ
ず
に

同
じ
内
容
の
不
服
申
し
立
て
を
提
出
し
て
も
、
専
門
家
が
そ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

 

・円
は
緑
色
で
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
る
。

 

・円
は
半
分
緑
色
で
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
、
残
り
の
部
分
は
赤
で
あ
る
。

 

・円
は
赤
く
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
、

W
in

d
o
w

s
の
エ
ラ
ー
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
サ
ウ

ン
ド
で
消
え
、
悲
し
い
ス
マ
イ
リ
ー
が
出
て
く
る
。

 

納
税
者
が
決
定
に
同
意
し
な
い
場
合
、
裁
判
所
に
控
訴
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 
・裁
判
官
の
ガ
ベ
ル
が
叩
き
、
前
の
フ
レ
ー
ム
か
ら
の
悲
し
い
ス
マ
イ
リ

ー
が
笑
顔
に
変
わ
る
。
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